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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報処理装置を含む、情報処理システムであって、
　前記情報処理装置は、それぞれ、
　データを伝播させるための伝播情報を送信すべき譲渡データに設定可能な設定手段と、
　前記設定手段により前記伝播情報が設定された前記譲渡データを他の情報処理装置に送
信する送信手段と、
　他の情報処理装置の前記送信手段により送信された前記設定手段により前記伝播情報が
設定された前記譲渡データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、当該譲渡
データを伝播させるか否かを判定する伝播判定手段とを含み、
　前記情報処理装置は、前記譲渡データを利用可能なアプリケーションプログラムを実行
可能であり、
　前記送信手段は、前記アプリケーションプログラムの実行の有無に関わらず、前記伝播
判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記受信手段によって受信された前記譲渡
データをさらに他の情報処理装置に送信する、情報処理システム。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、前記伝播判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記受信
された譲渡データに含まれる伝播情報を更新する伝播情報更新手段をさらに含み、
　前記送信手段は、前記伝播判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記伝播情報
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更新手段により更新された伝播情報を含む前記受信手段によって受信された前記譲渡デー
タをさらに他の情報処理装置に送信する、請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記送信手段により送信された、前記伝播情報更新手段により更新された伝播情報を含
む前記受信手段によって受信された前記譲渡データは記憶手段に記憶される、請求項２に
記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、前記記憶手段に記憶された前記送信された前記譲渡データを読み
出して、表示手段に表示するアクセス手段をさらに含む、請求項３に記載の情報処理シス
テム。
【請求項５】
　前記設定手段は、データを送信する回数を規定する送信情報を送信すべき前記譲渡デー
タに設定可能であり、
　前記情報処理装置は、前記設定手段により設定された送信情報を含む前記譲渡データの
送信情報に基づいて、当該譲渡データを送信させるか否かを判定する送信判定手段をさら
に含み、
　前記送信手段は、前記送信判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記譲渡デー
タを他の情報処理装置に送信する、請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理システ
ム。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、
　前記送信手段による送信が成功したか否かを判定する送信成功判定手段と、
　前記送信成功判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記譲渡データに含まれる
送信情報を更新する送信情報更新手段とをさらに含み、
　前記送信判定手段は、前記送信情報更新手段により更新された送信情報に基づいて、前
記譲渡データを再度送信させるか否かを判定する、請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記伝播情報および前記送信情報は、それぞれ伝播回数および送信回数を規定し、
　前記設定手段は、前記伝播回数が１回以上の場合には、前記送信回数が１回となるよう
に設定する、請求項５または６に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　前記情報処理装置は、前記伝播判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記受信
手段によって受信された前記譲渡データを記憶手段の受信したデータを記憶する受信記憶
領域に記憶させるとともに、前記記憶手段の送信するデータを記憶する送信記憶領域に前
記受信手段によって受信された前記譲渡データを複製して記憶させるデータ格納手段をさ
らに含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項９】
　前記情報処理装置は、近距離無線通信を用いて通信可能な前記複数の情報処理装置のう
ちの他の情報処理装置を探索する無線モジュールをさらに含み、
　前記データ格納手段により前記譲渡データを前記送信記憶領域に記憶させた後、前記無
線モジュール以外の本体部はスリープ状態に遷移する、請求項８記載の情報処理システム
。
【請求項１０】
　前記無線モジュールは、近距離無線通信を用いて通信可能な他の情報処理装置を繰り返
して探索し、他の前記情報処理装置と通信可能になったときに、前記他の情報処理装置と
の間でデータ通信を実行するように前記送信手段に指示する、請求項９記載の情報処理シ
ステム。
【請求項１１】
　データを伝播させるための伝播情報を送信すべき譲渡データに設定可能な設定手段と、
　前記設定手段により前記伝播情報が設定された前記譲渡データを他の情報処理装置に送
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信する送信手段と、
　他の情報処理装置の前記送信手段により送信された前記設定手段により前記伝播情報が
設定された前記譲渡データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、当該譲渡
データを伝播させるか否かを判定する伝播判定手段とを備え、
　前記情報処理装置は、前記譲渡データを利用可能なアプリケーションプログラムを実行
可能であり、
　前記送信手段は、前記アプリケーションプログラムの実行の有無に関わらず、前記伝播
判定手段による判定結果が肯定である場合に、前記受信手段によって受信された前記譲渡
データをさらに他の情報処理装置に送信する、情報処理装置。
【請求項１２】
　データを伝播させるための伝播情報を送信すべき譲渡データに設定するステップと、
　前記設定するステップにより前記伝播情報が設定された前記譲渡データを他の情報処理
装置に送信するステップと、
　他の情報処理装置により送信された前記伝播情報が設定された前記譲渡データを受信す
るステップと、
　前記受信するステップによって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、
当該譲渡データを伝播させるか否かを判定するステップと、
　前記譲渡データを利用可能なアプリケーションプログラムを実行するステップとを備え
、
　前記送信するステップは、前記アプリケーションプログラムの実行の有無に関わらず、
前記判定するステップによる判定結果が肯定である場合に、前記受信するステップにより
受信された前記譲渡データをさらに他の情報処理装置に送信する、情報処理装置の制御方
法。
【請求項１３】
　情報処理装置の制御プログラムであって、コンピュータに、
　データを伝播させるための伝播情報を送信すべき譲渡データに設定するステップと、
　前記設定するステップにより前記伝播情報が設定された前記譲渡データを他の情報処理
装置に送信するステップと、
　他の情報処理装置により送信された前記伝播情報が設定された前記譲渡データを受信す
るステップと、
　前記受信するステップによって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、
当該譲渡データを伝播させるか否かを判定するステップと、
　前記譲渡データを利用可能なアプリケーションプログラムを実行するステップとの処理
を実行させ、
　前記送信するステップは、前記アプリケーションプログラムの実行の有無に関わらず、
前記判定するステップによる判定結果が肯定である場合に、前記受信するステップにより
受信された前記譲渡データをさらに他の情報処理装置に送信する、処理を実行させる、情
報処理装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、情報処理システムおよび情報処理装置に関し、特に、例えば、互いに無線
通信可能な複数の携帯型の情報処理装置等を備える、情報処理システム、情報処理装置、
情報処理装置の制御方法および情報処理装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、情報処理装置が近接した場合に、自動的に通信を実行するシステムが存在す
る。例えば、特開２０００－１８１８２２号公報においては、携帯型のデータ送受信端末
装置が示されており、通信可能エリア内に存在する他の携帯型のデータ送受信端末装置に
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自動的に送信するものが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８１８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示された方式においては、携帯型のデータ送受信端末装置のユーザが一旦
データを送信すると、他の携帯型のデータ送受信端末装置に際限なく、送信されていくこ
とになるため、ユーザ等がデータをある程度の範囲に設定して送信することを希望する場
合であってもその意図を反映させることができなかった。
【０００５】
　本発明の目的は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、データを
送信する送信者の意図を反映させた効率的なデータ通信を実行することが可能な情報処理
システムおよび情報処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この本発明の第１の局面に従う情報処理システムは、複数の情報処理装置を含む、情報
処理システムであって、情報処理装置は、それぞれ、データを伝播させるための伝播情報
を送信すべき譲渡データに設定可能な設定手段と、設定手段により伝播情報が設定された
譲渡データを他の情報処理装置に送信する送信手段と、他の情報処理装置の送信手段によ
り送信された設定手段により伝播情報が設定された譲渡データを受信する受信手段と、受
信手段によって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、当該譲渡データを
伝播させるか否かを判定する伝播判定手段とを含む。送信手段は、伝播判定手段による判
定結果が肯定である場合に、受信手段によって受信された譲渡データをさらに他の情報処
理装置に送信する。
【０００７】
　第１の局面によれば、情報処理システムの情報処理装置は、譲渡データにデータを伝播
させるための伝播情報を設定して送信することが可能であり、受信した情報処理装置は、
譲渡データに設定された伝播情報に基づいて伝播させるか否かを判定して、判定結果が肯
定である場合に譲渡データを伝播させるため、譲渡データが際限なく、他の情報処理装置
に送信されることを抑制して、送信者の意図を反映させた効率的なデータ通信を実行する
ことが可能である。
【０００８】
　好ましい、第２の局面によれば、情報処理装置は、伝播判定手段による判定結果が肯定
である場合に、受信された譲渡データに含まれる伝播情報を更新する伝播情報更新手段を
さらに含み、送信手段は、伝播判定手段による判定結果が肯定である場合に、伝播情報更
新手段により更新された伝播情報を含む受信手段によって受信された譲渡データをさらに
他の情報処理装置に送信する。
【０００９】
　第２の局面によれば、伝播情報更新手段により、譲渡データに含まれる伝播情報が更新
されるため、譲渡データが際限なく、他の情報処理装置に送信されることを抑制して、送
信者の意図を反映させた効率的なデータ通信を実行することが可能である。
【００１０】
　好ましい第３の局面によれば、送信手段により送信された、伝播情報更新手段により更
新された伝播情報を含む受信手段によって受信された譲渡データは記憶手段に記憶される
。
【００１１】
　好ましい第４の局面によれば、情報処理装置は、記憶手段に記憶された送信された譲渡
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データを読み出して、表示手段に表示するアクセス手段をさらに含む。
【００１２】
　第３および第４の局面によれば、送信手段により送信された譲渡データは、記憶手段に
記憶され、記憶された譲渡データが表示手段に表示されるため、伝播情報を含む譲渡デー
タの送信を把握することが可能である。
【００１３】
　好ましい第５の局面によれば、設定手段は、データを送信する回数を規定する送信情報
を送信すべき譲渡データに設定可能であり、情報処理装置は、設定手段により設定された
送信情報を含む譲渡データの送信情報に基づいて、当該譲渡データを送信させるか否かを
判定する送信判定手段をさらに含み、送信手段は、送信判定手段による判定結果が肯定で
ある場合に、譲渡データを他の情報処理装置に送信する。
【００１４】
　第５の局面によれば、譲渡データにデータを送信する回数を規定する送信情報を設定し
て送信することが可能であり、受信した情報処理装置は、譲渡データに設定された送信情
報に基づいて送信させるか否かを判定して、判定結果が肯定である場合に譲渡データを送
信させるため、譲渡データの伝播と、送信とを切り分けたデータ通信が可能であり、効率
的なデータ通信が可能である。さらに、譲渡データの伝播と送信に関する情報をそれぞれ
設定することができるため、多様なデータ通信が可能である。
【００１５】
　好ましい第６の局面によれば、情報処理装置は、送信手段による送信が成功したか否か
を判定する送信成功判定手段と、送信成功判定手段による判定結果が肯定である場合に、
譲渡データに含まれる送信情報を更新する送信情報更新手段とをさらに含み、送信判定手
段は、送信情報更新手段により更新された送信情報に基づいて、譲渡データを再度送信さ
せるか否かを判定する。
【００１６】
　第６の局面によれば、譲渡データの送信が成功した場合に、送信情報更新手段により、
譲渡データに含まれる送信情報が更新されるため、譲渡データが際限なく、他の情報処理
装置に送信されることを抑制して、送信者の意図を反映させた効率的なデータ通信を実行
することが可能である。
【００１７】
　好ましい第７の局面によれば、伝播情報および送信情報は、それぞれ伝播回数および送
信回数を規定し、設定手段は、伝播回数が１回以上の場合には、送信回数が１回となるよ
うに設定する。
【００１８】
　第７の局面によれば、伝播回数が１回以上の場合には、送信回数が１回となるように設
定されることにより、譲渡データを伝播させる場合には、送信回数を制限することにより
譲渡データが伝播される範囲を制限することが可能となり、データを送信する送信者の意
図を反映させた効率的なデータ通信を実行することが可能である。
【００１９】
　好ましい第８の局面によれば、情報処理装置は、譲渡データを利用可能なアプリケーシ
ョンプログラムを実行可能であり、送信手段は、アプリケーションプログラムの実行の有
無に関わらず、伝播判定手段による判定結果が肯定である場合に、受信手段によって受信
された譲渡データをさらに他の情報処理装置に送信する。
【００２０】
　第８の局面によれば、譲渡データを送信するためにアプリケーションプログラムを実行
しておく必要がないため、譲渡データを気軽に他の情報処理装置に送信することが可能で
ある。
【００２１】
　好ましい第９の局面によれば、情報処理装置は、伝播判定手段による判定結果が肯定で
ある場合に、受信手段によって受信された譲渡データを記憶手段の受信したデータを記憶
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する受信記憶領域に記憶させるとともに、記憶手段の送信するデータを記憶する送信記憶
領域に受信手段によって受信された譲渡データを複製して記憶させるデータ格納手段をさ
らに含む。
【００２２】
　好ましい第１０の局面によれば、情報処理装置は、近距離無線通信を用いて通信可能な
複数の情報処理装置のうちの他の情報処理装置を探索する無線モジュールをさらに含み、
データ格納手段により譲渡データを送信記憶領域に記憶させた後、無線モジュール以外の
本体部はスリープ状態に遷移する。
【００２３】
　好ましい第１１の局面によれば、無線モジュールは、近距離無線通信を用いて通信可能
な他の情報処理装置を繰り返して探索し、他の情報処理装置と通信可能になったときに、
他の情報処理装置との間でデータ通信を実行するように送信手段に指示する。
【００２４】
　第９～第１１の局面によれば、本体部は、通信可能な情報処理装置が探索されるまで、
スリープ状態に遷移し、他の情報処理装置と通信可能になったときに、譲渡データを送信
することが可能であるため、消費電力を低減させたデータ通信を実行することが可能であ
る。
【００２５】
　この本発明の第１２の局面に従う情報処理装置は、データを伝播させるための伝播情報
を送信すべき譲渡データに設定可能な設定手段と、設定手段により伝播情報が設定された
譲渡データを他の情報処理装置に送信する送信手段と、他の情報処理装置の送信手段によ
り送信された設定手段により伝播情報が設定された譲渡データを受信する受信手段と、受
信手段によって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、当該譲渡データを
伝播させるか否かを判定する伝播判定手段とを備え、送信手段は、伝播判定手段による判
定結果が肯定である場合に、受信手段によって受信された譲渡データをさらに他の情報処
理装置に送信する。
【００２６】
　この発明の第１３の局面に従う情報処理装置の制御方法は、データを伝播させるための
伝播情報を送信すべき譲渡データに設定するステップと、設定するステップにより伝播情
報が設定された譲渡データを他の情報処理装置に送信するステップと、他の情報処理装置
により送信された伝播情報が設定された譲渡データを受信するステップと、受信するステ
ップによって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づいて、当該譲渡データを伝
播させるか否かを判定するステップとを備え、送信するステップは、判定するステップに
よる判定結果が肯定である場合に、受信するステップにより受信された譲渡データをさら
に他の情報処理装置に送信する。
【００２７】
　この発明の第１４の局面に従う情報処理装置の制御プログラムは、コンピュータに、デ
ータを伝播させるための伝播情報を送信すべき譲渡データに設定するステップと、設定す
るステップにより伝播情報が設定された譲渡データを他の情報処理装置に送信するステッ
プと、他の情報処理装置により送信された伝播情報が設定された譲渡データを受信するス
テップと、受信するステップによって受信された譲渡データに含まれる伝播情報に基づい
て、当該譲渡データを伝播させるか否かを判定するステップとの処理を実行させ、送信す
るステップは、判定するステップによる判定結果が肯定である場合に、受信するステップ
により受信された譲渡データをさらに他の情報処理装置に送信する、処理を実行させる。
【００２８】
　第１２～第１４の局面によれば、情報処理装置は、譲渡データにデータを伝播させるた
めの伝播情報を設定して送信することが可能であり、また、譲渡データを受信した場合に
は、譲渡データに設定された伝播情報に基づいて伝播させるか否かを判定して、判定結果
が肯定である場合に譲渡データを伝播させるため、譲渡データが際限なく、他の情報処理
装置に送信されることを抑制して、送信者の意図を反映させた効率的なデータ通信を実行
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することが可能である。
【００２９】
　上述の記載においては、本発明の理解を助けるために後述の実施形態との対応関係を示
すための参照符号および補足説明等を付したが、これらは本発明を何ら限定するものでは
ない。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に従えば、データに伝播情報を設定して、当該伝播情報に基づいてデータを伝播
させるかどうかを判断するため、際限なく送信されることはなく効率的なデータ通信を実
行することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る情報処理システムの典型例について説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態に従うゲーム装置１の構成の概略ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に従う無線通信モジュール３８の構成について説明する図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態に従う保存用データメモリ３４のメモリマップについて説明
する図である。
【図５】本発明の実施の形態に従うゲーム装置１における交換データの授受を実行する機
能ブロックについて説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態に従うゲーム装置の本体部３９の機能ブロックの詳細につい
て説明する図である。
【図７】本発明の実施の形態に従う携帯端末間処理を実行する無線通信モジュール３８の
機能ブロックの詳細について説明する図である。
【図８】本発明の実施の形態に従う携帯端末間処理の交換データの授受処理を実行するデ
ータ通信実行処理部２０８の詳細について説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態に従う交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸへの交換データ
の格納処理について説明するフロー図である。
【図１０】本発明の実施の形態に従うアプリケーションに対応付けられた送信ＢＯＸおよ
び受信ＢＯＸを説明する概念図である。
【図１１】本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸにデータが格納された場合を説明する図
である。
【図１２】本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸの送信ＢＯＸスロットに格納されたデー
タのデータ構造を説明する図である。
【図１３】アプリケーションにより交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに交換データを
格納する場合について説明する図である。
【図１４】無線通信モジュール３８への通信設定処理について説明するフロー図である。
【図１５】ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）における通信設定処理のフロー図である
。
【図１６】通信設定処理によりＲＡＭ６６に格納されたデータの概念図について説明する
図である。
【図１７】本発明の実施の形態に従う無線通信モジュール３８で実行する無線通信のフロ
ー図である。
【図１８】本発明の実施の形態に従う携帯端末間通信について説明するフロー図である。
【図１９】本発明の実施の形態に従う携帯端末間通信においてゲーム装置において送信さ
れる送信無線フレームの構成について説明する図である。
【図２０】ベンダ特定ＩＤデータＤ４の構成について説明する図である。
【図２１】フィルタリング用データ保存領域６８で保存されているアプリケーションＩＤ
の状態を説明する概念図である。
【図２２】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスを比較する場合の概念図である。
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【図２３】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスを比較する場合の別の概念図である
。
【図２４】アプリケーションＩＤ判定部２３０における全体のフロー図である。
【図２５】本発明の実施の形態に従う比較対象となるベンダ特定ＩＥの比較について説明
する図である。
【図２６】本発明の実施の形態に従う第１アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理につい
て説明するフロー図である。
【図２７】本発明の実施の形態に従うＩＤデータの比較について説明する図である。
【図２８】本発明の実施の形態に従うＩＤデータのさらに別の比較について説明する図で
ある。
【図２９】本発明の実施の形態に従う第２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理につい
て説明するフロー図である。
【図３０】本発明の実施の形態に従う送受信条件データであるセンドフラグデータおよび
レシーブフラグデータの比較について説明する図である。
【図３１】本発明の実施の形態に従う取得条件を満たしているか否かに関する条件データ
の比較について説明する図である。
【図３２】本発明の実施の形態に従う取得条件データの具体例について説明する図である
。
【図３３】図３２で説明した取得条件データに基づく条件データの比較の具体例について
説明する図である。
【図３４】本発明の実施の形態に従う取得条件データの別の具体例について説明する図で
ある。
【図３５】図３４で説明した取得条件データに基づく条件データの比較の具体例について
説明する図である。
【図３６】本発明の実施の形態に従うアプリケーションＩＤを比較する場合の概念図であ
る。
【図３７】本発明の実施の形態に従うゲーム装置間における交換データの交換処理につい
て説明する図（その１）である。
【図３８】本発明の実施の形態に従うゲーム装置間における交換データの交換処理につい
て説明する図（その２）である。
【図３９】本発明の実施の形態に従うゲーム装置間における交換データの交換処理につい
て説明する図（その３）である。
【図４０】本発明の実施の形態に従うデータ授受処理のフロー図である。
【図４１】本発明の実施の形態に従うフレンド認証処理のフロー図である。
【図４２】本発明の実施の形態に従うフレンド認証処理のデータの流れについて説明する
図である。
【図４３】本発明の実施の形態に従う送信スロット作成の処理について説明するフロー図
である。
【図４４】送信無線フレームの比較に基づく交換データを授受することが可能なアプリ（
交換データ授受アプリとも称する）を確認する処理を模式的に説明する図である。
【図４５】本発明の実施の形態に従う送信スロットの作成の概念図である。
【図４６】本発明の実施の形態に従う別の送信スロットの作成の概念図である。
【図４７】本発明の実施の形態に従う送信スロットの作成の具体例について説明する図で
ある。
【図４８】本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸに格納されたデータと、フレンドとの関
係について説明する図である。
【図４９】本発明の実施の形態に従う送信データリストの作成処理について説明するフロ
ー図である。
【図５０】本発明の実施の形態に従う送信データリストについて説明する図である。
【図５１】本発明の実施の形態に従う送受信データリスト分析処理について説明するフロ



(9) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

ー図である。
【図５２】本実施の形態に従う送受信データリストの送受信の流れについて説明する図で
ある。
【図５３】本発明の実施の形態に従う送受信実行処理について説明するフロー図である。
【図５４】本発明の実施の形態に従う送信データリスト送信判定処理を説明するフロー図
である。
【図５５】本発明の実施の形態に従う受信データリスト受信判定処理を説明するフロー図
である。
【図５６】本発明の実施の形態に従う送受信実行処理について親機側の処理を部分的に説
明するフロー図である。
【図５７】本発明の実施の形態に従う送受信実行処理のデータの流れについて説明する図
である。
【図５８】本発明の実施の形態に従うデータ格納処理のフロー図である。
【図５９】本発明の実施の形態に従う送信データリストフラグ判定処理のフロー図である
。
【図６０】本発明の実施の形態に従う送信データリストフラグ条件判定処理のフロー図で
ある。
【図６１】本発明の実施の形態に従う受信データリストフラグ判定処理について説明する
フロー図である。
【図６２】本発明の実施の形態に従う受信データリストフラグ条件判定処理のフロー図で
ある。
【図６３】本発明の実施の形態に従う送受信実行処理のデータの流れについて説明する別
の図である。
【図６４】本発明の実施の形態に従うデータ格納処理における受信データの受信ＢＯＸへ
の格納について説明する概念図である。
【図６５】本発明の実施の形態に従うデータ格納処理における交換データの送信回数の更
新および配列の変更について説明する概念図である。
【図６６】本発明の実施の形態に従う受信データ判定処理のフロー図である。
【図６７】本発明の実施の形態に従う伝播条件を満たしている受信データの流れについて
説明する図である。
【図６８】本発明の実施の形態に従う伝播回数が０より大きい交換データが送信ＢＯＸに
格納されている場合の処理について説明する概念図である。
【図６９】本発明の実施の形態に従う交換データの伝播の概念図について説明する図であ
る。
【図７０】本実施の形態に従うＭＡＣアドレス保存処理のフロー図である。
【図７１】本発明の実施の形態に従うデータ通知処理について説明するフロー図である。
【図７２】本発明の実施の形態に従う交換データ追加および消去処理のフロー図である。
【図７３】本発明の実施の形態に従う通信条件設定処理のフロー図である。
【図７４】本発明の実施の形態に従う通信条件設定画面を説明する図である。
【図７５】本発明の実施の形態に従うＢＯＸアクセス処理のフロー図である。
【図７６】本発明の実施の形態に従うＢＯＸ探索処理を説明するフロー図である。
【図７７】本発明の実施の形態に従うＢＯＸ表示画面を説明する図である。
【図７８】本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理の１周期の期間について説明す
る図である。
【図７９】本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理（１）を示すフロー図である。
【図８０】本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理（２）を示すフロー図（その１
）である。
【図８１】本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理（２）を示すフロー図（その２
）である。
【図８２】本発明の実施の形態に従う交換データの授受のデータの遣り取りについて説明
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する図である。
【図８３】本発明の実施の形態に従うゲーム装置１と固定端末機器５との通信処理の概略
について説明する図である。
【図８４】本発明の実施の形態に従うゲーム装置１における配信データを受信する機能ブ
ロックについて説明する図である。
【図８５】本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間処理を実行する無線通信モジュール
３８の機能ブロックの詳細について説明する図である。
【図８６】本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間通信について説明する図である。
【図８７】本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間通信においてゲーム装置においてビ
ーコンとして受信される配信無線フレームの構成について説明する図である。
【図８８】本発明の実施の形態に従う配信データを取得するデータ取得処理のフロー図で
ある。
【図８９】本発明の実施の形態に従う配信データのデータ格納処理について説明するフロ
ー図である。
【図９０】本発明の実施の形態に従う固定端末サーチ処理のフロー図である。
【図９１】本発明の実施の形態に従う配信データ取得のデータの遣り取りについて説明す
る図である。
【図９２】本発明の実施の形態に従うゲーム装置１と固定端末機器５＃との通信処理の概
略について説明する図である。
【図９３】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスの更新について説明する図である。
【図９４】本発明の実施の形態に従うローカルアドレスの更新のフロー図である。
【図９５】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスの更新処理について説明する図であ
る。
【図９６】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスリスト保存領域８８の構成について
説明する図である。
【図９７】本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスリストの消去を説明するフロー図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同
一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００３３】
　＜全体構成＞
　図１は、本発明に係る情報処理システムの典型例について説明する図である。
【００３４】
　図１を参照して、この発明の実施の形態に従う本発明に係る情報処理システムは、複数
の携帯型の情報処理装置を含む。本例においては、複数の携帯型の情報処理装置の一例と
して携帯ゲーム装置（以下、単にゲーム装置とも称する）１～３が示されている。なお、
ここでは、３台のゲーム装置が示されているが少なくとも２台有ればよい。また、さらに
複数台のゲーム装置を設けた構成とすることも可能である。
【００３５】
　なお、本例においては、本発明の実施の形態における情報処理システムにおいて、必須
の構成物ではないが、携帯型の情報処理装置であるゲーム装置と無線通信可能な固定端末
機器５を設ける。
【００３６】
　ゲーム装置１～３は、互いに無線通信を実行してデータの授受が可能であり、本例にお
いては、ゲーム装置１（以下、単に、自機とも称する）と、他のゲーム装置および固定端
末機器５と通信する場合について説明する。
【００３７】
　また、図１においては、ゲーム装置１（自機）において、無線通信を実行する場合の通
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信可能範囲１０が点線で示されている。すなわち、図１の例においては、ゲーム装置１（
自機）は、ゲーム装置２，３と、固定端末機器５とそれぞれ通信が可能な状態であること
が示されている。なお、図１においては、自機のゲーム装置１の通信可能範囲１０に、ユ
ーザ名「一郎」および「二郎」のゲーム装置２，３がそれぞれ存在し、ゲーム装置１は、
ユーザ名「二郎」のゲーム装置３と無線通信している様子が示されている。
【００３８】
　詳細については後述するが、ゲーム装置１とゲーム装置３とは、互いに無線通信を実行
して、互いに有している後述する交換データを交換する。そして、ゲーム装置１，３は、
交換した交換データを利用することが可能であるものとする。
【００３９】
　また、後述するが、固定端末機器５は、周辺のゲーム装置に対して所定の配信データを
配信する。そして、ゲーム装置は、固定端末機器５から配信された配信データを取得した
場合には、取得した配信データを利用することが可能であるものとする。
【００４０】
　＜ゲーム装置の構成＞
　図２は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１の構成の概略ブロック図である。なお
、ゲーム装置２，３についても同様の構成であるためその詳細な説明は省略する。
【００４１】
　図２を参照して、ゲーム装置１は、ＣＰＵ３１と、メインメモリ３２と、メモリ制御回
路３３と、保存用データメモリ３４と、プリセットデータ用メモリ３５と、メモリカード
インターフェース（メモリカードＩ／Ｆ）３６と、無線通信モジュール３８と、リアルタ
イムクロック（ＲＴＣ）４０と、電源回路４１とを備えている。
【００４２】
　ＣＰＵ３１は、プログラムを実行するための演算処理手段である。本発明の実施の形態
では、当該プログラムは、ゲーム装置１内のメモリ（たとえば、保存用データメモリ３４
）やメモリカード２６等に記録されている。なお、ＣＰＵ３１によって実行されるプログ
ラムは、ゲーム装置１内のメモリに予め記録されていてもよいし、メモリカード２６から
取得されてもよいし、他の機器との通信によって他の機器から取得されてもよい。また、
ＣＰＵ３１は、マルチタスク制御が可能である。具体的には、ゲーム処理を実行しつつ、
バックグラウンドで、後述する交換データの授受処理を実行することができる。
【００４３】
　ＣＰＵ３１には、メインメモリ３２、メモリ制御回路３３、およびプリセットデータ用
メモリ３５が接続される。また、メモリ制御回路３３には、保存用データメモリ３４が接
続される。
【００４４】
　メインメモリ３２は、ＣＰＵ３１のワーク領域やバッファ領域として用いられる記憶手
段である。すなわち、メインメモリ３２は、上記情報処理に用いられる各種データを記憶
したり、外部（メモリカード２６や他の機器等）から取得されるプログラムを記憶したり
する。本発明の実施の形態では、メインメモリ３２として、たとえばＰＳＲＡＭ（Pseudo
-SRAM）を用いる。
【００４５】
　保存用データメモリ３４は、後述するが、ＣＰＵ３１によって実行されるプログラムや
カメラ２３によって撮影された画像のデータ等を記憶するための記憶手段である。
【００４６】
　保存用データメモリ３４は、不揮発性の記憶媒体によって構成されており、たとえば本
実施例ではＮＡＮＤ型フラッシュメモリで構成される。メモリ制御回路３３は、ＣＰＵ３
１の指示に従って、保存用データメモリ３４に対するデータの読み出しおよび書き込みを
制御する回路である。
【００４７】
　プリセットデータ用メモリ３５は、ゲーム装置１において予め設定される各種パラメー
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タ等のデータ（プリセットデータ）を記憶するための記憶手段である。プリセットデータ
用メモリ３５としては、ＳＰＩ（Serial Peripheral Interface）バスによってＣＰＵ３
１と接続されるフラッシュメモリを用いることができる。
【００４８】
　メモリカードＩ／Ｆ３６は、ＣＰＵ３１に接続される。メモリカードＩ／Ｆ３６は、コ
ネクタに装着されたメモリカード２６に対するデータの読み出しおよび書き込みを、ＣＰ
Ｕ３１の指示に応じて行なう。
【００４９】
　無線通信モジュール３８は、後述するが同種のゲーム装置等との間で無線通信を行なう
機能を有する。
【００５０】
　さらに、ＣＰＵ３１には、ＲＴＣ４０および電源回路４１が接続される。ＲＴＣ４０は
、時間をカウントしてＣＰＵ３１に出力する。たとえば、ＣＰＵ３１は、ＲＴＣ４０によ
って計時された時間に基づいて、現在時刻（日付）等を計算することもできる。電源回路
４１は、ゲーム装置１が有する電源から供給される電力を制御し、ゲーム装置１の各部品
に電力を供給する。
【００５１】
　さらに、ゲーム装置１は、マイク４３およびアンプ４４を備えている。マイク４３およ
びアンプ４４は、それぞれＩ／Ｆ回路４２に接続される。マイク４３は、ゲーム装置１に
向かって発声されたユーザの音声を検知して、当該音声を示す音声信号をＩ／Ｆ回路４２
に出力する。アンプ４４は、Ｉ／Ｆ回路４２からの音声信号を増幅してスピーカ４５から
出力させる。Ｉ／Ｆ回路４２は、ＣＰＵ３１に接続される。
【００５２】
　Ｉ／Ｆ回路４２は、マイク４３からの音声信号の入力を受ける音声入力制御回路５４と
、アンプ４４に対する音声信号の出力の制御を行なう音声出力制御回路５６とを含む。
【００５３】
　音声入力制御回路５４は、マイク４３からの音声信号の入力レベルを検知して、音声信
号に対するＡ／Ｄ変換を行なったり、音声信号を所定の形式の音声データに変換したりす
る。
【００５４】
　音声出力制御回路５６は、出力信号がステレオ設定あるいはモノラル設定に従って、ア
ンプ４４に出力する音声信号を調整する。
【００５５】
　操作ボタン１４は、図示しないが複数の操作ボタンで構成され、ＣＰＵ３１に接続され
る。操作ボタン１４からＣＰＵ３１へは、各操作ボタンに対する入力状況（押下されたか
否か）を示す操作データが出力される。ＣＰＵ３１は、操作ボタン１４から操作データを
取得することによって、操作ボタン１４に対する入力に応じた処理を実行する。
【００５６】
　カメラ２３は、ＣＰＵ３１に接続される。カメラ２３は、ＣＰＵ３１の指示に応じて画
像を撮影し、撮影した画像データをＣＰＵ３１に出力する。たとえば、ＣＰＵ３１は、カ
メラ２３に対して撮影指示を行ない、撮影指示を受けたカメラが画像を撮影して画像デー
タをＣＰＵ３１に送る。
【００５７】
　また、ＬＣＤ１２は、ＣＰＵ３１に接続される。ＬＣＤ１２は、ＣＰＵ３１の指示に従
って図示しないが操作画面等を表示する。
【００５８】
　メモリカード２６は、図示しないコネクタと着脱可能であり、コネクタと接続された場
合にはメモリカードＩ／Ｆ３６と接続される。メモリカード２６は、ＲＯＭ２７と、バッ
クアップＲＡＭ２８とが内蔵され、ＲＯＭ２７には、ゲーム装置１で実行するためのアプ
リケーション（以下、単にアプリとも称する）等が予め設定（記憶）されている。なお、
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ＲＯＭ２７には、ＲＯＭ２７に記憶されるアプリケーションを識別するための名称（タイ
トル）を意味する識別番号が記憶されている。また、バックアップＲＡＭ２８には、アプ
リケーションの途中のデータや結果データが記憶（セーブ）される。また、バックアップ
ＲＡＭ２８は、後述するが、当該アプリケーションを実行した場合に他のゲーム装置に提
供するデータ（以下、交換データとも称する）をゲーム装置に保存した場合には交換フラ
グデータを記憶する。
【００５９】
　なお、典型的には、後述するアプリケーション識別情報（アプリケーションＩＤ）とは
、アプリケーションを識別するための名称（タイトル）を意味するデータ（識別番号）を
含むが、必ずしもそれに限られるものではなく、本実施例においては、アプリケーション
を識別するための名称に加えて、交換データとして交換対象となるデータであるかを識別
可能とするデータ（交換条件データ）をも含むものとする。
【００６０】
　図３は、本発明の実施の形態に従う無線通信モジュール３８の構成について説明する図
である。
【００６１】
　図３を参照して、本発明の実施の形態に従う無線通信モジュール３８は、ＣＰＵ６０と
、ＲＦ－ＩＣ（Radio Frequency IC）６２と、メモリ制御部６４と、モジュールＩ／Ｆ７
６と、各部と接続されている内部バス７４とを含む。
【００６２】
　メモリ制御部６４は、ＲＡＭ６６と、無線通信に関するプログラムの少なくとも一部等
が保存されるＲＯＭ７２とを含む。ＲＡＭ６６には、フィルタリング用データ保存領域６
８と、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃と、送信無線フレーム保存領域６７と
、受信無線フレーム保存領域６９とが設けられる。
【００６３】
　フィルタリング用データ保存領域６８は、後述するがＣＰＵ３１からの指示に従って登
録された少なくとも１つ以上のフィルタリング用データを保存する領域である。フィルタ
リング用データは、交換データに設定されているデータであり、通信相手である他のゲー
ム装置等との間で実質的な通信を実行する前に交換データの交換等の処理が可能であるか
どうかを判定するためのデータが含まれている。具体的には、フィルタリング用データに
は、交換データのアプリケーションを識別するための後述するアプリケーションＩＤが含
まれている。
【００６４】
　また、本例においては後述するが当該アプリケーションＩＤと他のアプリケーションＩ
Ｄとを比較する際の判定のアルゴリズムとして複数の判定方式を設けることが可能であり
、フィルタリング用データの各々に含まれているアプリケーションＩＤを各判定方式に対
応するリストとして纏めて保存することが可能である。そして、リスト毎に保存する際に
は、判定のアルゴリズムの方式を示す情報（アルゴリズム識別情報）を含むリストヘッダ
情報がそれぞれのリストに対して設けられる。なお、リストヘッダ情報は、当該リストを
さらに、交換データのアプリケーションの種別毎に分類するためのシステムフラグ情報を
含む。
【００６５】
　また、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０は、後述するがＣＰＵ３１からの指示に従っ
て登録された他のゲーム装置のＭＡＣアドレスを保存する領域である。また、ＭＡＣアド
レスリスト保存領域７０＃は、後述するがＣＰＵ３１からの指示に従って登録された固定
端末機器５のＭＡＣアドレスを保存する領域である。当該ＭＡＣアドレスは、後述するが
通信相手である他のゲーム装置等との間では実質的な通信を実行する前に以前に通信した
通信相手であるかどうかを判定するＭＡＣアドレスフィルタリング処理の際に用いられる
。
【００６６】
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　なお、本例においては、他のゲーム装置のＭＡＣアドレスを保存する領域と、固定端末
機器のＭＡＣアドレスを保存する領域とをそれぞれ分けて設けた構成について説明するが
同じ領域に保存するようにすることも可能である。
【００６７】
　送信無線フレーム保存領域６７は、後述するがＲＦ－ＩＣ６２を介して外部のゲーム装
置に送信する無線フレーム（送信無線フレームとも称する）のデータを保存する領域であ
る。また、受信無線フレーム保存領域６９は、後述するが外部のゲーム装置から送信され
、ＲＦ－ＩＣ６２を介して受信された無線フレーム（受信無線フレームとも称する）のデ
ータを保存する領域である。なお、受信無線フレーム保存領域６９には、後述するが、固
定端末機器５から送信された配信無線フレームのデータも保存される。
【００６８】
　ＣＰＵ６０は、無線通信に関するプログラムを実行するための演算処理手段である。
　ＣＰＵ６０は、メモリ制御部６４に格納されているＲＯＭ７２から読出されたプログラ
ムによって無線通信の所定の機能を実現することが可能である。具体的には、一例として
ＲＯＭ７２には後述する携帯端末間通信を実行するためのアプリケーションおよび携帯固
定端末間通信を実行するためのアプリケーションが格納されている。
【００６９】
　ＣＰＵ６０が当該携帯端末間処理を実行するためのアプリケーションを実行することに
より、無線通信モジュール３８において交換データを交換する通信相手を探索する処理（
以下、交換相手探索処理とも称する）が実行される。そして、無線通信モジュール３８に
おける交換相手探索処理により交換データを交換する通信相手が見つかった場合には、後
述するがゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１に通知されて、交換データの授受処理が実行
される。本実施例においては、本体側のＣＰＵ３１の指示に従って通信相手との接続を確
立する処理が実行されて、接続が確立された後、交換データの授受処理が実行される。
【００７０】
　同様に、ＣＰＵ６０が携帯固定端末間通信を実行するためのアプリケーションを実行す
ることにより、無線通信モジュール３８において、配信データを提供する通信相手を探索
する処理（以下、配信相手探索処理とも称する）が実行される。そして、無線通信モジュ
ール３８における配信相手探索処理により配信データを提供する通信相手が見つかった場
合には、後述するがゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１に通知されて、配信データを取得
する処理が実行される。本実施例においては、本体側のＣＰＵ３１の指示に従って通信相
手である固定端末機器との接続を確立する処理が実行されて、接続が確立された後、配信
データを取得する処理が実行される。
【００７１】
　ＲＦ－ＩＣ６２は、例えば、他のゲーム装置に対してＣＰＵ６０の指示により送信され
るデータを変調して、アンテナ６１から電波を送信する。ただし、電波強度は、非常に微
弱で、電波法においてユーザが無免許で利用できる程度の小さい値に設定されている。ま
た、無線通信モジュール３８は、例えば、他のゲーム装置から送信された電波をアンテナ
６１で受信して、ＲＦ－ＩＣ６２において受信データが復調される。復調された受信デー
タは、メモリ制御部６４のＲＡＭ６６に格納される。これにより、無線通信モジュール３
８は、例えばデータ伝送距離が１０ｍの範囲内の近距離無線通信を行うことができる。
【００７２】
　モジュールＩ／Ｆ７６は、無線通信モジュール３８とゲーム装置１のＣＰＵ３１等の本
体部とのインターフェースであり、無線通信モジュールのアンテナ６１で受信し、ＲＡＭ
６６に格納された他のゲーム装置から送信された交換データは、モジュールＩ／Ｆ７６を
介してゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１に出力され、メインメモリ３２に格納される。
また、ＣＰＵ３１からの指示に従って、保存用データメモリ３４に格納されている後述す
る交換データがモジュールＩ／Ｆ７６を介して無線通信モジュール３８に入力されてメモ
リ制御部６４のＲＡＭ６６に一時的に格納され、上述したように送信されるデータとして
アンテナ６１から例えば外部の他のゲーム装置に出力することが可能である。なお、受信
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した交換データは、一時的にＲＡＭ６６に格納した後、メインメモリ３２に格納しても良
いし、直接メインメモリ３２に格納するようにしても良い。また、送信される交換データ
についてもＲＡＭ６６に一時的に格納しても良いし、格納することなく送信するようにし
ても良い。本例においては、送信および受信する交換データについてはＲＡＭ６６に一時
的に格納する場合については説明しないものとする。
【００７３】
　なお、外部の他のゲーム装置に送信するデータとしては、モジュールＩ／Ｆ７６を介し
てゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１の指示により入力されたデータに限られず、無線通
信モジュール３８内でＣＰＵ６０の指示によりメモリ制御部６４に設けられたＲＡＭ６６
等に格納されているデータに基づいて生成した送信無線フレームを送信データとして出力
する場合もある。後述するが当該送信無線フレームは、子機側からの接続要求信号として
出力される。
【００７４】
　図４は、本発明の実施の形態に従う保存用データメモリ３４のメモリマップについて説
明する図である。
【００７５】
　図４を参照して、保存用データメモリ３４は、交換データ保存領域８０と、受信データ
保存領域８２と、内蔵アプリ保存領域８４と、システムプログラム保存領域８６と、ＭＡ
Ｃアドレスリスト保存領域８８，８８＃と、フレンドコードリスト保存領域８９とを含む
。
【００７６】
　交換データ保存領域８０は、他のゲーム装置との間でのデータの交換を実行する際に用
いられる交換データが保存される領域である。
【００７７】
　この交換データ保存領域８０には、後述するが複数の記憶領域である複数の送信ＢＯＸ
が設けられている。送信ＢＯＸは、各アプリケーション毎に設けられる。この各送信ＢＯ
Ｘは、アプリケーションで利用可能なデータを他のゲーム装置に提供する交換データとし
て格納する領域であり、実際にアプリケーションで利用されるデータは、当該アプリケー
ションを識別するデータ（例えばアプリケーションＩＤ）に対応付けられた送信ＢＯＸに
格納される。また、後述するが、各送信ＢＯＸには、複数の交換データを格納することが
可能である。
【００７８】
　なお、上述したようにアプリケーションＩＤは、本例において、単にアプリケーション
を識別するデータを含むが、必ずしもそれに限られるものではなく、後述するが交換デー
タが交換対象となるデータであるかを識別可能とするデータ（交換条件データ）も含むも
のとする。また、後述するが、当該アプリケーションＩＤを無線通信モジュール３８のフ
ィルタリング用データ保存領域６８に保存する際に、判定のアルゴリズムの方式毎のリス
トとして保存する際には、当該アプリケーションＩＤをどのリストに保存するべきかを識
別するために判定のアルゴリズムの方式を示す情報（アルゴリズム識別情報）がアプリケ
ーションＩＤと対応付けられて格納することも可能である。また、後述する内蔵アプリ保
存領域８４に格納されているアプリケーション（内蔵アプリとも称する）と、それ以外の
アプリケーション例えば、メモリカード２６に保存されたアプリケーション（ゲームアプ
リとも称する）とを区別する、すなわちアプリケーションの種別を判別するためのシステ
ムフラグ情報もアプリケーションＩＤと対応付けられて格納することも可能である。なお
、本例においては、内蔵アプリと、それ以外のアプリケーション例えば、メモリカード２
６に保存されたアプリケーション（ゲームアプリとも称する）とを区別するためにシステ
ムフラグ情報が用いられる場合について説明するが、さらに別のアプリケーション例えば
、固定端末機器から配信されるアプリケーションプログラム等については別のシステムフ
ラグ情報を割り当てて用いるようにすることも可能である。
【００７９】
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　また、受信データ保存領域８２は、他のゲーム装置との間でのデータの交換の際に、他
のゲーム装置から受信した交換データを保存する領域である。この受信データ保存領域８
２には、後述するが複数の記憶領域である複数の受信ＢＯＸが設けられている。受信ＢＯ
Ｘは、各アプリケーション毎に設けられる。この各受信ＢＯＸは、他のゲーム装置から提
供された交換データを受信データとして格納して保存する領域であり、実際にアプリケー
ションで利用されるデータは、当該アプリケーションを識別するデータ（例えばアプリケ
ーションＩＤ）に対応付けられた受信ＢＯＸに格納される。また、後述するが、各受信Ｂ
ＯＸには、複数の受信データを格納することが可能である。
【００８０】
　また、内蔵アプリ保存領域８４は、ゲーム装置１に格納されている、当該ゲーム装置１
上で実行する複数のアプリケーション等が保存されている領域である。ゲーム装置１は、
前述のとおり、メモリカード２６に保存されたアプリケーションを実行することができる
が、この内蔵アプリ保存領域８４に保存されたアプリケーションを実行することも可能で
ある。内蔵アプリ保存領域８４に保存されるアプリケーションは、予め保存されていても
良いし、インターネット等を介して外部からダウンロードして保存するようにしてもよい
。なお、内蔵アプリ保存領域８４には、アプリケーション本体用の保存領域と、各アプリ
ケーション毎に設けられた、当該アプリケーションが占有的に使用するセーブデータを保
存するための保存領域（アプリケーション用記憶領域）とが設けられる。
【００８１】
　したがって、内蔵アプリ保存領域８４に複数のアプリケーションが保存されている場合
には、それぞれのアプリケーションに対応して設けられた複数の保存領域が設けられる。
【００８２】
　また、システムプログラム保存領域８６は、情報処理装置の本体機能を実現するための
本体機能プログラム、例えば、起動するアプリケーションを選択するためのメニュープロ
グラムや、交換データを有する通信相手と互いに交換データの授受を実行するデータ授受
処理および配信データを通信相手から取得するデータ取得処理を実行するためのプログラ
ム等が保存されている領域である。
【００８３】
　また、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８は、無線通信モジュール３８において、以前
に通信した通信相手である他のゲーム装置を識別することが可能な装置識別情報であるＭ
ＡＣアドレスを保存する領域である。また、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃は、無
線通信モジュール３８において、以前に通信した通信相手である固定端末機器を識別する
ことが可能な装置識別情報であるＭＡＣアドレスを保存する領域である。後述するが、無
線通信を実行する際の通信設定処理において、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０
＃に保存されているＭＡＣアドレスが当該ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃に
それぞれ保存される。
【００８４】
　また、フレンドコードリスト保存領域８９は、フレンド登録した他のゲーム装置のフレ
ンドコードが保存されている領域である。フレンドコードは、他のゲーム装置の所有者が
フレンドであるかを識別するためのコードである。自己のフレンドコードは各ゲーム装置
において一意に定められており、フレンドコードリスト保存領域８９にて保持されている
ものとする。すなわち、ゲーム装置毎にフレンドコードは異なる。フレンドコードリスト
保存領域８９に対する他のゲーム装置のフレンドコードの登録の仕方は種々の方式がある
が、例えば、内蔵アプリの中にフレンドコードの登録処理のためのアプリケーションプロ
グラムが含まれているものとする。当該アプリケーションプログラムを実行することによ
り、図示しないが自己のフレンドコードが表示されるとともに、他のゲーム装置のフレン
ドコードの入力画面が表示されるものとする。そして、当該入力画面において、他のゲー
ム装置のフレンドコードを入力して登録することによりフレンドコードリスト保存領域８
９に他のゲーム装置のフレンドコードが登録されるものとする。また、相手に自己のフレ
ンドコードを伝達することにより、他のゲーム装置において同様の方式に従って、フレン
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ドコードリスト保存領域８９に自己のフレンドコードが登録されることになる。なお、本
例においては、ユーザがフレンドコードを入力して登録する場合について説明したが、無
線通信で他のゲーム装置とフレンドコードを授受することによりフレンドコードリスト保
存領域８９に他のゲーム装置のフレンドコードを登録するようにしても良い。例えば、他
のゲーム装置と無線通信でゲームアプリを互いに実行した場合には、フレンドコードリス
ト保存領域８９に他のゲーム装置のフレンドコードを登録するようにしても良い。
【００８５】
　本実施例におけるゲーム装置１のデータ通信は、大別すると他のゲーム装置との交換デ
ータの授受を実行するデータ通信と、固定端末機器からの配信データを受信するデータ通
信とに分けることができる。
【００８６】
　まず、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１と他のゲーム装置との交換データの授受
を実行するデータ通信について説明する。
【００８７】
　＜ゲーム装置３との間で交換データの授受を実行する機能ブロックの説明＞
　図５は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１における交換データの授受を実行する
機能ブロックについて説明する図である。
【００８８】
　図５を参照して、ゲーム装置１は、無線通信モジュール３８と、無線通信モジュール３
８以外の本体部３９とで構成される。
【００８９】
　本体部３９は、無線通信設定部２０５と、装置識別情報登録処理部２１１と、データ通
信制御部２０９と、交換データ保存領域８０と、受信データ保存領域８２と、ＭＡＣアド
レスリスト保存領域８８と、データ格納処理部２１０とを含む。
【００９０】
　無線通信モジュール３８は、無線フレーム送受信部２２３と、交換データ通信判断部２
２５と、フィルタリング用データ保存領域６８と、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０と
、送信無線フレーム保存領域６７と、受信無線フレーム保存領域６９とを含む。
【００９１】
　無線通信設定部２０５は、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に格納されているＭＡＣ
アドレスリストをＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納する。また、無線通信設定部
２０５は、交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに保存されている交換データに設定され
ているフィルタリング用データをフィルタリング用データ保存領域６８に格納する。なお
、フィルタリング用データ保存領域６８には、各送信ＢＯＸに含まれている少なくとも１
つの交換データに設定されているフィルタリング用データがフィルタリング用データ保存
領域６８に格納される。なお、フィルタリング用データをフィルタリング用データ保存領
域６８に格納する際には、フィルタリング用データの各々に含まれているアプリケーショ
ンＩＤを判定のアルゴリズム毎のリストとして纏めて保存することが可能である。そして
、リスト毎に保存する際には、判定のアルゴリズムの方式を示す情報（アルゴリズム識別
情報）およびアプリケーションの種別を識別するシステムフラグ情報を含むリストヘッダ
情報がそれぞれのリストに対して設けられる。
【００９２】
　また、無線通信設定部２０５は、無線通信モジュール３８における無線通信を実行する
ための指示を無線フレーム送受信部２２３に出力する。
【００９３】
　無線通信モジュール３８の無線フレーム送受信部２２３は、無線通信を実行する指示を
受けてフィルタリング用データ保存領域６８に保存されているフィルタリング用データ、
すなわち、フィルタリング用データに各々含まれているアプリケーションＩＤをシステム
フラグ情報毎に分類し、さらに判定のアルゴリズム毎のリストとして纏めて保存したデー
タを含む送信無線フレームを設定して送信無線フレーム保存領域６７に格納するとともに
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、当該設定された送信無線フレームを用いて通信相手を探索する交換相手探索処理を実行
する。本例においては、無線フレーム送受信部２２３は、通信相手として一例としてゲー
ム装置３に対して送信無線フレームを送信し、ゲーム装置３から送信された送信無線フレ
ームすなわち受信無線フレームを受信するものとする。そして、無線フレーム送受信部２
２３は、当該受信した受信無線フレームを受信無線フレーム保存領域６９に格納する。
【００９４】
　交換データ通信判断部２２５は、受信した受信無線フレームに基づいて通信相手が交換
データを交換する交換相手であるかどうかを判断し、交換相手であると判断された場合に
は、その旨を本体部３９に通知する。
【００９５】
　具体的には、受信した受信無線フレームに含まれている装置識別情報であるＭＡＣアド
レスがＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に保存されているＭＡＣアドレスリストに登録
されているかどうかを判断する。また、当該受信した受信無線フレームが交換データの授
受に関する処理が可能な無線フレームであるかどうかを判定する。また、当該受信した受
信無線フレームに含まれているアプリケーションＩＤと、送信無線フレーム保存領域６７
に保存されている送信無線フレームに含まれているアプリケーションＩＤとを比較して、
比較結果に基づいて、通信相手と交換データの交換が可能であるかどうかを判断する。
【００９６】
　そして、交換データ通信判断部２２５は、受信した受信無線フレームに含まれているＭ
ＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリストに登録されておらず、また、当該受信した受信無線
フレームが交換データの授受に関する処理が可能な無線フレームであり、また通信相手と
交換データの交換が可能であると判断した場合には、交換データの交換が可能である旨の
通知を本体部３９のデータ通信制御部２０９に出力する。なお、ここでは、３つの条件が
満たされた場合に交換データの交換が可能である旨の通知を本体部３９のデータ通信制御
部２０９に出力する場合について説明しているが、少なくとも１つの条件が満たされた場
合に当該通知を出力するようにしても良い。
【００９７】
　データ通信制御部２０９は、交換データ通信判断部２２５から出力された交換データの
交換が可能である旨の通知を受けて、交換データ保存領域８０に保存されている交換デー
タを送信するとともに、ゲーム装置３から交換データを受信する交換データの授受処理を
実行する。
【００９８】
　データ格納処理部２１０は、データ通信制御部２０９で受信した交換データについて、
交換条件が満たされているかどうかを判定し、満たしていると判定する場合には、受信デ
ータ保存領域８２の交換データのアプリケーションＩＤに対応付けられて設けられた受信
ＢＯＸに格納する。また、データ格納処理部２１０は、受信データ保存領域８２の受信Ｂ
ＯＸに格納された受信データに設定されている伝播回数を確認して、伝播条件を満たして
いるかどうかを判定し、満たしている場合には、受信データを他のゲーム装置に伝播する
ために、受信データをコピーして交換データ（伝播データ）として交換データ保存領域８
０のアプリケーションＩＤに対応付けられて設けられた送信ＢＯＸに格納する。
【００９９】
　装置識別情報登録処理部２１１は、データ通信制御部２０９により受信した交換データ
がデータ格納処理部２１０により受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸに格納された場合
には、交換相手であるゲーム装置３の装置識別情報であるＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレ
スリスト保存領域８８に格納する。すなわち、装置識別情報を蓄積する。また、装置識別
情報登録処理部２１１は、後述するが、受信した交換データが受信データ保存領域８２の
受信ＢＯＸに格納される毎にＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に交換相手であるゲーム
装置の装置識別情報を追記することが可能である。すなわち、ＭＡＣアドレスリスト保存
領域８８に交換相手であるゲーム装置の装置識別情報が追記されて登録されることは、装
置識別情報に対応するゲーム装置との間で交換データの授受を実行したことの実行履歴が
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残されることを意味する。
【０１００】
　そして、無線通信設定部２０５は、再び、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に格納さ
れているＭＡＣアドレスリストをＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納し、無線通信
モジュール３８における無線通信を実行するための指示を無線フレーム送受信部２２３に
出力する。すなわち、上記で説明したのと同様の処理を繰り返す。
【０１０１】
　無線通信モジュール３８の無線フレーム送受信部２２３は、再び、送信無線フレームを
設定して、当該設定された送信無線フレームを用いて通信相手を探索する交換相手探索処
理を実行する。例えば、再び、本例において、ゲーム装置３に対して送信無線フレームを
送信し、ゲーム装置３から送信された送信無線フレームすなわち受信無線フレームを受信
するものとする。
【０１０２】
　交換データ通信判断部２２５は、上述したように、受信した受信無線フレームに含まれ
ている装置識別情報であるＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に保存さ
れているＭＡＣアドレスリストに登録されているかどうかを判断する。
【０１０３】
　その際、交換データ通信判断部２２５は、上述したように以前に交換データの授受を実
行している場合には、ＭＡＣアドレスリストにゲーム装置３の装置識別情報であるＭＡＣ
アドレスが格納されているためＭＡＣアドレスに登録されていると判断し、その後のデー
タ通信である交換データの授受処理は実行しない。すなわち、一度通信を行った通信相手
との通信を行わずに効率的なデータ通信を実行することが可能である。
【０１０４】
　なお、本体部３９と、無線通信モジュール３８とは独立して動作することが可能である
。すなわち、本体部３９がスリープ状態に遷移している場合においても、無線通信モジュ
ール３８は、設定された送信無線フレームを用いて通信相手を探索する交換相手探索処理
を実行することが可能である。そして、交換可能な通信相手が見つかった場合にのみ、本
体部３９に通知されて、通信相手との接続が確立されて、交換データの授受が実行される
。したがって、例えば、本体部３９がスリープ状態等の省電力状態に遷移している場合に
、無線通信モジュール３８における交換相手探索処理により通信相手が見つかった場合で
あっても交換が可能でなければ本体部３９に通知されて通信接続が確立されることはない
ため、ゲーム装置１全体における省電力を図ることが可能である。
【０１０５】
　以下、本体部３９および無線通信モジュール３８の各機能の詳細について具体的に説明
する。
【０１０６】
　図６は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置の本体部３９の機能ブロックの詳細につ
いて説明する図である。
【０１０７】
　図６を参照して、本例においては、一例として、ＣＰＵ３１がシステムプログラム保存
領域８６に保存された本体機能プログラムおよびメモリカード２６のＲＯＭ２７に格納さ
れているアプリケーションを実行することにより所定の機能を実現する場合について説明
するが、必ずしもＣＰＵ３１により実現される場合に限られず、少なくとも一部の機能を
専用のＩＣ（Integrated Circuit）を用いて実現するようにしても良い。ここでは、保存
用データメモリ３４の交換データ保存領域８０、受信データ保存領域８２、ＭＡＣアドレ
スリスト保存領域８８，８８＃にアクセスする場合についてメモリ制御回路３３を介さな
い場合について示しているが、図１で説明したメモリ制御回路３３を介して保存用データ
メモリ３４に格納するようにしても良い。
【０１０８】
　なお、ここで、本体部３９の機能ブロックは、後述するが携帯端末間処理および携帯固
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定端末間処理の共通の機能として説明する。
【０１０９】
　本体部３９は、無線通信設定部２０５と、データ通信制御部２０９と、装置識別情報登
録処理部２１１の他に、さらに、データロード処理部２００と、アプリケーション実行処
理部２０１と、通信条件設定処理部２０２と、交換データ格納処理部２０３と、データ通
知処理部２１２と、交換データ追加および消去処理部２１４と、ＢＯＸアクセス処理部２
１５と、ＢＯＸ作成処理部２１７と、装置識別情報消去処理部２１８との機能をさらに有
する。無線通信設定部２０５は、通信設定処理部２０４と、通信指示処理部２０６とを含
む。データ通信制御部２０９は、データ通信実行処理部２０８と、スリープ設定／解除処
理部２１６とを含む。
【０１１０】
　上記機能のうち、データロード処理部２００、通信設定処理部２０４、通信指示処理部
２０６、データ通信実行処理部２０８、データ格納処理部２１０、装置識別情報登録処理
部２１１、データ通知処理部２１２、スリープ設定／解除処理部２１６および装置識別情
報消去処理部２１８は、一例として、ＣＰＵ３１が本体機能プログラムを実行することに
より実現される機能である。また、アプリケーション実行処理部２０１、通信条件設定処
理部２０２、ＢＯＸアクセス処理部２１５、ＢＯＸ作成処理部２１７、交換データ格納処
理部２０３および交換データ追加および消去処理部２１４は、一例として、ＣＰＵ３１が
メモリカード２６のＲＯＭ２７に格納されているアプリケーションを実行することにより
実現される機能である。なお、各機能は、必要に応じてマルチタスク制御により実現され
るものとする。
【０１１１】
　データロード処理部２００は、アプリケーション（データ）をロードする。
　アプリケーション実行処理部２０１は、ロードすなわち取得したデータに基づいてアプ
リケーションを実行する。
【０１１２】
　ＢＯＸ作成処理部２１７は、アプリケーションの実行処理によりＢＯＸ作成指示に従っ
て交換データ保存領域８０および受信データ保存領域８２にそれぞれアプリケーションを
識別するためのデータ（例えばアプリケーションＩＤ）に対応付けられた送信ＢＯＸおよ
び受信ＢＯＸを作成する。
【０１１３】
　通信条件設定処理部２０２は、アプリケーションの実行処理により交換データ登録イベ
ントが発生した場合に、交換データについての通信条件を設定する。例えば、ユーザ等の
設定指示に従って交換データをゲーム装置から送信する送信回数および／または交換デー
タを他のゲーム装置を用いて伝播する伝播回数を設定する。
【０１１４】
　なお、本例においては、交換データに関して、主に、他のゲーム装置との間で他のゲー
ム装置が有しているデータと互いに交換するデータに伝搬回数を設定する場合について説
明するが、互いに交換することなく、単に譲渡するようなデータ（譲渡データ）、例えば
、他のゲーム装置に対して自己のデータを一方的に送信のみするデータ、あるいは、自己
のデータを複製して一方的に送信するデータ、あるいは逆に、他のゲーム装置から一方的
に受信のみするデータについても同様に伝搬回数を設定することが可能である。
【０１１５】
　交換データ格納処理部２０３は、アプリケーションの実行処理により保存用データメモ
リ３４の交換データ保存領域８０に設けられた送信ＢＯＸに通信条件が設定された交換デ
ータを格納する。なお、当該交換データは、後述する実質的な通信を実行する前に交換デ
ータの交換等の処理が可能であるかどうかを判定する判定処理用のフィルタリング用デー
タが設定された状態で格納される。なお、フィルタリング用データには、アプリケーショ
ンＩＤとともに、判定のアルゴリズムの方式毎のリストとして保存するための当該アプリ
ケーションＩＤをどのリストに保存するべきかを識別するために判定のアルゴリズムの方
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式を示す情報（アルゴリズム識別情報）と、アプリケーションの種別を判別するシステム
フラグ情報とが含まれる。
【０１１６】
　交換データ追加および消去処理部２１４は、後述するがアプリケーションの実行処理に
より交換フラグデータが有ると判断された場合に受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸを
確認し、受信ＢＯＸに交換条件を満たす交換データが有ると判断される場合には、受信デ
ータ保存領域８２の受信ＢＯＸに記憶された交換データを取得して、交換データ保存領域
８０の送信ＢＯＸに記憶された交換データを削除する。
【０１１７】
　ＢＯＸアクセス処理部２１５は、アプリケーションの実行処理によりＢＯＸ確認の指定
入力が有った場合に、ＢＯＸアクセス処理を実行する。例えば、ユーザ等のＢＯＸ確認の
指定指示に従って交換データ保存領域８０および受信データ保存領域８２にそれぞれ設け
られたアプリケーションＩＤに対応する送信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸにアクセスして、そ
の中に格納された交換データおよび／または受信データをユーザに表示等する。
【０１１８】
　通信設定処理部２０４は、無線通信モジュール３８による無線通信が可能であると判断
した場合には、交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納されている交換データに設定
されているフィルタリング用データを無線通信モジュール３８に出力して、無線通信モジ
ュール３８のフィルタリング用データ保存領域６８に格納する。
【０１１９】
　本例においては、一例として、通信設定処理部２０４は、当該フィルタリング用データ
を無線通信モジュール３８のフィルタリング用データ保存領域６８に保存する際に、フィ
ルタリング用データに含まれているアプリケーションＩＤを、システムフラグ情報を確認
して分類するとともに、さらに、判定のアルゴリズムを識別するためのアルゴリズム識別
情報を確認して、フィルタリング用データ保存領域６８にシステムフラグ情報およびアル
ゴリズム識別情報に従って設けられたリストにアプリケーションＩＤを格納する。
【０１２０】
　また、通信設定処理部２０４は、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃に保存さ
れているＭＡＣアドレスリストを無線通信モジュール３８に出力して、無線通信モジュー
ル３８のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃に格納する。
【０１２１】
　また、後述するが通信設定処理部２０４は、所定期間経過後に送信無線フレームに設定
されるＭＡＣアドレスを更新することが可能であるものとする。
【０１２２】
　また、装置識別情報消去処理部２１８は、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃
のデータについて、所定の条件に応じてアクセスして消去する。本実施例においては、ユ
ーザからの所定の操作指示に従ってＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃のデータ
を消去することが可能である。また、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃として
所定のデータ容量が設けられており、複数のＭＡＣアドレスを保存することにより当該所
定のデータ容量が一杯となり、保存する領域が無い場合には、保存された古いＭＡＣアド
レスを消去して新しいＭＡＣアドレスが保存されるようにしても良い。また、装置識別情
報消去処理部２１８は、ユーザからの所定の操作指示とは別に、後述するが所定条件の場
合、たとえば所定期間経過後にＭＡＣアドレスリスト保存領域のデータの一部を消去する
。なお、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃のデータを消去する際には、無線通
信モジュール３８内のＲＡＭ６６のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃に格納さ
れているＭＡＣアドレスリストについても消去するように指示しても良い。
【０１２３】
　なお、本例においては、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃に格納されている
ＭＡＣアドレスリストを消去する場合について説明するが、本体部からの指示によらず、
無線通信モジュール３８内で所定期間経過後、無線通信モジュール３８のＣＰＵ６０の指
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示によりＲＡＭ６６のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃に格納されているＭＡ
Ｃアドレスリストを消去するようにしても良い。
【０１２４】
　通信指示処理部２０６は、無線通信の通信開始指示を無線通信モジュール３８に出力す
る。
【０１２５】
　図７は、本発明の実施の形態に従う携帯端末間処理を実行する無線通信モジュール３８
の機能ブロックの詳細について説明する図である。
【０１２６】
　図７を参照して、本例においては、一例として、ＣＰＵ６０がＲＯＭ７２に保存された
携帯端末間処理を実行するためのアプリケーションを実行することにより所定の機能を実
現する場合について説明するが、必ずしもＣＰＵ６０により実現される場合に限られず、
少なくとも一部の機能を専用のＩＣ（Integrated Circuit）を用いて実現するようにして
も良い。
【０１２７】
　無線通信モジュール３８は、無線フレーム送受信部２２３と、交換データ通信判断部２
２５とを含む。無線フレーム送受信部２２３は、無線フレーム設定部２２２と、通信相手
探索部２２４とを含む。交換データ通信判断部２２５は、装置識別情報比較部２２６と、
通信データ判定部２２８と、アプリケーションＩＤ判定部２３０とを含む。なお、各機能
は、必要に応じてマルチタスク制御により実現されるものとする。
【０１２８】
　無線フレーム設定部２２２は、無線通信の通信開始指示に従って、フィルタリング用デ
ータ保存領域６８に保存されたフィルタリング用データに基づいて、通信相手を探索する
後述する交換相手探索処理を実行するための送信無線フレームを設定する。送信無線フレ
ームの詳細については後述する。そして、無線フレーム設定部２２２は、設定した送信無
線フレームを送信無線フレーム保存領域６７に格納する。
【０１２９】
　通信相手探索部２２４は、送信無線フレーム保存領域６７に格納された設定した送信無
線フレームを用いて上述した通信可能範囲１０に含まれる通信相手を探索する交換相手探
索処理を実行する。本例においては、一例として通信相手としてゲーム装置３との間で通
信する場合について説明する。そして、通信相手探索部２２４は、ゲーム装置３に対して
送信無線フレームを送信した場合に、ゲーム装置３から送信された送信無線フレームを受
信無線フレームとして受信し、受信無線フレーム保存領域６９に格納する。
【０１３０】
　交換データ通信判断部２２５は、通信相手探索部２２４で通信相手を発見した場合、す
なわち、通信相手から受信無線フレームを受信した場合、当該受信無線フレームに基づい
て通信相手が交換データを交換する交換相手であるかどうかを判断し、交換相手であると
判断された場合には、その旨を通知する。
【０１３１】
　具体的には、装置識別情報比較部２２６は、通信相手探索部２２４において通信相手が
発見された場合に、通信相手であるゲーム装置から受信した受信無線フレームに含まれて
いる装置識別情報であるＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に保存さ
れたＭＡＣアドレスリストと比較して一致するものがあるかどうかを判断する。
【０１３２】
　通信データ判定部２２８は、通信相手が発見された場合に、装置識別情報比較部２２６
の比較結果に従って受信無線フレームに含まれているＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリ
スト保存領域７０に保存されているＭＡＣアドレスリストと一致しないと判断された場合
に、受信した受信無線フレームのデータ内容を確認して、受信無線フレームが携帯端末間
処理として処理可能な無線フレームであるかどうかを判定する。
【０１３３】
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　アプリケーションＩＤ判定部２３０は、通信データ判定部２２８の判定により処理可能
な受信無線フレームを受信したと判定した場合に、受信した受信無線フレームに格納され
ているアプリケーションＩＤが交換データの交換に関する所定条件を満たすか否かを判定
する。
【０１３４】
　具体的には、アプリケーションＩＤ判定部２３０は、ＩＤリストヘッダ情報比較部２３
２と、ＩＤリスト比較部２３４とを含む。各部の処理については後述する。
【０１３５】
　そして、ＩＤリスト比較部２３４における比較結果に基づいて所定条件を満たした（ア
プリケーションＩＤが一致した）と判断した場合には、本体側にその旨を通知する。
【０１３６】
　再び、図６を参照して、スリープ設定／解除処理部２１６は、無線通信モジュール３８
からの通知（本例においては図７のＩＤリスト比較部２３４からの通知）を受ける。
【０１３７】
　スリープ設定／解除処理部２１６は、本体部３９の各機能を所定条件に基づいてスリー
プ状態に設定するあるいはスリープ状態を解除する。スリープ設定／解除処理部２１６は
、一例として、ユーザの操作ボタン１４による操作指示入力を監視し、所定期間、操作ボ
タン１４による操作指示入力がなかったと判断した場合に本体部３９の各機能における処
理を停止するスリープ状態に設定する。当該機能によりユーザがゲーム装置の操作を希望
しない場合に自動的に省電力状態とすることが可能である。また、ユーザからの指示入力
によりスリープ状態に設定するようにしても良い。また、スリープ設定／解除処理部２１
６は、本体部３９の各機能における処理が停止したスリープ状態においてユーザの操作ボ
タン１４による操作指示に従いスリープ状態を解除して元の状態に復帰させる。すなわち
、本体部３９における各種処理が可能となる。また、本例においては、ユーザの操作ボタ
ン１４による操作指示以外に、本体部３９がスリープ状態である場合に無線通信モジュー
ル３８からの通知によりスリープ状態を解除するものとする。なお、本例において、スリ
ープ設定／解除処理部２１６は、一例としてデータ通信制御部２０９に含まれるものとし
て説明したが、特にこれに限られず、当該機能をデータ通信制御部２０９とは別に設ける
ようにすることも可能である。
【０１３８】
　そして、スリープ設定／解除処理部２１６は、無線通信モジュール３８から通知があっ
た場合には、その通知をデータ通信実行処理部２０８に出力する。
【０１３９】
　スリープ設定／解除処理部２１６は、現在の状態がスリープ状態でない場合には、その
まま無線通信モジュール３８からの通知をデータ通信実行処理部２０８に出力する。
【０１４０】
　データ通信実行処理部２０８は、携帯端末間通信における無線通信モジュール３８から
の通知に従ってゲーム装置３との間で交換データの授受処理を実行する。具体的には、交
換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに保存されている交換データをゲーム装置３に送信す
る。そして、ゲーム装置３から交換データを受信する。
【０１４１】
　なお、後述するがデータ通信実行処理部２０８は、携帯固定端末間通信における無線通
信モジュール３８からの通知に従って固定端末機器５からの配信データの取得処理を実行
する。具体的には、固定端末機器５に対して配信データの要求を送信し、固定端末機器５
から送信される配信データを受信する。
【０１４２】
　データ格納処理部２１０は、データ通信実行処理部２０８により受信した交換データの
交換条件が成立したかどうかを判断し、判断結果に基づいて、受信データ保存領域８２の
アプリケーションＩＤに対応する受信ＢＯＸに格納する。また、受信データの伝播回数を
確認して、伝播条件を満たしているか否かを判断して、満たしていると判断した場合には
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、受信データをコピーして交換データ（伝播データ）として交換データ保存領域８０のア
プリケーションＩＤに対応する送信ＢＯＸに格納する。
【０１４３】
　装置識別情報登録処理部２１１は、交換条件が成立した場合には、交換相手であるゲー
ム装置３の装置識別情報であるＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に格
納する。
【０１４４】
　また、後述するが装置識別情報登録処理部２１１は、データ通信実行処理部２０８によ
り受信した配信データを受信データ保存領域８２に格納した場合には、配信相手である固
定端末機器５の装置識別情報であるＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領域８８
＃に格納する。
【０１４５】
　データ通知処理部２１２は、交換データを交換した等の旨あるいは配信データを取得し
た旨をユーザに通知する。
【０１４６】
　図８は、本発明の実施の形態に従う携帯端末間処理の交換データの授受処理を実行する
データ通信実行処理部２０８の詳細について説明する図である。
【０１４７】
　図８を参照して、データ通信実行処理部２０８は、本例においては、一例として、ＣＰ
Ｕ３１がプリセットデータ用メモリ３５に保存された携帯端末間処理の交換データの授受
処理を実行するためのアプリケーションを実行することにより所定の機能を実現する場合
について説明するが、必ずしもＣＰＵ３１により実現される場合に限られず、少なくとも
一部の機能を専用のＩＣ（Integrated Circuit）を用いて実現するようにしても良い。
【０１４８】
　データ通信実行処理部２０８は、通信接続確立処理部３０２と、フレンド認証処理部３
０４と、送信スロット作成処理部３０６と、送信データリスト作成処理部３０８と、送受
信データリスト分析処理部３１０と、送受信実行処理部３１２と、データリスト判定部３
１４と、通信切断処理部３１６とを含む。なお、各機能は、必要に応じてマルチタスク制
御により実現されるものとする。
【０１４９】
　通信接続確立処理部３０２は、無線通信モジュール３８からの交換データを有するゲー
ム装置が発見された旨の通知に含まれている通信相手のＭＡＣアドレス等の接続情報に基
づいて通信相手との間で通信接続を確立（通信路を形成）する。
【０１５０】
　フレンド認証処理部３０４は、フレンドコードリスト保存領域８９に格納されたフレン
ドコードを授受することにより、通信相手がフレンドあるいは非フレンドのいずれである
かを判断する。
【０１５１】
　具体的には、フレンド認証処理部３０４は、自己のフレンドコードを無線通信モジュー
ル３８を介してゲーム装置３に送信する。また、フレンド認証処理部３０４は、無線通信
モジュール３８を介してゲーム装置３から送信されたフレンドコードを受信する。そして
、受信したフレンドコードがフレンドコードリスト保存領域８９に保存されているかどう
かを判断し、フレンドコードリスト保存領域８９に受信したフレンドコードが保存されて
いる場合には、フレンド認証が成功した旨をゲーム装置３に通知する。また、ゲーム装置
３においても同様の方式に従って、通信相手であるゲーム装置１のフレンドコードがフレ
ンドコード保存領域に保存されているかどうかを判断する。そして、ゲーム装置３におい
て、ゲーム装置１のフレンドコードがフレンドコード保存領域に保存されていると判断し
た場合には、フレンド認証が成功した旨をゲーム装置１に通知する。フレンド認証処理部
３０４は、自己のフレンド認証が成功し、かつ、通信相手からフレンド認証が成功した旨
の通知を受けた場合、すなわち、両方の装置でフレンド認証が成功した場合に、通信相手
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がフレンドであると判断する。通信相手がフレンドであるかどうかに従って、後の送信ス
ロットに格納される交換データの内容を変更することが可能となる。
【０１５２】
　送信スロット作成処理部３０６は、送信スロット保存領域９０に各送信ＢＯＸに対応し
て設けられる送信スロットを作成して、当該送信スロットに、交換データ保存領域８０の
各送信ＢＯＸに保存されているデータを実際に授受するための交換データとして格納する
。なお、送信スロット保存領域９０は、メインメモリ３２の一部領域を用いて設けられる
ものとする。
【０１５３】
　送信データリスト作成処理部３０８は、送信スロット保存領域９０に設けられた各送信
ＢＯＸ毎に設けられた送信スロットに基づいて、交換データを送信するための送信データ
リストを作成する。送信データリストには、各アプリケーション毎の各送信スロットに格
納された交換データのデータのサイズ等の情報が含まれる。
【０１５４】
　送受信データリスト分析処理部３１０は、送信データリスト作成処理部３０８で作成さ
れた送信データリストを無線通信モジュール３８を介してゲーム装置３に送信する。また
、送受信データリスト分析処理部３１０は、ゲーム装置３から送信された送信データリス
ト（以下、受信データリストとも称する）を受信する。そして、受信データ保存領域８２
に設けられた各アプリケーションに対応して設けられた受信ＢＯＸの容量等を確認して、
受信データリストに含まれるゲーム装置３から送信される各アプリケーション毎の交換デ
ータのサイズに基づいて、当該交換データを受信ＢＯＸに保存することができるかどうか
を判断する。そして、受信データリストに含まれている各アプリケーション毎に、当該交
換データを受信ＢＯＸに保存できるか否かを判定し、保存できると判断した場合には、受
信データリストに含まれている各アプリケーション毎にＯＫ判定フラグを付加する。一方
、当該交換データを受信ＢＯＸに保存できないと判断した場合には、受信データリストに
含まれている各アプリケーション毎にＮＧ判定フラグを付加する。送受信データリスト分
析処理部３１０は、ＯＫ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグを付加した受信データリスト
をゲーム装置３に送信（返信）する。同様に、ゲーム装置３においても同様の方式に従っ
て、ゲーム装置１から送信された送信データリストに対して、各アプリケーション毎にＯ
Ｋ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグを付加する。そして、各アプリケーション毎にＯＫ
判定フラグあるいはＮＧ判定フラグを付加した送信データリストをゲーム装置１に送信（
返信）する。
【０１５５】
　ゲーム装置１の送受信データリスト分析処理部３１０は、ＯＫ判定フラグあるいはＮＧ
判定フラグが付加された送信データリストを取得する。
【０１５６】
　送受信実行処理部３１２は、ＯＫ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグが付加された送信
データリストに基づいて、送信スロット保存領域９０に保存された送信スロットから交換
データを無線通信モジュール３８を介して送信する。また、送受信実行処理部３１２は、
ＯＫ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグが付加された受信データリストに基づいて、ゲー
ム装置３から送信された交換データを無線通信モジュール３８を介して受信する。
【０１５７】
　データリスト判定部３１４は、送信あるいは受信データリストに基づくデータ送受信処
理が適切に実行されたかどうかを判定する。具体的には、送信データリストに基づいて、
各アプリケーションに対応して設けられた送信スロットから交換データの送信が適切に実
行されたか、また、受信データリストに基づいて、ゲーム装置３から送信された交換デー
タの受信が適切に実行されたかどうかを判定する。
【０１５８】
　通信切断処理部３１６は、データリスト判定部３１４において送信データリストおよび
受信データリストに基づくデータ送受信処理が適切に実行された場合には、ゲーム装置３
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との通信接続を切断する処理を実行する。また、データ送受信が適切に実行されなかった
場合、例えば、通信が中断された場合等においても、ゲーム装置３との通信接続を切断す
る処理を実行する。そして、通信切断処理部３１６は、通信接続を切断した旨をデータ格
納処理部２１０に通知する。
【０１５９】
　以下、各部における具体的処理について説明する。
　＜交換データ保存領域８０への格納＞
　図９は、本発明の実施の形態に従う交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸへの交換デー
タの格納処理について説明するフロー図である。
【０１６０】
　本例においては、交換データは、ユーザがゲーム装置１においてアプリケーションを実
行中に、当該アプリケーションで利用可能なデータを交換データとして外部のゲーム装置
に対して提供する目的で操作することにより、指定した交換データが交換データ保存領域
８０の対応する送信ＢＯＸに格納される。一例として、メモリカード２６のＲＯＭに格納
されたアプリケーションを実行する場合について説明する。
【０１６１】
　図９を参照して、ゲーム装置１の主電源がオンし、ユーザが所定の操作を実行すること
により、ゲーム装置１のＣＰＵ３１（データロード処理部２００）は、メモリカード２６
に格納されたデータをロードする（ステップＳ０）。すなわち、メインメモリ３２に展開
する。
【０１６２】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、メインメモリ３
２に展開されたデータに基づいてアプリケーションを実行する（ステップＳ１）。
【０１６３】
　そして、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、当該アプリケーション
の実行により、まず、当該アプリケーションに対応するＢＯＸ（送信ＢＯＸおよび受信Ｂ
ＯＸ）が作成済みであるかどうかを判断する（ステップＳ２）。ステップＳ２において、
ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、ＢＯＸ作成済みであると判断した
場合（ステップＳ２においてＹＥＳ）には、ステップＳ４に進む。
【０１６４】
　一方、ステップＳ２において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、
ＢＯＸ作成済みでないと判断した場合（ステップＳ２においてＮＯ）には、ステップＳ３
に進む。具体的には、アプリケーション実行処理部２０１は、ＢＯＸ作成処理部２１７に
ＢＯＸ作成指示を出力する。
【０１６５】
　そして、ＣＰＵ３１（ＢＯＸ作成処理部２１７）は、交換データ保存領域８０および受
信データ保存領域８２にそれぞれ自身のアプリケーションに対応付けられた送信ＢＯＸお
よび受信ＢＯＸを作成する（ステップＳ３）。
【０１６６】
　図１０は、本発明の実施の形態に従うアプリケーションに対応付けられた送信ＢＯＸお
よび受信ＢＯＸを説明する概念図である。
【０１６７】
　図１０を参照して、ここでは、一例としてアプリケーションプログラムＡに対応付けら
れて作成されたＢＯＸが示されている。図１０（Ａ）は、交換データ保存領域８０にアプ
リケーションＡに対応付けて設けられた送信ＢＯＸ（ボックス）ＳＢであり、図１０（Ｂ
）は、受信データ保存領域８２にアプリケーションＡに対応付けて設けられた受信ＢＯＸ
（ボックス）ＲＢである。送信ＢＯＸは、複数個のデータの１つずつが格納される複数の
送信ＢＯＸスロットＳＢＵで構成されている。受信ＢＯＸについても同様に、受信データ
が１つずつ格納される複数の受信ＢＯＸスロットＲＢＵで構成されている。この送信ＢＯ
Ｘおよび受信ＢＯＸを作成するために用いられる記憶領域の容量ならびに送信ＢＯＸスロ
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ットおよび受信ＢＯＸスロットの個数については、予めアプリケーションプログラム毎に
規定されて設定されるものとする。なお、後述する交換データを送信する際にメインメモ
リ３２に作成される送信スロットとして用いられる記憶領域の最大容量についても予めア
プリケーションプログラム毎に規定されて設定されるものとする。
【０１６８】
　図１１は、本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸにデータが格納された場合を説明する
図である。
【０１６９】
　図１１を参照して、ここでは、送信ＢＯＸ（ボックス）ＳＢの各送信ＢＯＸスロットに
データＸ，Ｙがそれぞれ格納されている場合が示されている。なお、送信ＢＯＸスロット
には、スロット番号が割り当てられており、番号が小さい順にデータが格納され、基本的
には格納された順番に従ってデータが１つずつ送信スロットに交換データとして格納され
る。
【０１７０】
　図１２は、本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸの送信ＢＯＸスロットに格納されたデ
ータのデータ構造を説明する図である。
【０１７１】
　図１２を参照して、送信ＢＯＸスロットに格納された交換データとなるデータ構造は、
ＩＤデータＩＤＤ０と、データグループＩＤＩＤＤ１と、データサイズＩＤＤ２と、デー
タ本体ＩＤＩＤＤ３と、フレンドフラグデータＩＤＤ４と、送受信条件データＩＤＤ５と
、送信者データＩＤＤ６と、送信回数ＩＤＤ７と、伝播回数ＩＤＤ８と、フィルタリング
用データＩＤＤ９と、データ本体ＩＤＤ１０とで構成されている。
【０１７２】
　ＩＤデータＩＤＤ０は、アプリケーション毎に予め設けられたアプリケーション名を示
す識別データである。
【０１７３】
　データグループＩＤＩＤＤ１は、後述するデータグルーピング処理を実行するための識
別データである。具体的には、データグループＩＤが同じデータは同じグループのデータ
として扱われる。
【０１７４】
　データサイズＩＤＤ２は、データ全体のデータサイズを示す値が格納される。
　データ本体ＩＤＩＤＤ３は、データ本体の生成に際して割り当てられる固有の識別デー
タである。データ本体が同じ内容である場合には、同じ識別データが設定される。
【０１７５】
　フレンドフラグデータＩＤＤ４は、当該交換データとなるデータの送信対象がフレンド
に対するものか、あるいは、非フレンドに対するものか、あるいは、フレンド／非フレン
ドのいずれも（ＡＮＹ）に対するものかを識別するフラグデータである。例えば、「フレ
ンド」のフラグデータが設定されている場合には、当該データの送信対象がフレンドに対
するものであることを意味する。また、「非フレンド」のフラグデータが設定されている
場合には、当該データの送信対象がフレンドでない非フレンドに対するものであることを
意味する。また、「ＡＮＹ」のフラグデータが設定されている場合には、当該データの送
信対象がフレンド／非フレンドのいずれに対するものでもあることを意味する。
【０１７６】
　送受信条件データＩＤＤ５は、後述するセンドフラグデータおよびレシーブフラグデー
タを含む。
【０１７７】
　送信者データＩＤＤ６は、送信者であるゲーム装置を識別するための情報であり一例と
してＭＡＣアドレス等を含む。
【０１７８】
　送信回数ＩＤＤ７は、当該データを送信する回数を規定するものである。例えば、送信
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回数が１回に設定されている場合には、１回交換データとして送信して当該データの送信
が終了することを意味する。一方、送信回数が３回に設定されている場合には、当該デー
タの送信が３回実行されることを意味する。なお、当該送信回数の設定は、上述した通信
条件設定処理部２０２の処理として実行される。
【０１７９】
　伝播回数ＩＤＤ８は、当該データを伝播する回数を規定するものである。例えば、伝播
回数が１回に設定されている当該データが交換データとして他のゲーム装置に送信された
場合に、他のゲーム装置からさらに別のゲーム装置に１回だけ当該データが伝播される。
なお、当該伝播回数の設定は、上述した通信条件設定処理部２０２の処理として実行され
る。
【０１８０】
　フィルタリング用データＩＤＤ９は、通信相手である他のゲーム装置等との間で実質的
な通信を実行する前に交換データの交換等の処理が可能であるかどうかを判定するための
アプリケーションＩＤを含むデータであり、アプリケーションＩＤとともに、当該アプリ
ケーションＩＤの判定のアルゴリズムの方式を示すアルゴリズム識別情報と、アプリケー
ションの種別を判別するためのシステムフラグ情報とが含められる。
【０１８１】
　データ本体ＩＤＤ１０は、交換データとなるデータ内容である。
　再び、図９を参照して、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、バック
アップＲＡＭ２８に格納されていたデータに交換データを交換データ保存領域８０の対応
する送信ＢＯＸに格納したことを示す交換フラグデータが含まれていたかどうかを判断す
る（ステップＳ４）。
【０１８２】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、バック
アップＲＡＭ２８に格納されていたデータに交換データを交換データ保存領域８０の対応
する送信ＢＯＸに格納したことを示す交換フラグデータが含まれていたと判断した場合（
ステップＳ４においてＹＥＳ）には、交換データの追加処理および消去処理を実行する（
ステップＳ２２）。当該処理すなわち、交換データ追加および消去処理部２１４における
処理については後述する。そして、当該追加処理および消去処理を実行した後、ステップ
Ｓ５に進む。
【０１８３】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、バック
アップＲＡＭ２８に格納されていたデータに交換データを交換データ保存領域８０の対応
する送信ＢＯＸに格納したことを示す交換フラグデータが含まれていないと判断した場合
（ステップＳ４においてＮＯ）には、次に、ステップＳ５に進む。
【０１８４】
　そして、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、アプリケーションの実
行により、交換データの登録イベント（以下、交換データ登録イベントとも称する）が発
生したかどうかを判断する（ステップＳ５）。つまりアプリケーションの実行中に実行し
ているアプリケーションで利用可能なデータを交換データとして、交換データ保存領域８
０の対応する送信ＢＯＸに格納するかどうかを促すシーンに移行されたかどうかを判断す
る。
【０１８５】
　ここで、交換データとは、アプリケーションプログラムにおいて利用されるデータであ
り、より好ましくは、アプリケーションプログラムを実行することによりユーザが獲得ま
たは作成したデータである。
【０１８６】
　図示は省略するが、たとえば、交換データ登録イベントとしては、アプリケーションの
実行により、バックアップＲＡＭに記憶されているゲーム内で獲得または作成したデータ
等、当該アプリケーションで利用可能なデータの一覧をＬＣＤ１２に表示し、その中から
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ユーザが他人にあげても良いデータを選択するような場合が挙げられる。
【０１８７】
　交換データの格納については、以下に説明するが、例えば、ユーザがゲーム内で手に入
れたアイテムや、ゲームを進行することによって成長させたキャラクタのデータを交換デ
ータとしてもよい。また、アイテムにはユーザのメッセージを付加してもよい。より具体
的には、「手紙」のアイテムにユーザがメッセージを書いて、当該メッセージを交換デー
タとして格納するようにしてもよい。このように、ゲームの実行状況に応じたアイテムや
キャラクタを交換データとすることで、データにユーザごとの個性が生じることになり、
交換した場合の興趣が高まる。
【０１８８】
　また、交換データ登録イベントを、ゲーム上のイベントとして表現しても良い。例えば
、ユーザが、ゲーム内で所定の場所にアイテムやキャラクタを置いたり預けたりする操作
をした場合に、当該アイテムやキャラクタのデータを交換データとして交換データ保存領
域８０の送信ＢＯＸに格納する処理を実行しても良い。また、ゲーム内で「手紙」のアイ
テムをボトルに入れて海に流すような演出をして、海に流した「手紙」のアイテムのデー
タを交換データとして交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納する処理を実行しても
良い。
【０１８９】
　また、交換データの交換に際し、付加的な条件（取得条件データ）を付けることも可能
である。例えば、交換を希望する装置の所有者あるいはアプリケーションを実行している
ユーザの性別、年齢、住所、職業等を交換する際の条件として、当該条件を示すデータを
取得条件データとしたり、あるいは、交換を希望するデータあるいはその旨を示すデータ
等を交換する際の条件に含めるようにしても良い。例えば、上記交換データ登録イベント
において交換データの交換条件をユーザに選択させるようにして取得条件データを取得す
るようにすることが可能であるし、あるいは、ゲーム上のイベントと対応付けてアプリケ
ーションが当該取得条件データを設定するようにしてもよい。このような取得条件データ
については、後述するが交換条件データとしてアプリケーションＩＤ内に収められる。
【０１９０】
　また、本例において、交換データとは、主に他のゲーム装置との間で他のゲーム装置が
有しているデータと互いに交換するデータについて説明するが、互いに交換することなく
、単に譲渡するようなデータ（譲渡データ）、例えば、他のゲーム装置に対して自己のデ
ータを一方的に送信のみするデータ、あるいは、自己のデータを複製して一方的に送信す
るデータ、あるいは逆に、他のゲーム装置から一方的に受信のみするデータも含むものと
する。
【０１９１】
　また、さらに付加的な条件として、当該データの送受信に関する条件（送受信条件デー
タ）を付けることも可能である。例えば、上記交換データ登録イベントにおいて交換デー
タの送受信に関する条件をユーザに選択させるようにして送受信条件データを取得するよ
うにすることも可能であるし、あるいは、ゲーム上のイベントと対応付けてアプリケーシ
ョンが当該取得条件データを設定するようにしてもよい。たとえば、上記例において、ゲ
ーム内で「手紙」のアイテムをボトルに入れて海に流すような演出をして、海に流した「
手紙」のアイテムのデータを交換データとするような場合には、他のゲーム装置に対して
自己のデータを一方的に送信するデータとして、送受信条件データを設定するようにする
ことも可能である。また、別の例としては、ゲーム内で、ユーザが望むアイテムを捜して
もらうような演出をして、ユーザが望むアイテムの交換データを他のゲーム装置から一方
的に受信するのみのデータとして、送受信条件データを設定するようにすることも可能で
ある。このような送受信条件データについても後述するが交換条件データとしてアプリケ
ーションＩＤ内に収められる。ユーザが望むアイテムの交換データを他のゲーム装置から
一方的に受信するのみのデータとして、送受信条件データを設定するようにすることも可
能である。なお、交換データを他のゲーム装置から一方的に受信するのみの場合には、他
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のゲーム装置に送信するデータは無いため交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納す
る交換データとしては、空データやダミーデータを保存するようにしても良い。
【０１９２】
　当該付加的な条件を付けることにより交換データの交換に際し、希望する交換データの
取得等、交換データのデータ取得のバリエーションを広げることができ、交換の興趣性を
高めることができる。
【０１９３】
　そして、本例においては、後述するが当該アプリケーションＩＤを他のアプリケーショ
ンＩＤと比較する際の判定のアルゴリズムとして複数の判定方式を設けることが可能であ
り、アプリケーションＩＤ内のデータ形式すなわち交換条件データの有無に従って、判定
のアルゴリズムの方式を示す情報であるアルゴリズム識別情報が異なるものとして設定さ
れるものとする。
【０１９４】
　一方、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、交換データ登録イベント
が発生していないと判断した場合（ステップＳ５においてＮＯ）には、ＢＯＸ確認の指定
入力があったかどうかを判断する（ステップＳ２４）。
【０１９５】
　ＣＰＵ３１は、（アプリケーション実行処理部２０１）は、ＢＯＸ確認の指定入力があ
ったと判断した場合（ステップＳ２４においてＹＥＳ）には、ステップＳ２６に進む。具
体的には、アプリケーション実行処理部２０１は、ＢＯＸアクセス処理部２１５にＢＯＸ
確認の指定入力があった旨を出力する。当該処理すなわち、ＢＯＸアクセス処理部２１５
における処理については後述する。そして、当該ＢＯＸアクセス処理を実行した後、ステ
ップＳ１に戻り、通常のアプリケーションを実行する。例えば、ユーザの操作に基づいて
仮想空間内でオブジェクトを動作させる等のゲーム処理を実行する。
【０１９６】
　また、ＣＰＵ３１は、（アプリケーション実行処理部２０１）は、ＢＯＸ確認の指定入
力がなかったと判断した場合（ステップＳ２４においてＮＯ）にも、ステップＳ１に戻る
。
【０１９７】
　次に、ステップＳ５において、交換データ登録イベントが発生したと判断された場合（
ステップＳ５においてＹＥＳ）には、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）
は、交換データの指定入力があったかどうかを判断する（ステップＳ６）。
【０１９８】
　次に、ステップＳ６において、交換データの指定入力があったと判断した場合（ステッ
プＳ６においてＹＥＳ）には、ＣＰＵ３１（通信条件設定処理部２０２）は、交換データ
の送信回数および交換データを伝播する伝播回数を設定する通信条件設定処理を実行する
（ステップＳ７）。通信条件設定処理については後述する。
【０１９９】
　一方、ステップＳ６において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、
交換データの指定入力が無いと判断した場合（ステップＳ６においてＮＯ）には、ユーザ
が交換を希望しないため、再び、ステップＳ１に戻り通常のアプリケーションを実行する
。
【０２００】
　次に、通信条件設定処理の後、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、交換デ
ータ保存領域８０を確認する（ステップＳ８）。具体的には、交換データ保存領域８０の
対応する送信ＢＯＸを確認する。
【０２０１】
　次に、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、交換データ保存領域８０の対応
する送信ＢＯＸを確認した後、交換データ保存領域８０の対応する送信ＢＯＸに空き送信
ＢＯＸスロットがあるどうかを判断する（ステップＳ１０）。
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【０２０２】
　ステップＳ１０において、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、交換データ
保存領域８０の対応する送信ＢＯＸに空き送信ＢＯＸスロットがあると判断した場合（ス
テップＳ１０においてＹＥＳ）には、空き送信ＢＯＸスロットに交換データを格納する（
ステップＳ１２）。
【０２０３】
　一方、ステップＳ１０において、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、空き
送信ＢＯＸスロットがないと判断した場合（ステップＳ１０においてＮＯ）には、送信Ｂ
ＯＸスロットのデータを削除したかどうかを判断する（ステップＳ１１）。図示は省略す
るが、たとえば空き送信ＢＯＸスロットが無い旨をユーザに通知し、ユーザにいずれかの
送信ＢＯＸスロットのデータを削除するように指定させることが可能である。そして、指
定があった場合には、当該送信ＢＯＸスロットのデータが削除されるものとする。
【０２０４】
　ステップＳ１１において、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、送信ＢＯＸ
スロットのデータが削除されたと判断した場合には、再びステップＳ１０に戻る。そして
、空き送信ＢＯＸスロットに交換データを格納する。なお、送信ＢＯＸスロットのデータ
の削除により送信ＢＯＸスロットの配列を更新して、最後の順番の空き送信ＢＯＸスロッ
トに交換データを格納するようにする。当該処理により、格納した順番に交換データを送
信することが可能である。あるいは、送信ＢＯＸスロットの配列をユーザが入れ替えるこ
とができるようにしても良い。
【０２０５】
　一方、ステップＳ１１において、ＣＰＵ３１（交換データ格納処理部２０３）は、送信
ＢＯＸスロットのデータが削除されていないと判断した場合には、再び、ステップＳ１に
戻り、通常のアプリケーションを実行する。当該処理までが交換データ格納処理部２０３
における処理である。
【０２０６】
　以降の処理は、アプリケーション実行処理部２０１における処理である。
　そして、次に、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、ユーザからアプ
リケーションの終了指示が有るかどうかを判断する（ステップＳ１４）。
【０２０７】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、ユー
ザからアプリケーションの終了指示が有ると判断した場合には、次のステップＳ１６に進
む。一方、ステップＳ１４において、ユーザからアプリケーションの終了指示が無いと判
断した場合（ステップＳ１４においてＮＯ）には、再び、ステップＳ１に戻り、通常のア
プリケーションを実行する。
【０２０８】
　次に、ステップＳ１６において、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は
、交換データが交換データ保存領域８０に格納されたかどうかを判断する。そして、ＣＰ
Ｕ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、交換データ保存領域８０に交換データ
が格納されたと判断した場合（ステップＳ１６においてＹＥＳ）には、バックアップＲＡ
Ｍ２８に交換データを交換データ保存領域８０に格納したことを示す交換フラグデータを
セーブデータ（例えば、獲得したアイテム、キャラクタ、文章や絵などの作成データなど
アプリケーションで利用するデータ）とともに保存する（ステップＳ１８）。そして、処
理を終了する（エンド）。一方、ＣＰＵ３１（アプリケーション実行処理部２０１）は、
交換データ保存領域８０に交換データが格納されていないと判断した場合（ステップＳ１
６においてＮＯ）には、バックアップＲＡＭ２８にセーブデータのみを保存する（ステッ
プＳ２０）。そして、処理を終了する（エンド）。
【０２０９】
　当該処理により、バックアップＲＡＭ２８に交換フラグデータを保存することにより、
上述したようにステップＳ２における判断処理において、交換フラグデータが含まれてい
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る場合には、交換データの追加処理および消去処理を実行することが可能である。
【０２１０】
　なお、本例においては、一例として、メモリカード２６のＲＯＭに格納されたアプリケ
ーションを実行した場合における交換データ保存領域８０への交換データの格納処理につ
いて説明したが、特にメモリカード２６に格納されたアプリケーションに限られず、内蔵
アプリ保存領域８４に格納されているアプリケーションを実行した場合における交換デー
タの格納処理についても、内蔵アプリ保存領域８４に各アプリケーション毎に設けられた
、当該アプリケーションのセーブデータを保存するための保存領域を上記したバックアッ
プＲＡＭと対応付けて用いることにより実現可能である。また、内蔵アプリ保存領域８４
に格納されているアプリケーションを実行した場合における交換データと、それ以外の例
えばメモリカード２６のＲＯＭに格納されたアプリケーションを実行した場合における交
換データとは、アプリケーションプログラムの種別が異なるものとして異なるシステムフ
ラグ情報が割り当てられる。そして、フィルタリング用データの中にアルゴリズム識別情
報がアプリケーションＩＤとともに含められるものとする。このシステムフラグ情報は、
後述する通信設定処理の際に用いることが可能である。
【０２１１】
　また、本例においては、通信条件を設定する機能等についてはメモリカード２６のＲＯ
Ｍ２７に格納されているアプリケーションにより実行される機能として説明するが、シス
テムプログラム保存領域８６に保存されている本体機能プログラムにより実行される機能
としても良い。
【０２１２】
　また、本例においては、ＢＯＸアクセス処理およびＢＯＸ作成処理についてはメモリカ
ード２６のＲＯＭ２７に格納されているアプリケーションにより実行される機能として説
明するが、システムプログラム保存領域８６に保存されている本体機能プログラムにより
実行される機能としても良い。
【０２１３】
　また、本例においては、交換データを追加および消去する機能等についてはメモリカー
ド２６のＲＯＭ２７に格納されているアプリケーションにより実行される機能として説明
するが、システムプログラム保存領域８６に保存されている本体機能プログラムにより実
行される機能としても良い。具体的には、メモリカード２６に格納されたデータをロード
した後、展開されているデータ中に、交換フラグデータが有るか否かを判断して、交換デ
ータを追加および消去する処理を実行した後、アプリケーションを実行するようにすれば
良い。
【０２１４】
　図１３は、アプリケーションにより交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに交換データ
を格納する場合について説明する図である。
【０２１５】
　図１３（Ａ）を参照して、ここでは、たとえば、上述したメモリカードに記憶されたア
プリケーション名Ａのアプリケーションプログラムを実行することによって、交換データ
保存領域８０のアプリケーションプログラムＡに対応して設けられた送信ＢＯＸＳＢＡに
交換データが格納されている場合が示されている。なお、ここでは、説明を簡易にするた
めにアプリケーション名とアプリケーションＩＤとを同一のものとして説明するが、特に
同じである必要は無く異なるものとすることも可能である。なお、交換データには、上述
したアプリケーションＩＤを含むフィルタリング用データが設定されている。本例におい
ては当該アプリケーションＩＤと他のアプリケーションＩＤとを比較する際の判定のアル
ゴリズムとして複数の判定方式を設けることが可能であり、ここでは、図示していないが
アプリケーションＩＤとともに、判定のアルゴリズムの方式を示す情報として、アプリケ
ーションＩＤ内のデータ形式すなわち交換条件データの有無に従うアルゴリズム識別情報
およびアプリケーションの種別を識別するシステムフラグ情報を登録することが可能であ
る。
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【０２１６】
　また、１つのアプリケーションに対して１つの交換データが格納される必要は無く、図
１３（Ｂ）においては、上述したメモリカードに記憶されたアプリケーションプログラム
Ｃを実行することによって、交換データ保存領域８０の対応する送信ＢＯＸＳＢＣに２つ
の交換データがそれぞれ格納される場合が示されている。
【０２１７】
　また、特にメモリカードのアプリケーションに限られず、図１３（Ｃ）に示されるよう
に、ゲーム装置１の内蔵アプリ保存領域８４に格納されている内蔵アプリＤを実行するこ
とによって、交換データ保存領域８０の対応する送信ＢＯＸＳＢＤに交換データが格納さ
れる場合が示されている。なお、内蔵アプリＤに対応する交換データが格納されるためフ
ィルタリング用データに格納されるシステムフラグ情報は、アプリケーションプログラム
Ａ等の交換データのフィルタリング用データに格納されるシステムフラグ情報とは異なる
ものが設定される。
【０２１８】
　そして、本例における交換データ保存領域８０の各スロットに格納された交換データは
、所定の後述する条件が満たされた場合に他のゲーム装置に送信される。
【０２１９】
　＜無線通信モジュール３８に対する通信設定＞
　図１４は、無線通信モジュール３８への通信設定処理について説明するフロー図である
。
【０２２０】
　図１４を参照して、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、交換データ保存領域８０
が変更されたかどうかを判断する（ステップＳ２７）。具体的には、交換データ保存領域
８０の少なくとも１つの送信ＢＯＸが変更されたかどうかを判断する。
【０２２１】
　本例においては、一例として、交換データ保存領域８０の少なくとも１つの送信ＢＯＸ
における内容が変更された場合をトリガとして動作する場合として説明する。例えば、図
１３で説明した如くアプリケーションプログラムを実行することによって、交換データ保
存領域８０の対応する送信ＢＯＸに交換データを格納したことに応答して通信設定処理部
２０４における処理が実行されるものとする。
【０２２２】
　ステップＳ２７において、交換データ保存領域８０の対応する送信ＢＯＸに変更が合っ
た場合（ステップＳ２７においてＹＥＳ）には、通信設定処理を実行する（ステップＳ２
８）。
【０２２３】
　図１５は、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）における通信設定処理のフロー図であ
る。
【０２２４】
　図１５を参照して、まず、本体側のＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、保存用デ
ータメモリ３４の交換データ保存領域８０を確認する（ステップＳ３０）。そして、次に
、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、保存用データメモリ３４の交換データ保存領
域８０の送信ＢＯＸに交換データがあるかどうかを判断する（ステップＳ３２）。
【０２２５】
　そして、ステップＳ３２において、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、交換デー
タ保存領域８０の送信ＢＯＸに交換データがあると判断した場合（ステップＳ３２におい
てＹＥＳ）には、各送信ＢＯＸに格納されている交換データに設定されているフィルタリ
ング用データおよびＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃に格納されているＭＡＣ
アドレスリストを無線通信モジュール３８に出力する（ステップＳ３４）。
【０２２６】
　そして、無線通信モジュール側において、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）の指示
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によりフィルタリング用データとＭＡＣアドレスリストをそれぞれＲＡＭ６６のフィルタ
リング用データ保存領域６８およびＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃にそれぞ
れ格納する（ステップＳ３６）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０２２７】
　なお、本実施例においては、携帯端末間通信処理および携帯固定端末間通信処理が一連
の処理として連続して実行される方式であるため後述する携帯固定端末間通信処理のＭＡ
Ｃアドレスフィルタリング処理に用いられる固定端末機器のＭＡＣアドレスリストについ
てもＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃から読み出して、ＭＡＣアドレスリスト保存領
域７０＃に格納するようにしている。したがって、２つの種類がそれぞれ異なる通信処理
について、それぞれ独立に通信設定するのではなく、１回にまとめて設定することが可能
であり効率的な通信設定を実現することが可能である。
【０２２８】
　また、本例の如く、携帯端末間通信処理のＭＡＣアドレスフィルタリング処理に用いら
れるＭＡＣアドレスリスト保存領域７０と、携帯固定端末間通信処理のＭＡＣアドレスフ
ィルタリング処理に用いられるＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃とをそれぞれ別々に
設けることにより、ＭＡＣアドレスフィルタリング処理の処理負荷を軽減することが可能
である。
【０２２９】
　また、フィルタリング用データのアプリケーションＩＤは、システムフラグ情報に基づ
いて分類される。さらに、当該アプリケーションＩＤを他のアプリケーションＩＤと比較
する際の判定のアルゴリズムとして複数の判定方式を設けることが可能であり、アプリケ
ーションＩＤを各判定方式に対応するリストとして纏めてフィルタリング用データ保存領
域６８に保存することが可能である。具体的には、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）
は、各フィルタリング用データについて、フィルタリング用データに含まれているアプリ
ケーションＩＤに対応付けられているシステムフラグ情報を確認して、分類するとともに
、さらに、判定のアルゴリズムの方式を示すアルゴリズム識別情報を確認して、フィルタ
リング用データ保存領域６８のシステムフラグ情報およびアルゴリズム識別情報に従って
設けられた対応するリストに当該アプリケーションＩＤを保存するように指示する。なお
、リスト毎に保存する際には、システムフラグ情報および判定のアルゴリズムの方式を示
す情報（アルゴリズム識別情報）を含むリストヘッダ情報がそれぞれのリストに対して設
けられる。
【０２３０】
　当該処理により無線通信モジュール３８による無線通信の準備が完了する。すなわち、
無線通信モジュール３８のＣＰＵ６０は、交換相手探索処理のための送信無線フレームを
生成して他のゲーム装置に送信することが可能となる。
【０２３１】
　具体的には、ＣＰＵ６０は、フィルタリング用データに含まれている、交換データ保存
領域８０の送信ＢＯＸに実際に格納されている交換データを識別可能なアプリケーション
ＩＤを含む送信無線フレームを他のゲーム装置に送信することが可能となる。なお、アプ
リケーションＩＤをシステムフラグ情報およびアルゴリズム識別情報に対応するリストと
して纏めてフィルタリング用データ保存領域６８に保存している場合には、リスト毎に送
信無線フレームに含めることが可能である。なお、本例においては、交換データ保存領域
８０の複数の送信ＢＯＸにそれぞれ交換データが格納されている場合について説明するが
、１つの送信ＢＯＸのみに交換データが格納されている場合であっても１つのアプリケー
ションＩＤを含むリストとして送信無線フレームに含めることが可能である。
【０２３２】
　したがって、受信無線フレームを受信した他のゲーム装置は、送信無線フレームに含め
られたアプリケーションＩＤを確認することにより、他のゲーム装置自身が有している交
換データに対応付けられているアプリケーションＩＤと比較して、一致するものがあるな
らば、交換データの交換が可能であり、不一致すなわち一致するものが無いならば交換デ
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ータの交換が不可能であると判断することが可能となる。
【０２３３】
　なお、上記においては、フィルタリング用データに含まれるアプリケーションＩＤを分
類するために、システムフラグ情報およびアルゴリズム識別情報を用いてリスト毎に分類
して、当該リストにアプリケーションＩＤを含める方式について説明したが、上述したア
プリケーションプログラムの種別を示すシステムフラグ情報を用いて、さらに高度なアプ
リケーションＩＤの分類を実行するようにしても良い。
【０２３４】
　具体的には、上記のアルゴリズム識別情報毎のリストを作成する際に、交換データのフ
ィルタリング用データに含まれるシステムフラグ情報を確認して、内蔵アプリ保存領域８
４に内蔵されているアプリケーションプログラムに対応する交換データのアプリケーショ
ンＩＤは、システムフラグ情報およびアルゴリズム識別情報毎のリストの中に含めないよ
うにすることが可能である。すなわち、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているアプリ
ケーションプログラムに対応する交換データのアプリケーションＩＤのリストを作成しな
いようにすることが可能である。
【０２３５】
　当該処理により、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているアプリケーションプログラ
ムに対応する交換データのアプリケーションＩＤについては、送信無線フレーム内に含め
ないようにすることが可能である。
【０２３６】
　内蔵アプリ保存領域８４に格納されているアプリケーションプログラムは、全てのゲー
ム装置に予め内蔵されているものを含んでいる。したがって、当該アプリケーションプロ
グラムを実行することによって生じた交換データを識別するアプリケーションＩＤを含め
た送信無線フレームを通信相手であるゲーム装置３に送信あるいは、ゲーム装置３から受
信した場合には、ゲーム装置３にも同じアプリケーションプログラムが内蔵されているた
め基本的にアプリケーションＩＤが一致する可能性が高い。すなわち、各ゲーム装置に同
じアプリケーションプログラムが内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているため、内蔵ア
プリに対応するアプリケーションＩＤ以外にアプリケーションＩＤが一致しない場合であ
っても基本的に通信相手となる全てのゲーム装置との間で実質的な通信を実行することに
なる可能性がある。したがって、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているアプリケーシ
ョンプログラムに対応する交換データのアプリケーションＩＤは、アルゴリズム識別情報
毎のリストの中に含めないようにすることにより、通信相手を制限することが可能となり
、データ授受処理を実行させるためにスリープ状態の本体部を起動させる回数を減少させ
ることにより消費電力を低減することが可能となる。
【０２３７】
　なお、当該処理の場合には、後述する送信スロット作成の際の交換データ授受アプリの
確認の際に、送信無線フレームと受信無線フレームとの比較に基づいて一致したアプリケ
ーション以外に、送信ＢＯＸに交換データを格納している内蔵アプリを交換データを授受
することが可能なアプリケーションの中に含めるようにすれば良い。
【０２３８】
　また、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に本体側のＣＰＵ３１から出力されたＭＡＣ
アドレスリストを格納することにより、後述する携帯端末間通信処理におけるＭＡＣアド
レスフィルタリング処理を実現することが可能となる。
【０２３９】
　一方、ステップＳ３２において、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、交換データ
保存領域８０の送信ＢＯＸに交換データがないと判断した場合（ステップＳ３２において
ＮＯ）には、上記の処理を実行することなく処理を終了する（リターン）。この場合には
、送信ＢＯＸに交換データが無いため後述する携帯端末間通信に従う他のゲーム装置との
間での交換データの授受処理は実行されないが、後述する携帯固定端末間通信に従う配信
データを受信することが可能である。
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【０２４０】
　再び、図１４を参照して、次に、ＣＰＵ３１（通信指示処理部２０６）は、無線通信モ
ジュール３８に対して無線通信の通信開始指示を出力する（ステップＳ２９）。当該指示
により無線通信モジュール３８による無線通信が開始される。たとえば、ＣＰＵ３１（通
信指示処理部２０６）は、通信設定処理部２０４における通信設定処理の後、無線通信モ
ジュール３８を利用したアプリケーションが実行されていないと判断した場合に無線通信
モジュール３８に無線通信の通信開始指示を出力する。
【０２４１】
　なお、本例においては、一例として、無線通信モジュール３８による無線通信の準備と
して、交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸの内容に変更が有ったかどうかに基づいて、
例えば、図１３で説明した如くアプリケーションプログラムが交換データ保存領域８０の
送信ＢＯＸに交換データを格納したことに応答して当該通信設定処理部２０４における処
理を実行し、通信指示処理部２０６における通信開始指示を出力する場合について説明し
たが、特にその場合に限られず、電源投入時に、無線通信が有効に設定された場合に通信
設定処理（ステップＳ２８）を開始するようにすることも可能である。あるいは、ユーザ
からの操作指示に応答して通信設定処理（ステップＳ２８）を開始するようにしても良い
。あるいは、所定期間経過毎に、自動的に通信設定処理（ステップＳ２８）を開始するよ
うにしたり、これらを組み合わせるようにしても良い。
【０２４２】
　図１６は、通信設定処理によりＲＡＭ６６に格納されたデータの概念図について説明す
る図である。
【０２４３】
　図１６（Ａ）を参照して、ここでは、ＲＡＭ６６のフィルタリング用データ保存領域６
８にアプリケーションＩＤ「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ」のリストがそれぞれ格納されている場合が
示されている。
【０２４４】
　なお、図１６（Ａ）は、ＭＡＣアドレスリストには何も格納されていない状態である。
なお、ここでは、内蔵アプリＤに対応するアプリケーションＩＤもフィルタリング用デー
タ保存領域６８に格納した場合について説明するが、上述したように含めないようにする
ことも可能である。以下においても同様である。
【０２４５】
　図１６（Ｂ）においては、図１６（Ａ）で説明したアプリケーションＩＤのリストがフ
ィルタリング用データ保存領域６８に格納されるとともに、ＭＡＣアドレスリストとして
、ＭＡＣアドレスＡＤ１，ＡＤ２，ＡＤ３がＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納さ
れている場合が示されている。当該ＭＡＣアドレスリストのデータは、後述する携帯端末
間通信におけるＭＡＣアドレスの比較によるＭＡＣアドレスフィルタリング処理の際に用
いられる。
【０２４６】
　＜無線通信モジュール３８による無線通信の全体フロー＞
　図１７は、本発明の実施の形態に従う無線通信モジュール３８で実行する無線通信のフ
ロー図である。
【０２４７】
　図１７を参照して、ＣＰＵ３１からの通信開始指示に従い無線通信モジュール３８のＣ
ＰＵ６０は、以下の処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ６０は、所定期間の間、携帯端
末間通信を実行する（ステップＳ４４）。そして、再び、所定期間の間、携帯端末間通信
を実行する（ステップＳ４６）。そして、次に、所定期間の間、携帯固定端末間通信を実
行する（ステップＳ４８）。そして、再び、ステップＳ４４に戻って携帯端末間通信を実
行する。
【０２４８】
　なお、携帯端末間通信と携帯固定端末間通信を実行する所定期間の長さは同じであって
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も良いし、異なるものとすることも可能である。
【０２４９】
　また、本例においては、一例として、携帯端末間通信を実行した後に、携帯固定端末間
通信を実行する場合について説明するが、特に当該順序に限られず、携帯固定端末間通信
を最初に実行するようにしても良い。
【０２５０】
　また、本実施例においては、２回の携帯端末間通信の後に、１回の携帯固定端末間通信
を実行する場合について説明するが、特にこの場合に限られず、回数は自由に設定するこ
とが可能である。
【０２５１】
　当該携帯端末間通信（図１８）および携帯固定端末間通信（図８６）については、一例
として無線通信モジュール３８のＣＰＵ６０がＲＯＭ７２に格納されている携帯端末間通
信を実行するためのアプリケーションおよび携帯固定端末間通信を実行するためのアプリ
ケーションをそれぞれ実行することにより実現されるものである。
　したがって、無線通信モジュール３８は、本体側のＣＰＵ３１のアプリケーションの実
行の有無に関わらず、例えば、アプリケーションを実行していないとき、さらには、スリ
ープ状態等の省電力状態にあるときでも、上記の携帯端末間通信および携帯固定端末間通
信を実行し続ける。
【０２５２】
　なお、本体側のＣＰＵ３１は、無線通信モジュール３８を利用するアプリケーションを
実行する場合には、無線通信モジュール３８に対して、当該無線通信の中止を指示し、当
該無線通信を終了させて、当該アプリケーションに基づく別の通信を実行することも可能
である。
【０２５３】
　そして、ＣＰＵ３１は、当該別の通信が終了した場合には、上記で説明した通信設定処
理部２０４における通信設定処理後、通信指示処理部２０６による通信開始指示を出力す
る。これにより、再び携帯端末間通信および携帯固定端末間通信である無線通信を再開す
ることが可能である。
【０２５４】
　＜無線通信モジュール３８による携帯端末間通信＞
　図１８は、本発明の実施の形態に従う携帯端末間通信について説明するフロー図である
。当該処理は、無線通信モジュール３８において交換データを交換する通信相手を探索す
る交換相手探索処理であり、一例としてＣＰＵ６０が、ＲＯＭ７２に格納されている携帯
端末間処理を実行するためのアプリケーションを実行することにより実現される。
【０２５５】
　図１８を参照して、まず、ＣＰＵ６０（無線フレーム設定部２２２）は、送信無線フレ
ームを設定する（ステップＳ５０）。
【０２５６】
　具体的には、ＣＰＵ６０（無線フレーム設定部２２２）は、ゲーム装置３に対して送信
する送信データとしてＲＡＭ６６に格納されているフィルタリング用データ保存領域６８
に格納されているアプリケーションＩＤに基づく送信無線フレームを設定する。
【０２５７】
　なお、アプリケーションＩＤを各判定方式に対応するリストとして纏めてフィルタリン
グ用データ保存領域６８に保存している場合には、アプリケーションＩＤをリスト毎に送
信無線フレームに含める。その際には、リストを識別するために設けられた判定のアルゴ
リズムの方式を示すアルゴリズム識別情報およびシステムフラグ情報を含むリストヘッダ
情報もリストとともに含めた送信無線フレームを設定する。設定された送信無線フレーム
は、ＲＦ－ＩＣ６２を介して外部に出力される送信データとしてＲＡＭ６６の送信無線フ
レーム保存領域６７に保存される。また、設定された送信無線フレームは、後述するアプ
リケーションＩＤ判定処理において用いられる。
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【０２５８】
　図１９は、本発明の実施の形態に従う携帯端末間通信においてゲーム装置において送信
される送信無線フレームの構成について説明する図である。なお、受信される受信無線フ
レームの構成についても同様である。
【０２５９】
　図１９を参照して、送信無線フレームは、ヘッダフィールドＤ１と、データフィールド
Ｄ３とを含む。
【０２６０】
　ヘッダフィールドＤ１は、当該送信無線フレームを受信無線フレームとして受信するイ
ンターフェース（無線通信モジュール）に対して当該受信無線フレームの開始を認識させ
、同期を取るタイミングを設定するためのデータやフレーム長およびＭＡＣアドレスを規
定するＭＡＣ部Ｄ２等を含む。
【０２６１】
　データフィールドＤ３は、複数のＩＥ（Information Element）データを含む。例えば
、無線通信で用いられる識別コード、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）や、電波干渉
を避けるために設定される無線チャンネル（周波数）等のデータに関するＩＥデータがそ
れぞれ格納される。
【０２６２】
　そして、本例においては、データフィールドＤ３に携帯端末間通信のＩＥデータとして
、ベンダ特定ＩＥデータＤ４が含まれる場合が示されている。ベンダ特定ＩＥデータは、
本例における携帯端末間通信における交換データの通信処理を実行するか否かに関する通
信判断条件に相当する。
【０２６３】
　ここで、ＭＡＣアドレスを規定するＭＡＣ部Ｄ２の構成について説明する。
　ＭＡＣ部Ｄ２は、ネットワーク機器のベンダー毎に割り当てられているベンダーコード
Ｄ５と、各ベンダがネットワークインターフェース毎に異なるように割り当てるインタフ
ェースコードＤ６とを含む。
【０２６４】
　ベンダーコードＤ５およびインタフェースコードＤ６は、それぞれ３オクテット（１オ
クテットは８ビット）で構成され、ベンダーコードＤ５の最初のオクテットＤ５－１の最
下位のビットＤ５ｂがＸ、最下位から２番目のビットＤ５ａがＹとしてＭＡＣアドレスの
タイプを規定するものとして設けられている。
【０２６５】
　具体的には、ビットＸは、グループ分けされた複数の宛先を示すマルチキャストアドレ
スか、ただ１つの宛先を表すユニキャストアドレスかを判定するビットとして用いられる
。本例においては、ビットＸ＝１の場合には、マルチキャストアドレス、ビットＸ＝０の
場合には、ユニキャストアドレスとする。
【０２６６】
　そして、ビットＹは、ユニキャストアドレスの場合において、グローバルアドレスか、
ローカルアドレスかを判定するビットとして用いられる。本例においては、ビットＸ＝０
の場合にビットＹ＝０の場合には、グローバルアドレス、ビットＹ＝１の場合には、ロー
カルアドレスとする。
【０２６７】
　そして、本例においては、ＩＥデータに含まれる携帯端末間通信のＭＡＣアドレスのタ
イプとして、ビットＸ＝０、Ｙ＝１が設定されているものとする。すなわち、ベンダーコ
ードＤ５には、ローカルアドレスが設定されるものとする。
【０２６８】
　当該ローカルアドレスについては後述するが変更することが可能である。
　図２０は、ベンダ特定ＩＤデータＤ４の構成について説明する図である。
【０２６９】
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　図２０を参照して、ベンダ特定ＩＥデータは、タグ情報ＤＤ１、タグ長情報ＤＤ２、ベ
ンダ情報ＤＤ３、通信データ識別情報ＤＤ４、第１ＩＤ群ＤＤＡ、第２ＩＤ群ＤＤＢとを
含む。
【０２７０】
　タグ情報ＤＤ１は、複数のＩＥデータをそれぞれ識別する識別データである。タグ長情
報ＤＤ２は、ベンダ特定ＩＥデータＤ４のデータ長を示すデータが含まれている。
【０２７１】
　ベンダ情報ＤＤ３は、当該データを提供する企業等を識別するためのデータである。
　通信データ識別情報ＤＤ４は、通信データの種別を示すデータであり、携帯端末間通信
の場合には、携帯端末間通信の通信データを示す情報が格納される。なお、携帯固定端末
間通信の場合において、固定端末機器５から送信される配信無線フレームには、携帯固定
端末間通信の通信データを示す別の情報が格納される。当該情報を確認することにより携
帯端末間通信の通信データかどうか、すなわち、受信無線フレームが携帯端末間処理とし
て処理可能な無線フレームであるかどうかが判断される。あるいは、受信した配信無線フ
レームが携帯固定端末間処理として処理可能な無線フレームであるかどうかが判断される
。
【０２７２】
　本例においては、一例として、アプリケーションＩＤをリストとして纏めてフィルタリ
ング用データ保存領域６８に保存している場合について説明する。
【０２７３】
　それゆえ、アプリケーションＩＤのリストおよび当該リストを識別するために設けられ
たリストヘッダ情報が設けられる形式となっている。リストヘッダ情報は、システムフラ
グ情報と、アルゴリズム識別情報とを含む。
【０２７４】
　当該形式により、複数のアプリケーションＩＤで、システムフラグ情報および比較のア
ルゴリズムを識別するアルゴリズム識別情報を共有することができるためデータ量を縮小
することが可能となる。また、システムフラグ情報および比較のアルゴリズム毎にアプリ
ケーションＩＤのリストが設けられた形式であるため比較の際の検索が容易となり高速な
比較処理が可能となる。なお、比較のアルゴリズムについては後述する。
【０２７５】
　本例においては、一例として、比較のアルゴリズムを規定する２つのそれぞれ異なるア
ルゴリズム識別情報に従って第１ＩＤ群ＤＤＡと、第２ＩＤ群ＤＤＢとが設けられている
場合が示されている。なお、ここで、一例として、第１ＩＤ群ＤＤＡおよび第ＩＤ群ＤＤ
Ｂのシステムフラグ情報は、同じであるものとする。また、当該システムフラグ情報は、
一例として、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されたアプリケーション以外のアプリケーシ
ョンであることを示すものであるとする。
【０２７６】
　第１ＩＤ群ＤＤＡは、第１ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ５と、第１ＩＤリストＤＤ６とを
含む。
【０２７７】
　第１ＩＤリストＤＤ６は、複数のアプリケーションＩＤを含む。本例においては一例と
して、アプリケーションＩＤ［０］ＤＤ６－１、アプリケーションＩＤ［１］ＤＤ６－２
、・・・が含まれる場合が示されている。
【０２７８】
　各アプリケーションＩＤは、長さデータＤＤ９と、ＩＤデータＤＤ１０とを含む。長さ
データＤＤ９は、ＩＤデータＤＤ１０の比較に用いられる長さを示すデータである。ＩＤ
データＤＤ１０は、アプリケーション毎に予め設けられたアプリケーション名を示す識別
データである。当該アプリケーションＩＤは、上述したＣＰＵ３１におけるアプリケーシ
ョンの実行により交換データ登録イベントの発生および交換データの指定入力に従い交換
データに対応付けられて設定される。例えば、この場合は一例として交換条件データ等の
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設定はなかったものとする。
【０２７９】
　当該第１ＩＤリストＤＤ６の複数のアプリケーションＩＤのリストのヘッダ情報として
、第１ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ５が設けられる。
【０２８０】
　具体的には、第１ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ５は、交換データに対応するアプリケーシ
ョンの種別を規定するシステムフラグ情報ＤＤ５－１、比較のアルゴリズムを規定するア
ルゴリズム識別情報ＤＤ５－２、リストとして設けられたアプリケーションＩＤの長さあ
るいは個数を規定するリスト長情報ＤＤ５－３とを含む。
【０２８１】
　第２ＩＤ群ＤＤＢは、第２ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ７と、第２ＩＤリストＤＤ８とを
含む。
【０２８２】
　第２ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ７は、システムフラグ情報ＤＤ７－１、アルゴリズム識
別情報ＤＤ７－２、リスト長情報ＤＤ７－３とを含む。
【０２８３】
　第２ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ７－１は、上述したように交換データ用のアプリケーシ
ョンＩＤのリストを規定するシステムフラグ情報ＤＤ７－１、比較のアルゴリズムを規定
するアルゴリズム識別情報ＤＤ７－２、リストとして設けられたアプリケーションＩＤ＃
の長さあるいは個数を規定するリスト長情報ＤＤ７－３とを含む。
【０２８４】
　第２ＩＤリストＤＤ８は、複数のアプリケーションＩＤ＃を含む。本例においては一例
として、アプリケーションＩＤ＃［０］ＤＤ８－１、アプリケーションＩＤ＃［１］ＤＤ
８－２、・・・が含まれる場合が示されている。
【０２８５】
　各アプリケーションＩＤ＃は、ＩＤデータＤＤ１１と、フィルタサイズデータＤＤ１２
と、センドフラグデータＤＤ１３と、レシーブフラグデータＤＤ１４と、マスクデータＤ
Ｄ１５と、コンディションデータＤＤ１６と、リクエストＤＤ１７とを含む。
【０２８６】
　本例においてアプリケーションＩＤ＃は、上述した送受信条件データおよび取得条件デ
ータが交換条件データとして収められている。具体的には、センドフラグデータおよびレ
シーブフラグデータが送受信条件データを示すデータである。また、マスクデータ、コン
ディションデータ、リクエストデータが取得条件データを示すデータである。当該アプリ
ケーションＩＤ＃は、上述したＣＰＵ３１におけるアプリケーションの実行により交換デ
ータ登録イベントの発生および交換データの指定入力に従い交換データに対応付けられて
設定される。例えば、この場合は一例として交換データ登録イベントにおいて、送受信条
件データおよび取得条件データ等の交換条件データの設定があったものとする。
【０２８７】
　ＩＤデータＤＤ１１は、アプリケーション毎に予め設けられたアプリケーション名を示
す識別データである。
【０２８８】
　フィルタサイズデータＤＤ１２は、マスクデータＤＤ１５、コンディションデータＤＤ
１６、リクエストデータＤＤ１７のデータ長を規定するデータである。したがって、フィ
ルタサイズデータＤＤ１２の値に従ってマスクデータＤＤ１５、コンディションデータＤ
Ｄ１６、リクエストデータＤＤ１７の範囲が規定されることになる。
【０２８９】
　センドフラグデータＤＤ１３、レシーブフラグデータＤＤ１４は、アプリケーションＩ
Ｄ＃に含まれるＩＤデータＤＤ１１に対応する交換データの送受信条件データを規定する
ものである。一例として、送信通信のみ可か、受信通信のみ可か、双方向通信のみ可か、
いずれの条件でも通信可かその通信の条件を規定するためのデータである。
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【０２９０】
　マスクデータＤＤ１５、コンディションデータＤＤ１６、リクエストデータＤＤ１７は
、交換データの取得条件データを規定するデータである。
【０２９１】
　コンディションデータＤＤ１６は、交換データの交換に際し、自己が保有しているデー
タあるいは自己の属性等を示すデータ等、相手に送信する自己の交換データに関連付けら
れた属性データである。自己が送信する交換データに関して相手の要求条件を満たしてい
るかどうかに用いられる。
【０２９２】
　リクエストデータＤＤ１７は、交換データの交換に際し、受信する相手に要求する交換
データに関連付けられた属性データである。相手から受信する交換データに関して自己の
要求条件を満たしているかどうかに用いられる。
【０２９３】
　マスクデータＤＤ１５は、リクエストデータＤＤ１７の有効／無効の領域を設定するデ
ータである。すなわち、マスクデータＤＤ１５がリクエストデータＤＤ１７の無効を規定
した場合には、交換データの交換に際し、自己の要求条件は無い、言い換えるならば自己
の要求条件は常に満たしていることを意味する。
【０２９４】
　当該アプリケーションＩＤのリストを送信無線フレーム中にデータとして含めることに
より、当該送信無線フレームを受信無線フレームとして受信した側において、当該アプリ
ケーションＩＤのリストに基づいて、例えば同じアプリケーションの交換データを有して
いるか否かを判断することが可能である。なお、比較した場合に条件が一致するか否かを
判断できさえすれば良く、例えば、当該アプリケーションＩＤそのものを送信するのでは
なく、ハッシュ関数に基づくハッシュ値を送信して、受信した側においてデータ比較する
ようにしても良い。他の情報等についても同様にすることも可能である。
【０２９５】
　当該送信無線フレームは、不特定の相手（ゲーム装置）に対して送信されたものであり
、不特定の相手（ゲーム装置）が受信無線フレームとして受信するものである。後述する
が子機側のゲーム装置は、宛先を特定せずに当該送信を繰り返し実行する。そして、当該
送信無線フレームを受信無線フレームとして受信したゲーム装置（親機側）は、当該送信
無線フレームを発信したゲーム装置（子機側）に対して、自己が有するデータに基づく送
信無線フレームを送信し、データの授受に従って不特定のゲーム装置同士が通信処理を実
行する。
【０２９６】
　なお、本例における送信無線フレームについては、一例として、複数のＩＥ（Informat
ion Element）データが含まれた送信無線フレームについて説明したが、特にこれに限ら
れず、ベンダ特定ＩＥデータのみを含む送信無線フレームとすることも可能である。
【０２９７】
　図２１は、フィルタリング用データ保存領域６８で保存されているアプリケーションＩ
Ｄの状態を説明する概念図である。
【０２９８】
　図２１を参照して、ここでは、アプリケーションプログラムＡに対応する送信ＢＯＸＳ
ＢＡと、アプリケーションプログラムＢに対応する送信ＢＯＸＳＢＢが設けられている場
合が示されている。各送信ＢＯＸには、複数の交換データとなるデータが格納されている
場合が示されている。後述するが、一例として、基本的には各送信ＢＯＸ内の左端のデー
タから順番に１つずつ送信されるものとする。本例においては、送信ＢＯＸＳＢＡ内の左
端のデータＸと、送信ＢＯＸＳＢＢの左端のデータＺが示されている。
【０２９９】
　データＸは、ＩＤデータＩＤＤ０Ａ（「０００１」）と、データグループＩＤＩＤＤ１
Ａ（「１００１」）と、フィルタリング用データＩＤＤ９Ａ（「Ｆ１００１」）とを含む
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。データＺは、ＩＤデータＩＤＤ０Ｂ（「０００２」）と、データグループＩＤＩＤＤ１
Ｂ（「２００１」）と、フィルタリング用データＩＤＤ９Ｂ（「Ｆ２００１」）とを含む
。
【０３００】
　上述したように、交換データ保存領域８０の各送信ＢＯＸのデータが確認され、交換デ
ータが有ると判断された場合には、各送信ＢＯＸに格納されているデータのフィルタリン
グ用データが取得されて、フィルタリング用データ保存領域６８に格納される。本例にお
いては、送信ＢＯＸＳＢＡの左端のデータＸのフィルタリング用データＩＤＤ９Ａ（「Ｆ
１００１」）が取得されて、フィルタリング用データ保存領域６８に格納される。同様に
、送信ＢＯＸＳＢＢの左端のデータＺのフィルタリング用データＩＤＤ９Ｂ（「Ｆ２００
１」）が取得されて、フィルタリング用データ保存領域６８にリスト形式で格納される。
【０３０１】
　当該フィルタリング用データ保存領域６８の格納の際に、システムフラグ情報およびア
ルゴリズム識別情報に基づいて、アプリケーションＩＤが分類されたリスト形式で保存さ
れる。
【０３０２】
　フィルタリング用データは、上述したようにシステムフラグ情報と、アルゴリズム識別
情報と、アプリケーションＩＤとで構成されている。そして、当該システムフラグ情報お
よびアルゴリズム識別情報に基づいて、フィルタリング用データのアプリケーションＩＤ
が分類される。ここでは、データＸのアプリケーションＩＤＡと、データＺのアプリケー
ションＩＤＢとが同じ分類としてリスト形式で纏められた状態が示されている。リストヘ
ッダ情報には、システムフラグ情報、アルゴリズム識別情報およびリスト長情報が含めら
れている。そして、当該形式で保存されたフィルタリング用データのアプリケーションＩ
Ｄが送信無線フレームにセットされることになる。
【０３０３】
　なお、本例においては、一例として、アプリケーションＩＤをシステムフラグ情報およ
びアルゴリズム識別情報に従うリストとして纏めてフィルタリング用データ保存領域６８
に保存している場合において、アプリケーションＩＤをリスト毎に送信無線フレームに含
めるとともに、当該リストを識別するために設けられたシステムフラグ情報およびアルゴ
リズム識別情報を含むリストヘッダ情報もリストとともに含めた送信無線フレームを設定
する場合について説明したが、フィルタリング用データ保存領域６８にリスト毎にアプリ
ケーションＩＤが保存されていない場合であっても上記の送信無線フレームを設定するこ
とは可能である。
【０３０４】
　例えば、送信無線フレームを設定する際に、無線フレーム設定部２２２が、フィルタリ
ング用データ保存領域６８に保存されているフィルタリング用データに含まれているアプ
リケーションＩＤと、当該アプリケーションＩＤに対応づけられたシステムフラグ情報お
よびアルゴリズム識別情報に基づいて、システムフラグ情報およびアルゴリズム識別情報
毎のリストと、当該リストを識別するためのリストヘッダ情報を作成して、送信無線フレ
ームを設定するようにすることも可能である。
【０３０５】
　再び、図１８を参照して、送信無線フレームを設定した後、次に、ＣＰＵ６０（通信相
手探索部２２４）は、所定期間が経過したかどうかを判断する（ステップＳ５１）。そし
て、ステップＳ５１において、ＣＰＵ６０は、所定期間が経過していないと判断した場合
（ステップＳ５１においてＮＯ）には、通信相手（他のゲーム装置）を探索する通信相手
サーチ処理を実行する（ステップＳ５２）。通信相手サーチ処理については後述する。
【０３０６】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（通信相手探索部２２４）は、通信相手サーチ処理により通
信相手が発見されたかどうかを判断する（ステップＳ５４）。
【０３０７】
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　ステップＳ５４において通信相手が発見されない場合（ステップＳ５４においてＮＯ）
には、ステップＳ５１に戻る。
【０３０８】
　ステップＳ５４において、通信相手が発見された場合（ステップＳ５４においてＹＥＳ
）には、ＣＰＵ６０（装置識別情報比較部２２６）は、ＭＡＣアドレスを比較する（ステ
ップＳ５６）。具体的には、受信無線フレームに含まれるＭＡＣアドレスと、上述したＭ
ＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納されているＭＡＣアドレスとを比較する。上述し
たようにＭＡＣアドレスは、通信対象を識別する識別情報であり、各ゲーム装置にそれぞ
れ固有のＭＡＣアドレスが割り当てられている。そして、ＭＡＣアドレスリスト保存領域
７０には、各ゲーム装置に割り当てられたＭＡＣアドレスが保存されている。
【０３０９】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（装置識別情報比較部２２６）は、受信無線フレームに含ま
れる他のゲーム装置のＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレスリストに格納されているＭＡＣ
アドレスと一致するかどうかを判断する（ステップＳ５８）。
【０３１０】
　そして、ステップＳ５８において、ＭＡＣアドレスが一致したと判断した場合（ステッ
プＳ５８においてＹＥＳ）には、再びステップＳ５１に戻る。すなわち、以降の処理を実
行することなく当該ＭＡＣアドレスに対応する他のゲーム装置との通信を終了する。した
がって、通信可能範囲１０に含まれる他のゲーム装置からの通信対象となるデータを受信
する毎に識別情報であるＭＡＣアドレスと一致するかどうかの判断が繰り返される。
【０３１１】
　図２２は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスを比較する場合の概念図である。
　本例においては、ゲーム装置１と、通信相手である他のゲーム装置としてゲーム装置３
との通信接続について説明する。
【０３１２】
　図２２を参照して、ここでは、ゲーム装置１側において、交換データ保存領域８０の送
信ＢＯＸＳＢＡ～ＳＢＤにそれぞれ交換データが格納されている場合が示されている。
【０３１３】
　そして、無線通信モジュール３８のＲＡＭ６６のフィルタリング用データ保存領域６８
には、図１６（Ａ）で説明したのと同様にアプリケーションＩＤ「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ」がそ
れぞれ格納されている場合が示されている。
【０３１４】
　なお、ＭＡＣアドレスリストには何も格納されていない。
　次に、ゲーム装置３側について説明する。ゲーム装置３側の対応する同一の構成要素に
ついては、「Ｐ」の記号をさらに付加している。具体的には、ゲーム装置１の交換データ
保存領域８０と、ゲーム装置３側の交換データ保存領域８０Ｐとが対応している。
【０３１５】
　また、ゲーム装置１の無線通信モジュール３８と、ゲーム装置３側の無線通信モジュー
ル３８Ｐとが対応している。他の場合についても同様である。
【０３１６】
　そして、ゲーム装置３の交換データ保存領域８０Ｐの送信ＢＯＸＳＢＢ，ＳＢＥにそれ
ぞれ交換データが格納されている場合が示されている。
【０３１７】
　ゲーム装置３側においても同様の方式に従って、無線通信モジュール３８Ｐのフィルタ
リング用データ保存領域６８ＰにアプリケーションＩＤ「Ｂ，Ｅ」がそれぞれ格納されて
いる場合が示されている。
【０３１８】
　なお、ＭＡＣアドレスリストには何も格納されていない。当該場合において、ゲーム装
置１である自機のＭＡＣアドレスはＡＤ０に設定されているものとする。
【０３１９】
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　また、ゲーム装置３のＭＡＣアドレスはＡＤ１に設定されているものとする。
　例えば、ゲーム装置３からの受信無線フレームを受信した場合には、ゲーム装置３のＭ
ＡＣアドレスＡＤ１は、ゲーム装置１のＭＡＣアドレスリストには登録されていないため
ＭＡＣアドレスは一致しないと判断される。したがって、次の処理に進む。
【０３２０】
　なお、本例においては、ゲーム装置１において、ＭＡＣアドレスリストに登録されてい
るかどうかが判断される場合について説明しているが、ゲーム装置３側においても同様の
処理が実行される。
【０３２１】
　図２３は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスを比較する場合の別の概念図であ
る。
【０３２２】
　図２３を参照して、ここでは、図２２の構成と比較して、ＭＡＣアドレスリストに登録
されている内容が異なる。具体的には、無線通信モジュール３８のＭＡＣアドレスリスト
保存領域７０には、ＭＡＣアドレスＡＤ１が登録されている場合が示されている。
【０３２３】
　また、同様に、ゲーム装置３側のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０ＰにＭＡＣアドレ
スＡＤ０が登録されている場合が示されている。
【０３２４】
　例えば、ゲーム装置３からの受信無線フレームを受信した場合には、ゲーム装置３のＭ
ＡＣアドレスＡＤ１は、ゲーム装置１のＭＡＣアドレスリストに登録されておりＭＡＣア
ドレスが一致すると判断される。
【０３２５】
　したがって、当該場合には、当該ＭＡＣアドレスに対応する他のゲーム装置であるゲー
ム装置３との以降の通信処理を行わない（ＭＡＣアドレスフィルタリング処理）。すなわ
ち、ＭＡＣアドレスリストに登録されている以前に通信処理が実行されたゲーム装置との
間では実質的な通信は実行されない。なお、ゲーム装置３側においても同様の処理が実行
される。
【０３２６】
　なお、上述したようにＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納されているＭＡＣアド
レスリストはたとえば所定の操作指示に従って消去することも可能であり、消去された場
合には、再度、以前に通信処理が実行された装置ともデータ通信を実行することが可能で
ある。すなわち、以前に交換データの授受が実行された装置についても状況が変わり（新
たな交換データが設定されているなど）、交換データの授受が可能な状況となっている可
能性もあるため再度、交換データの交換が可能か否かを判断して、可能であるならば交換
データの授受を実行するようにしても良い。
【０３２７】
　たとえば、図９のステップＳ１２において空きＢＯＸスロットに交換データを格納した
際に、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８および７０に格納されているアドレスリストを
消去するようにしても良い。
【０３２８】
　再び図１８を参照して、ステップＳ５８において、ＭＡＣアドレスが一致しないと判断
した場合（ステップＳ５８においてＮＯ）には、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）
は、受信したデータの内容を確認する（ステップＳ５９）。
【０３２９】
　そして、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、受信したデータとして、受信無線
フレームが携帯端末間処理として処理可能な無線フレームであるかどうかを判定する（ス
テップＳ６０）。
【０３３０】
　具体的には、図１９で説明した当該データを提供する企業等を識別するためのベンダ情
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報がゲーム装置１が予め有しているベンダ情報と一致するかどうかを判断する。ベンダ情
報が一致する場合とは、送信されたデータの発信源が互いに通信接続が可能な同種の装置
であることを意味し、異なる場合には、送信されたデータの発信源が互いに通信接続が不
可能である全く種類の異なる装置であることを意味する。
【０３３１】
　また、通信データ識別情報がゲーム装置１が予め有している通信データ識別情報と一致
するかどうかを判断する。通信データ識別情報が一致する場合とは、携帯端末間通信にお
ける通信データ、すなわち携帯端末間処理として処理可能な無線フレームであることを意
味する。ゲーム装置１側の比較の対象であるベンダ情報は予めＲＯＭ７２に登録されてい
るものとする。また、ゲーム装置１側の比較の対象である通信データ識別情報についても
予めＲＯＭ７２に登録されているものとする。
【０３３２】
　一方、携帯端末間通信における通信データ識別情報と、後述するが携帯固定端末間通信
における固定端末機器５から出力される配信無線フレームに含まれる通信データ識別情報
とは異なるため仮に携帯端末間通信において固定端末機器５から出力されたビーコン（配
信無線フレーム）を受信した場合であっても通信データ識別情報が異なるためデータ通信
は実行されず同種のゲーム装置とのみ通信することが可能である。
【０３３３】
　ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、携帯端末間通信か携帯固定端末間通信かに
よって比較する通信データ識別情報を切り替えて、受信したデータ（受信無線フレーム）
に含まれている通信データ識別情報と一致するか否か判断する。
【０３３４】
　すなわち、ステップＳ６０において、受信無線フレームを受信しないと判断した場合（
ステップＳ６０においてＮＯ）には、再びステップＳ５１に戻る。したがって、互いに通
信接続が不可能である装置からデータを受信あるいは通信対象とならないデータを受信し
た場合には、以降の処理を実行することなく通信を終了する。なお、本例においてはベン
ダ情報および通信データ識別情報がともに一致するかどうかを判断する場合について説明
したが、通信データ識別情報のみが一致するかどうかを判断するようにしても良い。
【０３３５】
　次に、受信無線フレームを受信したと判断した場合（ステップＳ６０においてＹＥＳ）
には、次に、ＣＰＵ６０（アプリケーションＩＤ判定部２３０）は、アプリケーションＩ
Ｄの判定処理を実行する（ステップＳ６２）。
【０３３６】
　アプリケーションＩＤの判定処理については後述する。
　そして、ＣＰＵ６０（アプリケーションＩＤ判定部２３０）は、判定処理結果に基づい
てアプリケーションＩＤの一致フラグがオンであるかどうかを判断する（ステップＳ６４
）。具体的には、受信した受信無線フレームに含まれるアプリケーションＩＤのリストと
自己が有している送信無線フレームに含まれるアプリケーションＩＤのリストとを参照し
て、一致すると判定されたアプリケーションＩＤが少なくとも１つ存在するかどうかを判
断する。すなわち、ここでは、通信接続により交換可能な交換データを互いに有している
かどうかが判断される。同一のアプリケーションＩＤであれば、データを交換した場合に
同じアプリケーションを実行することにより互いにデータを利用可能である。なお、アプ
リケーションＩＤが同じでなくても、データの互換性のあるアプリケーションであること
が判定して、そのような関係にあるアプリケーションＩＤであれば、ステップＳ６４でＹ
ＥＳと判断してもよい。
【０３３７】
　ＣＰＵ６０（アプリケーションＩＤ判定部２３０）は、アプリケーションＩＤの一致フ
ラグがオンであると判断した場合（ステップＳ６４においてＹＥＳ）には、一致したアプ
リケーションＩＤに対応する交換データを有する他のゲーム装置が発見された旨すなわち
通信相手が交換データを交換する交換相手である旨を本体側に通知する（ステップＳ６６
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）。そして処理を終了する（エンド）。
【０３３８】
　以降、他のゲーム装置である通信相手と接続を確立して、他のゲーム装置との間での一
致したアプリケーションＩＤに対応する交換データの授受を実行するデータ授受処理につ
いては、無線通信モジュール３８を用いた本体側のＣＰＵ３１のアプリケーションとして
実行されることになる。
【０３３９】
　したがって、本体側に、交換データを有する他のゲーム装置が発見された旨を通知する
ことにより無線通信モジュール３８のＣＰＵ６０のみが独立して実行する無線通信、すな
わち、無線通信モジュール３８において交換データを交換する通信相手を探索する交換相
手探索処理は終了する。
【０３４０】
　一方、ステップＳ６４において、アプリケーションＩＤの一致フラグがオンでない場合
（一致フラグオフ）（ステップＳ６４においてＮＯ）には、ステップＳ５１に戻る。
【０３４１】
　当該処理により、本例においては、無線通信モジュール３８における交換相手探索処理
により交換可能な通信相手が見つかった場合にのみ、本体側のＣＰＵ３１に通知されて、
通信相手との接続が確立されて、交換データの授受が実行される。したがって、例えば、
本体側のＣＰＵ３１がスリープ状態等の省電力状態である場合に、無線通信モジュール３
８における交換相手探索処理により通信相手が見つかった場合であっても交換が可能でな
ければ本体側のＣＰＵ３１に通知されて通信接続が確立されることはないため、ゲーム装
置１全体における省電力を図ることが可能である。
【０３４２】
　＜アプリケーションＩＤの判定処理＞
　本実施例においては、アプリケーションＩＤを各判定方式に対応するリストとして纏め
た形式である図２０に示す送信無線フレームのアプリケーションＩＤの判定処理について
説明する。
【０３４３】
　図２４は、アプリケーションＩＤ判定部２３０における全体のフロー図である。
　図２４を参照して、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部２３２）は、まず、比較
対象となるＩＤリストヘッダ情報を抽出する（ステップＳ７２）。
【０３４４】
　例えば、まず最初に、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレーム（
ゲーム装置３）のベンダ特定ＩＥデータに含まれる第１ＩＤリストヘッダ情報と、送信無
線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレーム（自機１）のベンダ特定ＩＥデー
タに含まれる第１ＩＤリストヘッダ情報を抽出する。
【０３４５】
　なお、当該フローにおいては、後述するが、システムフラグ情報およびアルゴリズム識
別情報が一致するまで受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレームおよ
び送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレームからＩＤリストヘッダ情
報をそれぞれ１つずつ抽出して、全ての組み合わせにおいて比較処理を実行する。
【０３４６】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部２３２）は、受信無線フレー
ム保存領域６９に保存された受信無線フレームから抽出されたＩＤリストヘッダ情報に含
まれるシステムフラグ情報と、送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレ
ームから抽出されたＩＤリストヘッダ情報に含まれるシステムフラグ情報と一致するかど
うかを判断する（ステップＳ７４）。
【０３４７】
　ステップＳ７４において、システムフラグ情報がともに一致すると判断された場合（ス
テップＳ７４においてＹＥＳ）には、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部２
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３２）は、受信データから抽出されたＩＤリストヘッダ情報に含まれるアルゴリズム識別
情報が送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレームから抽出されたＩＤ
リストヘッダ情報に含まれるアルゴリズム識別情報と一致するかどうかを判断する（ステ
ップＳ７６）。
【０３４８】
　ステップＳ７６において、アルゴリズム識別情報が一致しないと判断された場合（ステ
ップＳ７６においてＮＯ）には、ステップＳ８２に進む。
【０３４９】
　ステップＳ７６において、アルゴリズム識別情報がともに一致すると判断された場合（
ステップＳ７６においてＹＥＳ）には、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部
２３２）は、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレームから抽出され
たＩＤリストヘッダ情報に含まれるアルゴリズム識別情報が「０」かどうかを判断する（
ステップＳ７８）。
【０３５０】
　ステップＳ７８において、アルゴリズム識別情報が「０」である場合には、ＣＰＵ６０
（ＩＤリスト比較部２３４）は、第１アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理を実行する
（ステップＳ８０）。そして、処理を終了する（リターン）。第１アルゴリズムに従うＩ
Ｄリスト比較処理については後述する。
【０３５１】
　一方、ステップＳ７８において、アルゴリズム識別情報が「０」でない場合、すなわち
、「１」である場合には、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、第２アルゴリズム
に従うＩＤリスト比較処理を実行する（ステップＳ８６）。そして、処理を終了する（リ
ターン）。第２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理については後述する。
【０３５２】
　一方、ステップＳ７４において、システムフラグ情報が一致しないと判断された場合（
ステップＳ７４においてＮＯ）には、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部２
３２）は、比較対象となる他のＩＤリストヘッダ情報が有るかどうかを判断する（ステッ
プＳ８２）。
【０３５３】
　ステップＳ８２において、比較対象となる他のＩＤリストヘッダ情報が有ると判断した
場合には、次の比較対象となるＩＤリストヘッダ情報を抽出する（ステップＳ８４）。そ
して、ステップＳ７４に進み同様の処理を繰り返す。例えば、一例として第２ＩＤリスト
ヘッダ情報を抽出する。
【０３５４】
　一方、ステップＳ８２において、ＣＰＵ６０（ＩＤリストヘッダ情報比較部２３２）は
、比較対象となる他のＩＤリストヘッダ情報がないと判断した場合には、処理を終了する
（リターン）。
【０３５５】
　すなわち、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレームおよび送信無
線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレームからＩＤリストヘッダ情報を抽出
して、全ての組み合わせにおいて一致するものが無い場合には、交換データは存在しない
と判断して処理を終了する。
【０３５６】
　例えば、本例の如く、送信無線フレーム（自機１）に２つのＩＤリストヘッダ情報が含
まれ、また、受信無線フレーム（ゲーム装置）にも２つのＩＤリストヘッダ情報が含まれ
る場合において、ＩＤリストヘッダ情報を抽出して全ての組み合わせについて比較する場
合について説明すると、まず、送信無線フレーム（自機１）のベンダ特定ＩＥデータに含
まれる第１ＩＤリストヘッダ情報を抽出し、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる
第１ＩＤリストヘッダ情報を抽出して比較する。次に、送信無線フレーム（自機１）のベ
ンダ特定ＩＥデータに含まれる第１ＩＤリストヘッダ情報と、受信無線フレーム（ゲーム
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装置）に含まれる第２ＩＤリストヘッダ情報を抽出して比較する。次に、送信無線フレー
ム（自機１）のベンダ特定ＩＥデータに含まれる第２ＩＤリストヘッダ情報を抽出し、受
信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストヘッダ情報を抽出して比較する
。次に、送信無線フレーム（自機１）のベンダ特定ＩＥデータに含まれる第２ＩＤリスト
ヘッダ情報と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストヘッダ情報を
抽出して比較する。
【０３５７】
　すなわち、簡易に説明すると、まず、送信無線フレーム（自機１）から最初のＩＤリス
トヘッダ情報を抽出して固定し、そして、受信無線フレーム（ゲーム装置）からＩＤリス
トヘッダ情報を順番に抽出して比較する。システムフラグ情報およびアルゴリズム識別情
報が一致しない場合には、次に、送信無線フレーム（自機１）から次のＩＤリストヘッダ
情報を抽出して固定し、そして、受信無線フレーム（ゲーム装置）からＩＤリストヘッダ
情報を順番に抽出して比較する。当該処理を送信無線フレーム（自機１）に含まれている
ＩＤリストヘッダ情報の個数分繰り返すことになる。そして、送信無線フレーム（自機１
）から最後のＩＤリストヘッダ情報を抽出して固定し、そして、受信無線フレーム（ゲー
ム装置）からＩＤリストヘッダ情報を順番に抽出して比較した場合に、システムフラグ情
報およびアルゴリズム識別情報が一致しない場合には、ステップＳ８２において、比較対
象ＩＤリストヘッダ情報が無いと判断（ステップＳ８２においてＮＯ）されて、アプリケ
ーションＩＤ判定処理が終了する（リターン）。
【０３５８】
　当該方式により、アプリケーションＩＤを比較する前に受信無線フレーム保存領域６９
に保存された受信無線フレームおよび送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無
線フレームのベンダ特定ＩＥに含まれるＩＤリストヘッダ情報に基づいて比較処理を継続
するべきか否かが判断されるため、高速な比較処理を実行することが可能となる。
【０３５９】
　図２５は、本発明の実施の形態に従う比較対象となるベンダ特定ＩＥの比較について説
明する図である。
【０３６０】
　図２５を参照して、ここでは、図２０で説明したものと同様のデータ構成が示されてい
る。
【０３６１】
　上側が自機１の送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無線フレームに含まれ
るベンダ特定ＩＥの構成であり、下側がゲーム装置３の受信無線フレーム保存領域６９に
保存された受信無線フレームに含まれるベンダ特定ＩＥの構成である。
【０３６２】
　本例においては、自機１の第１ＩＤリストヘッダ情報ＤＤ５に含まれるシステムフラグ
情報ＤＤ５－１と、ゲーム装置３の第１ＩＤリストヘッダ情報ＤＤｐ５に含まれるシステ
ムフラグ情報ＤＤｐ５－１とを比較して一致し、さらに、アルゴリズム識別情報ＤＤ５－
２とアルゴリズム識別情報ＤＤｐ５－２とを比較して一致した場合において、自機１の第
１ＩＤリストＤＤ６に含まれるアプリケーションＩＤ［０］，ＩＤ［１］，・・・と、ゲ
ーム装置３の第１ＩＤリストＤＤｐ６に含まれるアプリケーションＩＤ［０］，ＩＤ［１
］，・・・との比較を行う場合が示されている。
【０３６３】
　図２６は、本発明の実施の形態に従う第１アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理につ
いて説明するフロー図である。
【０３６４】
　図２６を参照して、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、まず、比較対象となる
ＩＤリストからアプリケーションＩＤを抽出する（ステップＳ９０）。
【０３６５】
　例えば、図２５で示されるように、送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無
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線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［０］と、受信無
線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレーム（ゲーム装置３）の第１ＩＤリス
トＤＤｐ６のアプリケーションＩＤ［０］とを抽出する。
【０３６６】
　なお、当該フローにおいては、後述するが、比較する長さおよびＩＤデータが一致する
まで比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤをそれぞれ１つずつ抽出して、
全ての組み合わせにおいて比較処理を実行する。
【０３６７】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、比較する長さが一致するか
否かを判断する（ステップＳ９２）。
【０３６８】
　ステップＳ９２において、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、比較する長さが
一致すると判断された場合（ステップＳ９２においてＹＥＳ）には、ＩＤデータを比較す
る（ステップＳ９４）。
【０３６９】
　そして、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、ＩＤデータが一致するか否か判断
する（ステップＳ９６）。
【０３７０】
　ステップＳ９６において、ＩＤデータが一致しないと判断された場合（ステップＳ９６
においてＮＯ）には、ステップＳ１００に進む。
【０３７１】
　ステップＳ９６において、ＩＤデータが一致すると判断された場合（ステップＳ９６に
おいてＹＥＳ）には、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、アプリケーションＩＤ
の一致フラグをオンに設定する（ステップＳ９８）。そして、処理を終了する（リターン
）。
【０３７２】
　一方、ステップＳ９２において比較する長さが一致しないと判断された場合には、次に
、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、比較対象となるＩＤリストから他のアプリ
ケーションＩＤが有るかどうかを判断する（ステップＳ１００）。ステップＳ１００にお
いて、比較対象となるＩＤリストから他のアプリケーションＩＤが有ると判断した場合に
は、比較対象となるＩＤリストから他のアプリケーションＩＤを抽出する（ステップＳ１
０１）。そして、再び、ステップＳ９２に戻る。
【０３７３】
　例えば、図２５で示されるように、送信無線フレーム保存領域６７に保存された送信無
線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［１］を抽出して
同様の処理を実行する。
【０３７４】
　一方、ステップＳ１００において、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、比較対
象となるＩＤリストから他のアプリケーションＩＤがないと判断した場合には、「Ｉ」に
進む。
【０３７５】
　すなわち、比較する長さおよびＩＤデータが一致するまで、受信無線フレーム保存領域
６９に保存された受信無線フレームおよび送信無線フレーム保存領域６７に保存された送
信無線フレームそれぞれの比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤをそれぞ
れ１つずつ抽出して、全ての組み合わせにおいて一致するものが無い場合には、図２４の
ステップＳ８２に進み、再度、上述した処理を繰り返す。
【０３７６】
　例えば、本例においては、一例として、比較対象となるＩＤリストとして、送信無線フ
レーム保存領域６７に保存された送信無線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６と
、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレーム（ゲーム装置３）の第１
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ＩＤリストＤＤｐ６とが抽出された場合について説明する。例えば、一例として、第１Ｉ
ＤリストＤＤ６および第１ＩＤリストＤＤｐ６は、ともに、アプリケーションＩＤを（ｎ
＋１）個有しているものとする。
【０３７７】
　当該場合において、比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤをそれぞれ１
つずつ抽出して全ての組み合わせについて比較する場合について説明すると、まず、送信
無線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［０］ＤＤ６－
１を抽出し、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤＤｐ６のアプ
リケーションＩＤ［０］ＤＤｐ６－１を抽出して比較する。次に、送信無線フレーム（自
機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［０］ＤＤ６－１と、受信無線フ
レーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤＤｐ６のアプリケーションＩＤ［１］
ＤＤｐ６－２を抽出して比較する。
【０３７８】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［
０］ＤＤ６－１と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤＤｐ６
のアプリケーションＩＤ［２］、アプリケーションＩＤ［３］、・・・アプリケーション
ＩＤ［ｎ］をそれぞれ順番に抽出して比較する。
【０３７９】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［
１］ＤＤ６－２を抽出し、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤ
Ｄｐ６のアプリケーションＩＤ［０］ＤＤｐ６－１を抽出して比較する。次に、送信無線
フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［１］ＤＤ６－２と
、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤＤｐ６のアプリケーショ
ンＩＤ［１］ＤＤｐ６－２を抽出して比較する。
【０３８０】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［
１］ＤＤ６－２と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第１ＩＤリストＤＤｐ６
のアプリケーションＩＤ［２］、アプリケーションＩＤ［３］、・・・アプリケーション
ＩＤ［ｎ］をそれぞれ順番に抽出して比較する。この処理を送信無線フレーム（自機１）
の第１ＩＤリストＤＤ６のアプリケーションＩＤ［２］、アプリケーションＩＤ［３］、
・・・アプリケーションＩＤ［ｎ］まで同様に繰り返す。
【０３８１】
　すなわち、簡易に説明すると、比較対象となるＩＤリストにおいて、まず、送信無線フ
レーム（自機１）から最初のアプリケーションＩＤを抽出して固定し、そして、受信無線
フレーム（ゲーム装置）からアプリケーションＩＤを順番に抽出して比較する。比較する
長さおよびＩＤデータが一致しない場合には、次に、送信無線フレーム（自機１）から次
のアプリケーションＩＤを抽出して固定し、そして、受信無線フレーム（ゲーム装置）か
らアプリケーションＩＤを順番に抽出して比較する。当該処理を送信無線フレーム（自機
１）のＩＤリストに含まれているアプリケーションＩＤの個数分繰り返すことになる。そ
して、送信無線フレーム（自機１）から最後のアプリケーションＩＤを抽出して固定し、
そして、受信無線フレーム（ゲーム装置）からアプリケーションＩＤを順番に抽出して比
較した場合に、比較する長さおよびＩＤデータが一致しない場合には、ステップＳ１００
において、比較対象となるＩＤリストから他のアプリケーションＩＤがないと判断（ステ
ップＳ１００においてＮＯ）されて、「Ｉ」に進む。
【０３８２】
　ここで、上記で説明したＩＤデータの比較について説明する。
　図２７は、本発明の実施の形態に従うＩＤデータの比較について説明する図である。
【０３８３】
　図２７を参照して、本例に示されるように自機１の送信無線フレーム保存領域６７に保
存された送信無線フレームに含まれているアプリケーションＩＤのＩＤデータと、ゲーム
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装置３からの受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレームに含まれてい
るアプリケーションＩＤのＩＤデータとの比較において、同じ長さのＩＤデータを比較す
る。例えば、一例として、当該ＩＤデータは、アプリケーション名等のアプリケーション
を特定する情報であるものとする。
【０３８４】
　具体的には、図２０で説明したアプリケーションＩＤに含まれている上述したＩＤデー
タの比較の長さを示す長さデータを用いて当該長さデータが一致するＩＤデータとのみデ
ータ比較を実行する。
【０３８５】
　すなわち、長さデータが一致するＩＤデータすなわち、比較の長さが同じであるＩＤデ
ータとのみ比較するため、比較の長さが異なるＩＤデータの比較を実行する必要が無く高
速にアプリケーションＩＤの比較を実行することが可能である。
【０３８６】
　上記においては、同じ長さデータの自機１のＩＤデータとゲーム装置３のＩＤデータと
が一致する場合にアプリケーションＩＤの一致フラグをオンする方式について説明したが
、特にこれに限られず、さらに別の比較を実行することも可能である。
【０３８７】
　図２８は、本発明の実施の形態に従うＩＤデータのさらに別の比較について説明する図
である。
【０３８８】
　図２８を参照して、この場合には、ＩＤデータに、アプリケーション名等のアプリケー
ションを特定する情報（アプリケーション名情報）だけでなく、他の情報が含まれている
場合が示されている。
【０３８９】
　他の情報として、自機のＩＤデータの少なくとも一部を用いて自分が欲しいキャラクタ
情報と、自分が相手に渡すキャラクタ情報とを格納する。
【０３９０】
　一方、他のゲーム装置側においても、同様に、アプリケーション名情報だけでなく、他
の情報として、ＩＤデータの少なくとも一部を用いて自分が欲しいキャラクタ情報と、自
分が相手に渡すキャラクタ情報とを格納する。
【０３９１】
　そして、アプリケーション名情報が一致するか否かを判断するとともに、さらに、自機
のＩＤデータに含まれる自分が欲しいキャラクタ情報と、他のゲーム装置のＩＤデータに
含まれる自分が相手に渡すキャラクタ情報とが一致するか否かを判断し、自機のＩＤデー
タに含まれる自分が相手に渡すキャラクタ情報と、他のゲーム装置のＩＤデータに含まれ
る自分が欲しいキャラクタ情報とが一致するか否かも判断する。アプリケーション名情報
の一致のみならず、さらに、交換するキャラクタ情報が一致する場合にアプリケーション
ＩＤの一致と判断する。
【０３９２】
　当該比較方式により、ゲーム装置１である自機と他のゲーム装置３とで実際に交換デー
タを交換する前に、互いに交換する交換データの内容（キャラクタ情報）に基づいて互い
が希望する交換データであればアプリケーションＩＤの一致フラグをオンして本体側に通
知し、いずれか一方でも希望しない場合にはアプリケーションＩＤの一致フラグはオンせ
ず、本体側に通知されないためユーザが望む交換データのみを交換することが可能となる
。
【０３９３】
　すなわち、ＩＤデータにアプリケーション名等のアプリケーションを特定する情報以外
に他の情報（例えば交換データ）を含ませることにより、不本意なデータ授受処理を回避
することができ、情報処理装置であるゲーム装置に対する興趣性を増すことができる。
【０３９４】
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　なお、当該比較については、例えば、別のアルゴリズム識別情報を用いることにより図
２６で説明した方式と区別するようにしても良い。
【０３９５】
　次に、ＩＤデータとは別に、付加的な条件として交換条件データを付加して高度な交換
処理を実現する場合について説明する。
【０３９６】
　具体的には、交換条件データとして送受信条件データと取得条件データとを含む場合に
ついて説明する。
【０３９７】
　図２９は、本発明の実施の形態に従う第２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理につ
いて説明するフロー図である。
【０３９８】
　本例においては、アルゴリズム識別情報が「１」である場合に、ＣＰＵ６０（ＩＤリス
ト比較部２３４）は、第２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理を実行する。
【０３９９】
　本例においては、一例として、送信無線フレーム保存領域６７に保存されている送信無
線フレーム（自機１）のベンダ特定ＩＥデータに含まれる第２ＩＤリストヘッダ情報に含
まれるアルゴリズム識別情報と、受信無線フレーム保存領域６９に保存されている受信無
線フレーム（ゲーム装置３）のベンダ特定ＩＥデータに含まれる第２ＩＤリストヘッダ情
報に含まれるアルゴリズム識別情報がともに「１」であるものとする。
【０４００】
　この場合に、例えば一例として図２５で説明した送信無線フレーム保存領域６７に保存
された送信無線フレームに含まれる第２ＩＤリストと、受信無線フレーム保存領域６９に
保存された受信無線フレームに含まれる第２ＩＤリストとが比較対象となる。
【０４０１】
　図２９を参照して、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、まず、比較対象となる
ＩＤリストからアプリケーションＩＤ＃を抽出する（ステップＳ１１０）。
【０４０２】
　例えば、図２０および図２５で示されるように、送信無線フレーム保存領域６７に保存
された送信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［
０］と、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレーム（ゲーム装置３）
の第２ＩＤリストＤＤｐ８のアプリケーションＩＤ＃［０］とを抽出する。
【０４０３】
　なお、当該フローにおいては、後述するが、ＩＤデータや取得条件データ等の判定条件
を満たすまで比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤをそれぞれ１つずつ抽
出して、全ての組み合わせにおいて比較処理を実行する。
【０４０４】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、抽出されたアプリケーショ
ンＩＤ＃に含まれるＩＤデータを比較する（ステップＳ１１２）。
【０４０５】
　具体的には、第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［０］のＩＤデータと、
第２ＩＤリストＤＤｐ８のアプリケーションＩＤ＃［０］のＩＤデータとを比較する。
【０４０６】
　そして、次に、ステップＳ１１２において、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は
、ＩＤデータが一致するか否か判断する（ステップＳ１１４）。
【０４０７】
　ステップＳ１１４において、ＩＤデータが一致すると判断された場合（ステップＳ１１
４においてＹＥＳ）には、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、フィルタサイズデ
ータを比較する（ステップＳ１１６）。
【０４０８】
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　そして、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、フィルタサイズが一致する
かどうか判断する（ステップＳ１１８）。具体的には、第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケ
ーションＩＤ＃［０］のフィルタサイズデータと、第２ＩＤリストＤＤｐ８のアプリケー
ションＩＤ＃［０］のフィルタサイズデータとを比較する。フィルタサイズデータは、上
述したようにマスクデータ、コンディションデータ、リクエストデータの各々のデータの
サイズを規定するデータである。
【０４０９】
　フィルタサイズデータが異なる場合には、比較対象とするデータサイズが異なるため以
降の後述するデータ比較処理を実行するまでもなく条件は不一致と判断することが可能で
ある。
【０４１０】
　そして、次に、ステップＳ１１８において、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は
、フィルタサイズが一致すると判断した場合（ステップＳ１１８においてＹＥＳ）には、
次に互いの送受信条件データが満たされるかどうかを判断する。具体的には、送受信条件
データであるセンドフラグデータおよびレシーブフラグデータを比較する（ステップＳ１
２０）。センドフラグデータおよびレシーブフラグデータの比較については後述する。
【０４１１】
　そして、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、比較の結果、互いの送受信条件デ
ータが満たされるすなわちフラグデータがＯＫ判定であるかどうかを判断する（ステップ
Ｓ１２２）。
【０４１２】
　図３０は、本発明の実施の形態に従う送受信条件データであるセンドフラグデータおよ
びレシーブフラグデータの比較について説明する図である。
【０４１３】
　図３０（Ａ）を用いて、自機１における送受信条件データであるセンドフラグデータお
よびレシーブフラグデータの形式について説明する。
【０４１４】
　具体的には、センドフラグとレシーブフラグとの組み合わせに従って、交換データの送
受信条件データを設定することが可能である。
【０４１５】
　具体的には、センドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」である場合には、交換デ
ータの自機１からの送信通信のみ可能であることを示す。
【０４１６】
　また、センドフラグが「０」、レシーブフラグが「１」である場合には、交換データの
他のゲーム装置からの受信通信のみ可能であることを示す。
【０４１７】
　また、センドフラグおよびレシーブフラグが「１」、「１」の場合には、いずれの条件
であっても交換データの通信が可能であることを示す。すなわち、この場合には、通信相
手の送受信条件データに従う通信となる。
【０４１８】
　また、センドフラグおよびレシーブフラグが「０」、「０」の場合には、交換データの
自機１および他のゲーム装置との間での双方向の通信のみ可能であることを示す。
【０４１９】
　当該送受信条件データに対して、送受信条件データが満たされるすなわちフラグデータ
がＯＫ判定（以下、単にフラグＯＫ判定とも称する）となる場合について説明する。
【０４２０】
　自機１のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」の場合は、通信相手のセンド
フラグが「０」、レシーブフラグが「１」あるいはセンドフラグが「１」、レシーブフラ
グが「１」の場合にフラグＯＫ判定となる。
【０４２１】
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　自機１のセンドフラグが「０」、レシーブフラグが「１」の場合は、通信相手のセンド
フラグが「１」、レシーブフラグが「０」あるいはセンドフラグが「１」、レシーブフラ
グが「１」の場合にフラグＯＫ判定となる。
【０４２２】
　自機１のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「１」の場合は、通信相手のセンド
フラグが「０」、レシーブフラグが「０」、あるいはセンドフラグが「０」、レシーブフ
ラグが「１」、あるいはセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」、あるいはセン
ドフラグが「１」、レシーブフラグが「１」の場合にフラグＯＫ判定となる。
【０４２３】
　自機１のセンドフラグが「０」、レシーブフラグが「０」の場合は、通信相手のセンド
フラグが「０」、レシーブフラグが「０」の場合、あるいは、センドフラグが「１」、レ
シーブフラグが「１」の場合にフラグＯＫ判定となる。
【０４２４】
　図３０（Ｂ）を用いて、送受信条件データに関するフラグデータ比較における具体例に
ついて説明する。
【０４２５】
　例１の場合は、自機１のセンドフラグが「０」、レシーブフラグが「１」でゲーム装置
３のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」の場合における比較が示されている
。したがって、自機１の送受信条件データは、受信通信のみ可であり、ゲーム装置３の送
受信条件データは送信通信のみ可であるため受信フラグＯＫ判定すなわち通信可となる。
【０４２６】
　例２の場合は、自機１のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」でゲーム装置
３のセンドフラグが「０」、レシーブフラグが「１」の場合における比較が示されている
。したがって、自機１の送受信条件データは、送信通信のみ可であり、ゲーム装置３の送
受信条件データは受信通信のみ可であるためフラグＯＫ判定すなわち通信可となる。
【０４２７】
　例３の場合は、自機１のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「１」でゲーム装置
３のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」の場合における比較が示されている
。したがって、自機１の送受信条件データは、いずれの条件でも通信可であり、ゲーム装
置３の送受信条件データは送信通信のみ可であるためフラグＯＫ判定すなわち通信可とな
る。
【０４２８】
　例４の場合は、自機１のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」でゲーム装置
３のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」の場合における比較が示されている
。したがって、自機１の送受信条件データは、送信通信のみ可であり、ゲーム装置３の送
受信条件データは送信通信のみ可であるためフラグＮＧ判定すなわち通信不可となる。
【０４２９】
　例５の場合は、自機１のセンドフラグが「０」、レシーブフラグが「０」でゲーム装置
３のセンドフラグが「１」、レシーブフラグが「０」の場合における比較が示されている
。したがって、自機１の送受信条件データは、双方向通信のみ可であり、ゲーム装置３の
送受信条件データは送信通信のみ可であるためフラグＮＧ判定すなわち通信不可となる。
【０４３０】
　当該方式により、ＩＤデータに交換条件データとして送受信条件データ（センドフラグ
データおよびレシーブフラグデータ）を含ませて比較することにより、交換データの送信
だけをしたい場合、あるいは、交換データの受信だけをしたい場合、あるいは、通信相手
との間で交換データの送受信のみしたい場合、あるいは、通信相手の送受信条件データに
合わせて通信した場合等、データ交換する際の通信形式のバリエーションを増すことが可
能であり、データ交換の興趣性を増大させることができる。
【０４３１】
　再び、図２９を参照して、次に、ステップＳ１２２において、フラグＯＫ判定である場
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合（ステップＳ１２２においてＹＥＳ）には、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は
、互いの取得条件が満たされるかどうかを判断する。具体的には、取得条件が満たされる
か否かの判断として条件データを比較する（ステップＳ１２４）。条件データの比較につ
いては後述する。
【０４３２】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、自己の取得条件を満たして
いるかどうかを判断する（ステップＳ１２６）。
【０４３３】
　そして、自己の取得条件を満たしていると判断した場合（ステップＳ１２６においてＹ
ＥＳ）には、次に相手の取得条件を満たしているかどうかを判断する（ステップＳ１２８
）。
【０４３４】
　次に、ＣＰＵ６０（ＩＤリスト比較部２３４）は、相手の取得条件を満たしていると判
断した場合（ステップＳ１２８においてＹＥＳ）には、アプリケーションＩＤの一致フラ
グをオンする（ステップＳ１３０）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０４３５】
　図３１は、本発明の実施の形態に従う取得条件を満たしているか否かに関する条件デー
タの比較について説明する図である。
【０４３６】
　図３１（Ａ）は、自己の条件データの比較について説明する図である。
　条件データは、自機１の取得条件データ（マスクデータ、コンディションデータ、リク
エストデータ）と、ゲーム装置３の取得条件データ（マスクデータ、コンディションデー
タ、リクエストデータ）とにより生成される。
【０４３７】
　具体的には、条件データの比較として、自機１のマスクデータとゲーム装置３のコンデ
ィションデータとの積と、自機１のマスクデータと自機１のリクエストデータとの積とが
同じ値であるかどうかを判断する。
【０４３８】
　図３１（Ｂ）は、相手の取得条件を満たしているかに関する条件データの比較について
説明する図である。
【０４３９】
　具体的には、条件データの比較として、ゲーム装置３のマスクデータと自機１のコンデ
ィションデータとの積と、ゲーム装置３のマスクデータとゲーム装置３のリクエストデー
タとの積とが同じ値であるかどうかを判断する。
【０４４０】
　図３２は、本発明の実施の形態に従う取得条件データの具体例について説明する図であ
る。
【０４４１】
　図３２を参照して、ここでは、４つの取得条件データの例が示されている。
　具体的には、ユーザであるＨＡ、ＨＢ、ＨＣ、ＨＤさんのそれぞれが設定した取得条件
データが示されている。
【０４４２】
　マスクデータ、コンディションデータ、リクエストデータは、それぞれ１ビットである
ものとする。
【０４４３】
　本例においては、一例として、例えば、上記の交換データ登録イベントにおける、交換
データの格納に際し、ＨＡ、ＨＢ、ＨＣ、ＨＤさんがそれぞれデータ交換を希望する際の
条件として性別を取得条件データとして設定した場合の例について説明する。
【０４４４】
　具体的には、相手に送信する自己の交換データおよび相手から受信する交換データに関
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連付けられた属性データとして、性別を示すデータ（男：「１」、女：「０」）を用いた
場合について説明する。
【０４４５】
　図３２（Ａ）は、ＨＡさんの取得条件データが示されており、マスクデータが「１」、
コンディションデータが「１」、リクエストデータが「０」である場合が示されている。
当該場合は、ＨＡさんは、コンディションデータが「１」であるため性別は男であること
を示すとともに、リクエストデータが「０」であるため性別が女とデータ交換を希望する
場合である。なお、マスクデータが「０」の場合には、リクエストデータを無効に設定す
ることができる。すなわち、データ交換を希望する性別をいずれでも良いものに設定する
ことができる。
【０４４６】
　図３２（Ｂ）は、ＨＢさんの取得条件データが示されており、マスクデータが「１」、
コンディションデータが「０」、リクエストデータが「１」である場合が示されている。
当該場合は、ＨＢさんは、コンディションデータが「０」であるため性別は女であること
を示すとともに、リクエストデータが「０」であるため性別が男とデータ交換を希望する
場合である。
【０４４７】
　図３２（Ｃ）は、ＨＣさんの取得条件データが示されており、マスクデータが「０」、
コンディションデータが「１」、リクエストデータが「０」である場合が示されている。
当該場合は、ＨＢさんは、コンディションデータが「１」であるため性別は男である。こ
こで、マスクデータが「０」であるためデータ交換の相手は性別を問わないため、リクエ
ストデータは「０」あるいは「１」いずれでも良い、すなわちドントケアであるが、ここ
では説明を簡易にするため「０」としている。
【０４４８】
　図３２（Ｄ）は、ＨＤさんの取得条件データが示されており、マスクデータが「０」、
コンディションデータが「０」、リクエストデータが「０」である場合が示されている。
当該場合は、ＨＢさんは、コンディションデータが「０」であるため性別は女である。こ
こで、マスクデータが「０」であるためデータ交換の相手は性別を問わないため、リクエ
ストデータは「０」あるいは「１」いずれでも良いすなわち、ドントケアであるが、ここ
では説明を簡易にするため「０」としている。
【０４４９】
　図３３は、図３２で説明した取得条件データに基づく条件データの比較の具体例につい
て説明する図である。
【０４５０】
　本例においては、ＨＡさんと、他の人、すなわち、ＨＢさん、ＨＣさん、ＨＤさんとの
条件データの比較について説明する。
【０４５１】
　図３３（Ａ）を参照して、ここでは、ＨＡさんと、ＨＢさんとの条件データの比較が示
されている。
【０４５２】
　ＨＡさん側の処理について説明する。
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０」
となる。
【０４５３】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０
」となる。
【０４５４】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致し、自己の取得条件は満たしていると
判断される。
【０４５５】
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　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝
「１」となる。
【０４５６】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝「１」とな
る。
【０４５７】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致し、相手の取得条件は満たしていると
判断される。
【０４５８】
　すなわち、ＨＡさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていると判断される。
【０４５９】
　上記においては、ＨＡさん側の処理について説明したが、ＨＢさん側の処理としても同
様に実行される。
【０４６０】
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝「１」
となる。
【０４６１】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝「１
」となる。
【０４６２】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致し、自己の取得条件は満たしていると
判断される。
【０４６３】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝
「０」となる。
【０４６４】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０」とな
る。
【０４６５】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致し、相手の取得条件は満たしていると
判断される。
【０４６６】
　すなわち、ＨＢさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていると判断される。
【０４６７】
　したがって、性別が男であるＨＡさんは、データ交換を希望する性別が女であるＨＢさ
んとデータ交換の条件が一致するためデータ交換することが可能である。
【０４６８】
　図３３（Ｂ）を参照して、ここでは、ＨＡさんと、ＨＣさんとの条件データの比較が示
されている。
【０４６９】
　ＨＡさん側の処理について説明する。
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝「１」
となる。
【０４７０】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０
」となる。
【０４７１】
　したがって、この場合、自己の条件データは不一致であり、自己の取得条件は満たして
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いないと判断される。
【０４７２】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１」＆「０」＝
「０」となる。
【０４７３】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「０」＝「０」とな
る。
【０４７４】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致であり、相手の取得条件は満たしてい
ると判断される。
【０４７５】
　すなわち、ＨＡさん側の取得条件のデータ比較において、相手の条件データは一致して
いるため取得条件は満たしているが、自己の条件データは不一致であり、自己の取得条件
は満たしていないと判断される。
【０４７６】
　上記においては、ＨＡさん側の処理について説明したが、ＨＣさん側の処理としても同
様に実行される。
【０４７７】
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１」＆「０」＝「０」
となる。
【０４７８】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「０」＝「０
」となる。
【０４７９】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致しており、自己の取得条件は満たして
いると判断される。
【０４８０】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１」＆「１」＝
「１」となる。
【０４８１】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０」とな
る。
【０４８２】
　したがって、この場合、相手の条件データは不一致であり、相手の取得条件は満たして
いないと判断される。
【０４８３】
　すなわち、ＨＣさん側の取得条件のデータ比較において、自己の条件データは一致して
おり自己の取得条件は満たしているが、相手の条件データは不一致であるため相手の取得
条件は満たしていないと判断される。
【０４８４】
　したがって、性別が男であるＨＣさんは、データ交換の性別を問わないため性別が男で
あるＨＡさんとデータ交換が可能であるが、性別が男であるＨＡさんは、性別が男である
ＨＣさんとデータ交換を希望しないため、データ交換することはできない。
【０４８５】
　図３３（Ｃ）を参照して、ここでは、ＨＡさんと、ＨＤさんとの条件データの比較が示
されている。
【０４８６】
　ＨＡさん側の処理について説明する。
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０」
となる。
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【０４８７】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０
」となる。
【０４８８】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致しており、自己の取得条件は満たして
いると判断される。
【０４８９】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１」＆「０」＝
「０」となる。
【０４９０】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「０」＝「０」とな
る。
【０４９１】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致しており、相手の取得条件は満たして
いると判断される。
【０４９２】
　すなわち、ＨＡさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていると判断される。
【０４９３】
　上記においては、ＨＡさん側の処理について説明したが、ＨＤさん側の処理としても同
様に実行される。
【０４９４】
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１」＆「０」＝「０」
となる。
【０４９５】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０」＆「０」＝「０
」となる。
【０４９６】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致しており、自己の取得条件は満たして
いると判断される。
【０４９７】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝
「０」となる。
【０４９８】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０」＆「１」＝「０」とな
る。
【０４９９】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致しており、相手の取得条件は満たして
いると判断される。
【０５００】
　すなわち、ＨＢさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていると判断される。
【０５０１】
　したがって、性別が女であるＨＤさんは、データ交換の性別を問わないため性別が男で
あるＨＡさんとデータ交換が可能であり、また、性別が男であるＨＡさんは、性別が女で
あるＨＤさんとデータ交換を希望するため、データ交換が可能となる。
【０５０２】
　上記においては、性別を取得条件データとして比較する場合について説明したが、特に
これに限られず、別のデータを取得条件データとして設定することも可能である。
【０５０３】
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　図３４は、本発明の実施の形態に従う取得条件データの別の具体例について説明する図
である。
【０５０４】
　図３４を参照して、ここでは、３つの取得条件データの例が示されている。
　具体的には、ユーザであるＨＥ、ＨＦ、ＨＧさんのそれぞれが設定した取得条件データ
が示されている。
【０５０５】
　マスクデータ、コンディションデータ、リクエストデータは、それぞれ２ビットである
ものとする。
【０５０６】
　本例においては、一例として、例えば、上記の交換データ登録イベントにおける、交換
データの格納に際し、ＨＥ、ＨＦ、ＨＧさんがそれぞれデータ交換を希望するゲームのコ
ースデータを取得条件データとして設定した場合の例について説明する。
【０５０７】
　具体的には、相手に送信する自己の交換データおよび相手から受信する交換データに関
連付けられた属性データとして、データの有無（有り：「１」、無し：「０」）および希
望の有無（有り：「１」、無し「０」）を用いた場合について説明する。
【０５０８】
　一例として、コンディションデータとして２ビットが設けられ、それぞれコースＰおよ
びコースＱに対応している。例えば、コンディションデータについて、対応するコースの
データを有している場合「１」、対応するコースのデータを有していない場合「０」とす
る。
【０５０９】
　また、リクエストデータとして２ビットが設けられ、それぞれコースＰおよびコースＱ
に対応している。例えば、リクエストデータは、対応するコースのデータの取得を希望す
る場合「１」、対応するコースのデータの取得を希望しない場合「０」とする。
【０５１０】
　また、マスクデータとして２ビットが設けられ、それぞれコースＰおよびコースＱに対
応している。なお、マスクデータが「０」の場合には、リクエストデータを無効に設定す
ることができる。すなわち、データ交換を取得しても良いし、取得しなくても良いものに
設定することができる。
【０５１１】
　図３４（Ａ）を参照して、ＨＥさんの取得条件データが示されており、コースＰ，Ｑに
対応してマスクデータが「０１」、コンディションデータが「１１」、リクエストデータ
が「０１」である場合が示されている。
【０５１２】
　当該場合は、ＨＥさんは、コンディションデータが「１１」であるためコースＰ，Ｑを
それぞれ有している。リクエストデータは「０１」であるためコースＱについてデータ交
換を希望する場合である。なお、マスクデータがコースＰに関して「０」であるため、リ
クエストデータについてコースＰについては「０」あるいは「１」いずれでも良いすなわ
ち、ドントケアであるが、ここでは説明を簡易にするため「０」としている。
【０５１３】
　図３４（Ｂ）を参照して、ＨＦさんの取得条件データが示されており、コースＰ，Ｑに
対応してマスクデータが「１１」、コンディションデータが「１０」、リクエストデータ
が「０１」である場合が示されている。
【０５１４】
　当該場合は、ＨＦさんは、コンディションデータが「１０」であるためコースＰを有し
ている。リクエストデータは「０１」であるためコースＱについてデータ交換を希望する
場合である。
【０５１５】
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　図３４（Ｃ）を参照して、ＨＧさんの取得条件データが示されており、コースＰ，Ｑに
対応してマスクデータが「１１」、コンディションデータが「０１」、リクエストデータ
が「１１」である場合が示されている。
【０５１６】
　当該場合は、ＨＧさんは、コンディションデータが「０１」であるためコースＱを有し
ている。リクエストデータは「１１」であるためコースＰ，Ｑについてデータ交換を希望
する場合である。
【０５１７】
　図３５は、図３４で説明した取得条件データに基づく条件データの比較の具体例につい
て説明する図である。
【０５１８】
　本例においては、ＨＥさんと、他の人、すなわち、ＨＦさん、ＨＧさんとの条件データ
の比較について説明する。
【０５１９】
　図３５（Ａ）を参照して、ここでは、ＨＥさんと、ＨＦさんとの条件データの比較が示
されている。
【０５２０】
　ＨＥさん側の処理について説明する。
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１０」＆「０１」＝「
００」となる。
【０５２１】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０１」＆「１１」＝
「０１」となる。
【０５２２】
　したがって、この場合、自己の条件データは不一致であり、自己の取得条件は満たして
いないと判断される。
【０５２３】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１
」＝「１１」となる。
【０５２４】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０１」＆「１１」＝「０１
」となる。
【０５２５】
　したがって、この場合、相手の条件データは不一致であり、相手の取得条件は満たして
いないと判断される。
【０５２６】
　すなわち、ＨＥさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていないと判断される。
【０５２７】
　上記においては、ＨＥさん側の処理について説明したが、ＨＦさん側の処理としても同
様に実行される。
【０５２８】
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１」＝「
１１」となる。
【０５２９】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０１」＆「１１」＝
「０１」となる。
【０５３０】
　したがって、この場合、自己の条件データは不一致であり、自己の取得条件は満たして
いないと判断される。
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【０５３１】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１０」＆「０１
」＝「００」となる。
【０５３２】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「０１」＆「０１」＝「０１
」となる。
【０５３３】
　したがって、この場合、相手の条件データは不一致であり、相手の取得条件は満たして
いないと判断される。
【０５３４】
　すなわち、ＨＦさん側の取得条件のデータ比較においても、自己の取得条件および相手
の取得条件はともに満たしていないと判断される。
【０５３５】
　したがって、コースＱのデータ交換を希望するＨＥさんと、コースＱのデータを有して
いないＨＦさんとは、データ交換の取得条件データを満たさないためデータ交換すること
はできない。
【０５３６】
　図３５（Ｂ）を参照して、ここでは、ＨＥさんと、ＨＧさんとの条件データの比較が示
されている。
【０５３７】
　ＨＥさん側の処理について説明する。
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「０１」＆「０１」＝「
０１」となる。
【０５３８】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「０１」＆「０１」＝
「０１」となる。
【０５３９】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致し、自己の取得条件は満たしていると
判断される。
【０５４０】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１
」＝「１１」となる。
【０５４１】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１」＝「１１
」となる。
【０５４２】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致し、相手の取得条件は満たしていると
判断される。
【０５４３】
　すなわち、ＨＥさん側の取得条件のデータ比較において、自己の取得条件および相手の
取得条件はともに満たしていると判断される。
【０５４４】
　上記においては、ＨＥさん側の処理について説明したが、ＨＧさん側の処理としても同
様に実行される。
【０５４５】
　相手のコンディションデータと自分のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１」＝「
１１」となる。
【０５４６】
　また、自分のリクエストデータと自分のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１」＝
「１１」となる。
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【０５４７】
　したがって、この場合、自己の条件データは一致し、自己の取得条件は満たしていると
判断される。
【０５４８】
　また、自分のコンディションデータと相手のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１
」＝「１１」となる。
【０５４９】
　相手のリクエストデータと相手のマスクデータとの積は、「１１」＆「１１」＝「１１
」となる。
【０５５０】
　したがって、この場合、相手の条件データは一致し、相手の取得条件は満たしていると
判断される。
【０５５１】
　すなわち、ＨＧさん側の取得条件のデータ比較においても、自己の取得条件データおよ
び相手の取得条件データはともに満たしていると判断される。
【０５５２】
　したがって、コースＱのデータ交換を希望するＨＥさんと、コースＱのデータを有して
いるＨＧさんとは、データ交換の取得条件データが満たされ、また、コースＰのデータ交
換を希望するＨＧさんと、コースＰのデータを有しているＨＥさんとは、データ交換の取
得条件データが満たされるためデータ交換が可能である。
【０５５３】
　再び、図２９を参照して、ステップＳ１１４において、ＩＤデータが一致しないと判断
された場合（ステップＳ１１４においてＮＯ）には、比較対象となるＩＤリストにアプリ
ケーションＩＤ＃が他に有るかどうかを判断する（ステップＳ１３２）。
【０５５４】
　また、ステップＳ１１８において、フィルタサイズが一致しない場合（ステップＳ１１
８においてＮＯ）には、ステップＳ１３２に進む。
【０５５５】
　また、ステップＳ１２２において、フラグＯＫ判定で無い場合（ステップＳ１２２にお
いてＮＯ）には、ステップＳ１３２に進む。
【０５５６】
　また、ステップＳ１２６において、自己の取得条件を満たしていない場合（ステップＳ
１２６においてＮＯ）には、ステップＳ１３２に進む。
【０５５７】
　また、ステップＳ１２８において、相手の取得条件を満たしていない場合（ステップＳ
１２８においてＮＯ）には、ステップＳ１３２に進む。
【０５５８】
　ステップＳ１３２において、比較対象となるＩＤリストにアプリケーションＩＤ＃が他
に有る場合（ステップＳ１３２においてＹＥＳ）には、比較対象となるＩＤリストから次
のアプリケーションＩＤ＃を抽出する（ステップＳ１３４）。そして、ステップＳ１１２
に進み同様の処理を繰り返す。
【０５５９】
　例えば、図２０で示されるように、第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［
１］を抽出して同様の処理を実行する。
【０５６０】
　一方、ステップＳ１３２において、比較対象となるＩＤリストにアプリケーションＩＤ
＃が他に無い場合（ステップＳ１３２においてＮＯ）には、「Ｉ」に進む。
【０５６１】
　すなわち、ＩＤデータや取得条件データ等の判定条件を満たすまで、受信無線フレーム
保存領域６９に保存された受信無線フレームおよび送信無線フレーム保存領域６７に保存
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された送信無線フレームそれぞれの比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤ
＃をそれぞれ１つずつ抽出して、全ての組み合わせにおいて条件を満たすものが無い場合
には、図２４のステップＳ８２に進み、再度、上述した処理を繰り返す。
【０５６２】
　例えば、本例においては、一例として、比較対象となるＩＤリストとして、送信無線フ
レーム保存領域６７に保存された送信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８と
、受信無線フレーム保存領域６９に保存された受信無線フレーム（ゲーム装置３）の第２
ＩＤリストＤＤｐ８とが抽出された場合について説明する。例えば、一例として、第２Ｉ
ＤリストＤＤ８および第２ＩＤリストＤＤｐ８は、ともに、アプリケーションＩＤ＃を（
ｎ＋１）個有しているものとする。
【０５６３】
　当該場合において、比較対象となるＩＤリストからアプリケーションＩＤ＃をそれぞれ
１つずつ抽出して全ての組み合わせについて比較する場合について説明すると、まず、送
信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［０］ＤＤ
８－１を抽出し、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストＤＤｐ８の
アプリケーションＩＤ＃［０］ＤＤｐ８－１を抽出して比較する。次に、送信無線フレー
ム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［０］ＤＤ８－１と、受
信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストＤＤｐ８のアプリケーションＩ
Ｄ＃［１］ＤＤｐ８－２を抽出して比較する。
【０５６４】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃
［０］ＤＤ８－１と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストＤＤｐ
８のアプリケーションＩＤ＃［２］、アプリケーションＩＤ＃［３］、・・・アプリケー
ションＩＤ＃［ｎ］をそれぞれ順番に抽出して比較する。
【０５６５】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃
［１］ＤＤ８－２を抽出し、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリスト
ＤＤｐ８のアプリケーションＩＤ＃［０］ＤＤｐ８－１を抽出して比較する。次に、送信
無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［１］ＤＤ８
－２と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストＤＤｐ８のアプリケ
ーションＩＤ＃［１］ＤＤｐ８－２を抽出して比較する。
【０５６６】
　次に、送信無線フレーム（自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃
［１］ＤＤ８－２と、受信無線フレーム（ゲーム装置）に含まれる第２ＩＤリストＤＤｐ
８のアプリケーションＩＤ＃［２］、アプリケーションＩＤ＃［３］、・・・アプリケー
ションＩＤ＃［ｎ］をそれぞれ順番に抽出して比較する。この処理を送信無線フレーム（
自機１）の第２ＩＤリストＤＤ８のアプリケーションＩＤ＃［２］、アプリケーションＩ
Ｄ＃［３］、・・・アプリケーションＩＤ＃［ｎ］まで同様に繰り返す。
【０５６７】
　すなわち、簡易に説明すると、比較対象となるＩＤリストにおいて、まず、送信無線フ
レーム（自機１）から最初のアプリケーションＩＤ＃を抽出して固定し、そして、受信無
線フレーム（ゲーム装置）からアプリケーションＩＤ＃を順番に抽出して比較する。ＩＤ
データや取得条件データ等の判定条件を満たさない場合には、次に、送信無線フレーム（
自機１）から次のアプリケーションＩＤ＃を抽出して固定し、そして、受信無線フレーム
（ゲーム装置）からアプリケーションＩＤ＃を順番に抽出して比較する。当該処理を送信
無線フレーム（自機１）のＩＤリストに含まれているアプリケーションＩＤ＃の個数分繰
り返すことになる。そして、送信無線フレーム（自機１）から最後のアプリケーションＩ
Ｄ＃を抽出して固定し、そして、受信無線フレーム（ゲーム装置）からアプリケーション
ＩＤ＃を順番に抽出して比較した場合に、ＩＤデータや取得条件データ等の判定条件を満
たさない場合には、ステップＳ１３２において、比較対象となるＩＤリストから他のアプ
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リケーションＩＤ＃がないと判断（ステップＳ１３２においてＮＯ）されて、「Ｉ」に進
む。
【０５６８】
　なお、上記図２９のフローにおいては、フラグデータ比較（ステップＳ１２０）と、条
件データ比較（ステップＳ１２４）をそれぞれ関連付けずに実行する方式について説明し
たが、例えば、図３０で説明したように自機１の送受信条件データが送信通信のみを指定
するような場合には、相手から交換データを受信することを希望しないため自己の取得条
件を満たしているかの判断は不要である。また、逆に、自機１の送受信条件データが受信
通信のみを指定するような場合には、相手に交換データを送信することを希望しないため
相手の取得条件を満たしているかの判断は不要である。したがって、ステップＳ１２０の
フラグデータの比較結果に基づいて、ステップＳ１２４～ステップＳ１２８までの条件デ
ータ比較および判断の処理を変更するようにしても良い。
【０５６９】
　また、本例においては、アルゴリズム識別情報が「０」，「１」の場合にそれぞれ第１
および第２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較処理について説明したが、これに限られず
、他のアルゴリズム識別情報（たとえば「２」）を設けてさらに別のアルゴリズムに従う
ＩＤリスト比較処理を実行するようにしても良い。
【０５７０】
　また、本例においては、取得条件データについて、マスクデータを含めた形式について
説明したが、コンディションデータおよびリクエストデータの形式とすることも可能であ
る。その場合には、条件データの比較として、自分のコンディションデータと相手のリク
エストデータとの比較および自分のリクエストデータと相手のコンディションデータとの
比較を実行して自己の取得条件および相手の取得条件を満たしているかを判断するように
しても良い。
【０５７１】
　図３６は、本発明の実施の形態に従うアプリケーションＩＤを比較する場合の概念図で
ある。
【０５７２】
　図３６を参照して、ここでは、図２２で説明したゲーム装置１およびゲーム装置３と同
様の状況が示されており、無線通信モジュール３８のＲＡＭ６６のフィルタリング用デー
タ保存領域６８には、アプリケーションＩＤとして「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ」がそれぞれ格納さ
れている場合が示されている。そして、ゲーム装置３側の無線通信モジュール３８Ｐのフ
ィルタリング用データ保存領域６８ＰにアプリケーションＩＤとして「Ｂ，Ｅ」がそれぞ
れ格納されている場合が示されている。
【０５７３】
　そして、上述したように、フィルタリング用データ保存領域６８に格納されているデー
タに基づいて送信用の送信無線フレームが設定され、受信用の受信無線フレームに含まれ
ているアプリケーションＩＤと比較して、一致フラグがオンするかどうかが判断される。
【０５７４】
　本例においては、アプリケーションＩＤ「Ｂ」に関して、一致フラグがオンする場合が
示されている。
【０５７５】
　図３７～図３９は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置間における交換データの交換
処理について説明する図である。
【０５７６】
　本例においては、ゲーム装置１と、通信相手である他のゲーム装置としてゲーム装置３
との間で交換データの授受処理を実行する場合について説明する。
【０５７７】
　上記したように、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、無線通信モジュール
３８から一致したアプリケーションＩＤに対応する交換データを有する他のゲーム装置が
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発見された旨の通知を受けた場合には、データ授受処理を実行する。
【０５７８】
　図３７を参照して、まず、一致したアプリケーションＩＤに対応する交換データが格納
された送信ＢＯＸ（交換データ保存領域８０）からデータを読み出してデータを送信スロ
ットにコピーする。例えば、メインメモリ３２に設けられた送信スロットにコピーデータ
を作成する。そして、当該送信スロットに格納されたコピーデータが無線通信モジュール
３８を介してゲーム装置３に送信される。
【０５７９】
　ゲーム装置３においても、ゲーム装置１と同様に無線通信モジュール３８Ｐから一致し
たアプリケーションＩＤに対応する交換データを有するゲーム装置が発見された旨の通知
が本体側に出力される。
【０５８０】
　そして、本体側において、一致したアプリケーションＩＤに対応する交換データが格納
された送信ＢＯＸ（交換データ保存領域８０）からデータが読み出されてデータを送信ス
ロットにコピーする。そして、当該送信スロットに格納されたコピーデータが無線通信モ
ジュール３８Ｐを介してゲーム装置１に送信される。
【０５８１】
　図３８を参照して、ゲーム装置１は、無線通信モジュール３８を介してゲーム装置３か
ら送信された交換データを取得する。そして、ゲーム装置１の交換データを送信し、ゲー
ム装置３の交換データを受信する交換条件が成立した場合には、アプリケーションＩＤに
対応付けられて設けられた受信ＢＯＸＲＢＢ（受信データ保存領域８２）に格納する。
【０５８２】
　同様に、ゲーム装置３は、無線通信モジュール３８Ｐを介してゲーム装置１から送信さ
れた交換データを取得する。そして、ゲーム装置３の交換データを送信し、ゲーム装置１
の交換データを受信する交換条件が成立した場合には、アプリケーションＩＤに対応付け
られて設けられた受信ＢＯＸＲＢＢ（受信データ保存領域８２Ｐ）に格納する。
【０５８３】
　そして、図３９を参照して、本例においては、一例として、ゲーム装置１について交換
データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納されていたデータを消去する。本例においては、
交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸＳＢＢに対応する領域のデータを消去する。
【０５８４】
　同様に、本例においては、一例として、ゲーム装置３について交換データ保存領域８０
Ｐの送信ＢＯＸに格納されていたデータを消去する。本例においては、交換データ保存領
域８０Ｐの送信ＢＯＸＳＢＢに対応する領域のデータを消去する。
【０５８５】
　当該処理により、通信相手に送信した交換データを消去することにより交換データの交
換処理が完了する。
【０５８６】
　なお、後述するが交換データの消去は、送信ＢＯＸに格納されていた交換データを利用
するアプリケーションを起動することにより当該アプリケーションの実行によって交換デ
ータ保存領域の送信ＢＯＸの送信ＢＯＸスロットのデータが消去されるものとする。
【０５８７】
　なお、本例においては、交換データを消去する場合について説明するが、消去せずにそ
のまま維持するようにすることも可能である。その場合には、交換データの交換処理では
なく複製データの授受となる。
【０５８８】
　また、本例においては、一例として、一致したアプリケーションＩＤに対応する１つの
交換データについて、交換処理を行う場合について説明しているが、特に１つの交換デー
タに限られず、一致したアプリケーションＩＤに対応する交換データが複数個有る場合に
おいてもそれぞれの交換データについて同様の処理が実行される。
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【０５８９】
　図４０は、本発明の実施の形態に従うデータ授受処理のフロー図である。
　当該データ授受処理は、一例として、上述したシステムプログラム保存領域８６に格納
されている本体機能プログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現されるものである
。当該データ授受処理は、例えば、本体の起動時に開始して、バックグラウンドで継続的
に実行される。
【０５９０】
　図４０を参照して、まず、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、無線通
信モジュール３８からの通知が有るかどうかを判断する（ステップＳ１４０）。
【０５９１】
　ステップＳ１４０において、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、無線
通信モジュール３８からの通知があったと判断した場合（ステップＳ１４０においてＹＥ
Ｓ）には、本体側の機能がスリープ状態であるかどうかを判断する（ステップＳ１４１）
。
【０５９２】
　そして、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、本体側の機能がスリープ
状態であると判断した場合（ステップＳ１４１においてＹＥＳ）には、スリープ状態を解
除する（ステップＳ１４２）。
【０５９３】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、データ授受処理を開始
する（ステップＳ１４３）。一方、本体側の機能がスリープ状態で無いと判断した場合（
ステップＳ１４１においてＮＯ）には、ステップＳ１４３に進む。以降、データ通信実行
処理部２０８の各機能を用いて説明する。
【０５９４】
　まず、ＣＰＵ３１（通信接続確立処理部３０２）は、無線通信モジュール３８からの交
換データを有するゲーム装置が発見された旨の通知に含まれている通信相手のＭＡＣアド
レス等の接続情報に基づいて通信相手との間で通信接続を確立する（ステップＳ１４４）
。
【０５９５】
　なお、本例においては、ゲーム装置が発見された旨の通知後、通信相手との接続を確立
する場合、すなわち、ＣＰＵ３１（通信接続確立処理部３０２）が実行する場合について
説明するが、ゲーム装置が発見された旨の通知前、例えば、無線通信モジュール３８にお
いて図１８のステップＳ６４とステップＳ６６との間で通信相手との接続を確立する処理
を実行するようにしても良い。
【０５９６】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、通信相手がフレンドであ
るか否かを判定するフレンド認証処理を実行する（ステップＳ１４５）。フレンド認証処
理の詳細については後述する。
【０５９７】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、通信相手に交換データを送信
するための送信スロットを作成する送信スロット作成処理を実行する（ステップＳ１４６
）。送信スロット作成処理の詳細については後述する。
【０５９８】
　次に、ＣＰＵ３１（送信データリスト作成処理部３０８）は、作成した送信スロットに
基づいて送信データリストを作成する送信データリスト作成処理を実行する（ステップＳ
１４７）。送信データリスト作成処理の詳細については後述する。
【０５９９】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、作成した送信データリ
ストを通信相手に送信して、通信相手に対して交換データの送信が可能であるかどうかを
判断するとともに、通信相手が作成した送信データリストを受信して、通信相手からの交
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換データの受信が可能であるかどうかを判断する処理（送受信データリスト分析処理）を
実行する（ステップＳ１４８）。送受信データリスト分析処理の詳細については後述する
。
【０６００】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、送受信データリスト分析処理の結果
に基づいて、送信データリストの中から送信が可能な交換データを実際に送信し、また、
通信相手の送信データリスト（受信データリストとも称する）の中から通信相手から送信
された交換データを受信する送受信処理を実行する（ステップＳ１４９）。処理の詳細に
ついては後述する。
【０６０１】
　次に、ＣＰＵ３１（通信切断処理部３１６）は、送受信処理が終了した場合、あるいは
、通信接続が遮断された場合に通信を切断する（ステップＳ１６０）。
【０６０２】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、通信相手から受信した交換データを
格納等する処理（データ格納処理とも称する）を実行する（ステップＳ１６１）。データ
格納処理の詳細については後述する。
【０６０３】
　次に、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、通信相手の装置識別情報であ
るＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に格納する処理（ＭＡＣアドレス
保存処理）を実行する（ステップＳ１６２）。ＭＡＣアドレス保存処理の詳細については
後述する。
【０６０４】
　次に、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２）は、交換データを交換した旨をユーザに
通知する処理（交換データ通知処理）を実行する（ステップＳ１６４）。交換データ通知
処理の詳細については後述する。
【０６０５】
　以下、各処理について詳細に説明する。
　＜フレンド認証処理＞
　図４１は、本発明の実施の形態に従うフレンド認証処理のフロー図である。
【０６０６】
　図４１を参照して、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、フレンドコードの読
み出しを実行する（ステップＳ４００）。具体的には、保存用データメモリ３４のフレン
ドコードリスト保存領域８９に格納されている自己のフレンドコードを取得する。
【０６０７】
　そして、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、無線通信モジュール３８を介し
てゲーム装置３にフレンドコードを送信する（ステップＳ４０２）。
【０６０８】
　次に、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、無線通信モジュール３８を介して
ゲーム装置３からフレンドコードを受信したかどうかを判断する（ステップＳ４０４）。
【０６０９】
　次に、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、無線通信モジュール３８を介して
ゲーム装置３からフレンドコードを受信したと判断した場合（ステップＳ４０４において
ＹＥＳ）には、フレンド確認を実行する（ステップＳ４０６）。具体的には、受信したフ
レンドコードが保存用データメモリ３４のフレンドコードリスト保存領域８９に保存され
ているかどうかを判断する。
【０６１０】
　そして、受信したフレンドコードが保存用データメモリ３４のフレンドコードリスト保
存領域８９に保存されていると判断した場合には、フレンド認証判定が成功（ＯＫ）とす
る。
【０６１１】
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　一方、受信したフレンドコードが保存用データメモリ３４のフレンドコードリスト保存
領域８９に保存されていないと判断した場合には、フレンド認証判定が失敗（ＮＧ）とす
る。
【０６１２】
　次に、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、フレンド確認結果を無線通信モジ
ュール３８を介してゲーム装置３に送信する（ステップＳ４０８）。具体的には、フレン
ド認証判定がＯＫかＮＧかを送信する。
【０６１３】
　次に、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、フレンド確認結果を無線通信モジ
ュール３８を介してゲーム装置３から受信したかどうかを判断する（ステップＳ４１０）
。具体的には、ゲーム装置３からフレンド認証判定がＯＫかＮＧかの確認結果の受信があ
るかどうかを判断する。
【０６１４】
　ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、ゲーム装置３からフレンド確認結果を受
信したと判断した場合（ステップＳ４１０においてＹＥＳ）には、自機におけるフレンド
認証判定がＯＫであったかどうかを判断する（ステップＳ４１２）。
【０６１５】
　ステップＳ４１２において、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、フレンド認
証判定がＯＫであると判断した場合（ステップＳ４１２においてＹＥＳ）には、他機にお
けるフレンド認証判定がＯＫであったかどうかを判断する（ステップＳ４１４）。
【０６１６】
　ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、自機および他機におけるフレンド認証判
定がＯＫであると判断した場合（ステップＳ４１４においてＹＥＳ）には、フレンドフラ
グをオンに設定する（ステップＳ４１６）。そして、フレンド認証処理部３０４における
処理を終了する（リターン）。
【０６１７】
　一方、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４）は、無線通信モジュール３８を介して
ゲーム装置３からフレンドコードを受信しなかったと判断した場合（ステップＳ４０４に
おいてＮＯ）には、通信接続が中断したと判断して通信を切断する（ステップＳ４１８）
。
【０６１８】
　また、ステップＳ４１０において、無線通信モジュール３８を介してゲーム装置３から
フレンド確認結果を受信しなかったと判断した場合（ステップＳ４１０においてＮＯ）に
は、通信接続が中断したと判断して通信を切断する（ステップＳ４１８）。
【０６１９】
　また、ステップＳ４１２，Ｓ４１４において、ＣＰＵ３１（フレンド認証処理部３０４
）は、自機におけるフレンド認証判定がＯＫでないと判断した場合（ステップＳ４１２に
おいてＮＯ）あるいは、他機におけるフレンド認証判定がＯＫでないと判断した場合（ス
テップＳ４１４においてＮＯ）には、フレンドフラグをオンにすることなく処理を終了す
る（リターン）。
【０６２０】
　図４２は、本発明の実施の形態に従うフレンド認証処理のデータの流れについて説明す
る図である。
【０６２１】
　図４２を参照して、まず、自機からフレンドコードＦＣＤ１が送信される（シーケンス
ｓｑ２００）。そして、ゲーム装置３においてフレンドコードＦＣＤ１が受信される（シ
ーケンスｓｑ２０２）。
【０６２２】
　そして、次に、ゲーム装置３からフレンドコードＦＣＤ２が送信される（シーケンスｓ
ｑ２０４）。そして、自機においてフレンドコードＦＣＤ２が受信される（シーケンスｓ
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ｑ２０６）。
【０６２３】
　そして、自機においてフレンド確認が実行される（シーケンスｓｑ２０８）。具体的に
は、受信したフレンドコードＦＣＤ２がフレンドコードリスト保存領域８９に格納されて
いるかどうかが判断される。格納されている場合には、フレンド認証判定が成功（ＯＫ）
、格納されていない場合には、フレンド認証判定が失敗（ＮＧ）となる。そして、フレン
ド確認結果が自機からゲーム装置３に送信される（シーケンスｓｑ２１０）。また、ゲー
ム装置３において、フレンド確認が実行される（シーケンスｓｑ２１２）。具体的には、
受信したフレンドコードＦＣＤ１がフレンドコードリスト保存領域に格納されているかど
うかが判断される。格納されている場合には、フレンド認証判定が成功（ＯＫ）、格納さ
れていない場合には、フレンド認証判定が失敗（ＮＧ）となる。
【０６２４】
　そして、フレンド確認結果がゲーム装置３から自機に送信される（シーケンスｓｑ２１
４）。
【０６２５】
　そして、自機１側において、自機および他機におけるフレンド認証判定がＯＫであると
判断した場合にフレンドフラグがオンに設定される（シーケンスｓｑ２１６）。同様に、
ゲーム装置３側においてもゲーム装置３側およびゲーム装置１側におけるフレンド認証判
定がともにＯＫであると判断した場合にフレンドフラグがオンに設定される（シーケンス
ｓｑ２１８）。
【０６２６】
　なお、図４１におけるフレンド認証処理のフロー図は、ゲーム装置１側の処理について
説明したが、ゲーム装置３側の処理としては、ステップＳ４００の前にステップＳ４０４
の処理を実行し、ステップＳ４０８の前にステップＳ４１０の処理を実行する点で異なり
、その他の点については同様であるのでその詳細な点については繰り返さない。
【０６２７】
　なお、本例においては、自機におけるフレンドコードリスト保存領域８９にゲーム装置
３のフレンドコードが格納されているか否かに基づいてフレンド認証判定を実行する場合
について説明したが、例えば、自機内でフレンド認証判定を実行するのではなく、フレン
ドコードリストが格納されている外部の認証サーバ等で認証判定した結果を自機１側に通
知するような方式とすることも可能である。具体的には、外部のネットワークと接続され
ている無線アクセスポイント装置との間でデータ通信を行い、自機側から無線アクセスポ
イント装置を経由してネットワークと接続された認証サーバにフレンドコードを送信する
。そして、認証サーバでフレンド認証判定を実行した結果を無線アクセスポイント装置を
経由して、自機が受信する方式とすることが可能である。
【０６２８】
　＜送信スロット作成処理＞
　図４３は、本発明の実施の形態に従う送信スロット作成の処理について説明するフロー
図である。
【０６２９】
　図４３を参照して、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、交換データを授
受することが可能なアプリケーション（以下、交換データ授受アプリとも称する）を確認
する（ステップＳ４２０）。具体的には、上述したゲーム装置１側の送信無線フレームと
ゲーム装置３から送信された受信無線フレームとに基づくアプリケーションＩＤ判定によ
り、一致フラグがオンする全てのアプリケーションＩＤを確認する。アプリケーションＩ
Ｄ判定処理については上述したのと同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。すな
わち、アプリケーションＩＤの一致により交換データを授受可能なアプリケーションを把
握することが可能となる。また、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているアプリケーシ
ョンプログラムに対応する交換データのアプリケーションＩＤについて送信無線フレーム
内に含めないようにする処理とした場合には、上記処理によるアプリケーションＩＤの一
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致によるアプリケーションの把握とは別に、内蔵アプリ保存領域８４に内蔵されているア
プリケーションプログラムに対応する送信ＢＯＸに交換データが含まれているか否かを判
断して、含まれている場合には、当該アプリケーションも交換データ授受アプリに付加す
るようにすれば良い。以降の処理についてはメモリカード２６に格納されているアプリケ
ーションプログラムと、内蔵アプリ保存領域８４に格納されているアプリケーションプロ
グラムとで処理は異ならないため特段区別することなく説明する。
【０６３０】
　図４４は、送信無線フレームの比較に基づく交換データを授受することが可能なアプリ
（交換データ授受アプリとも称する）を確認する処理を模式的に説明する図である。
【０６３１】
　図４４を参照して、ここでは、リスト形式で示されており、自機側の送信無線フレーム
には、アプリＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，ＥのアプリケーションＩＤが格納されている場合が示され
ている。なお、上述したように、アプリケーションＩＤには、アプリＡに対応するＩＤデ
ータＩＤＤ０が格納されており、当該ＩＤデータに基づいてアプリＡが識別されることに
なるが、説明の簡略化のために以下の説明においては、ＩＤデータの代わりにアプリ名で
説明する。他のアプリケーションについても同様である。
【０６３２】
　また、各アプリケーションＩＤに含められている送受信条件データが示されている。当
該場合に交換データを授受することが可能なアプリについて説明する。
【０６３３】
　具体的には、アプリＡは、送受信条件データとして、いずれの条件でも通信が可能であ
るセンドフラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「１１」である場合が示されている。ま
た、アプリＢは、送受信条件データとして、双方向通信のみのセンドフラグおよびレシー
ブフラグがそれぞれ「００」である場合が示されている。アプリＣは、送受信条件データ
として、送信通信のみのセンドフラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「１０」である場
合が示されている。また、アプリＤは、送受信条件データとして、受信通信のみのセンド
フラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「０１」である場合が示されている。アプリＥは
、送受信条件データとして、受信通信のみのセンドフラグおよびレシーブフラグがそれぞ
れ「０１」である場合が示されている。
【０６３４】
　また、他機側の送信無線フレーム（受信無線フレーム）には、アプリＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，
ＦのアプリケーションＩＤが格納されている場合が示されている。また、各アプリケーシ
ョンＩＤに含められている送受信条件データが示されている。
【０６３５】
　具体的には、アプリＡは、送受信条件データとして、いずれの条件でも通信が可能であ
るセンドフラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「１１」である場合が示されている。ま
た、アプリＢは、送受信条件データとして、双方向通信のみのセンドフラグおよびレシー
ブフラグがそれぞれ「００」である場合が示されている。アプリＣは、送受信条件データ
として、受信通信のみのセンドフラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「０１」である場
合が示されている。また、アプリＤは、送受信条件データとして、送信通信のみのセンド
フラグおよびレシーブフラグがそれぞれ「１０」である場合が示されている。アプリＦは
、送受信条件データとして、いずれの条件でも通信が可能であるセンドフラグおよびレシ
ーブフラグがそれぞれ「１１」である場合が示されている。
【０６３６】
　そして、上述したアプリケーションＩＤ判定により、アプリケーションＩＤが一致する
とともに、送受信条件が合致するアプリケーション（アプリ）が交換データの授受が可能
なアプリと判断される。なお、本例においては、アプリケーションＩＤ判定において、第
２アルゴリズムに従うＩＤリスト比較に関して、説明の簡略化のために、交換条件データ
として、送受信条件データが一致する場合のみを考えたが、取得条件データ等、他の条件
も含めた判断により交換データ授受可能アプリを判断するようにしても良い。
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【０６３７】
　一例として、本例においては、送受信条件データのみを判断した場合、図３０で説明し
た方式に従えば、自機１側においては、アプリＡ，Ｂ，Ｃについて送受信条件データが合
致し、交換データ授受アプリと判断されるものとする。
【０６３８】
　同様に、ゲーム装置３側においては、アプリＡ，Ｂ，Ｄについて送受信条件データが合
致し、交換データ授受アプリと判断されるものとする。
【０６３９】
　再び、図４３を参照して、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、１
つ目の交換データ授受アプリの送信ＢＯＸをアクセスする（ステップＳ４２１）。例えば
、上記の図４４で説明した方式に従って、アプリＡが交換データ授受アプリである場合に
は、アプリＡに対応付けられて設けられた送信ＢＯＸＳＢＡがアクセスされる。
【０６４０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、フレンドフラグがオ
ンであるかどうかを判断する（ステップＳ４２２）。具体的には、図４０のフレンド認証
処理部３０４のフレンド認証処理（ステップＳ１４５）に従ってフレンドフラグがオンさ
れたかどうかを判断する。フレンドフラグがオンであるか否かに基づいて以降の処理が異
なる。
【０６４１】
　ステップＳ４２２において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、フレン
ドフラグがオンであると判断した場合（ステップＳ４２２においてＹＥＳ）には、次に、
送信ＢＯＸの先頭のデータを確認する（ステップＳ４２３）。具体的には、送信ＢＯＸス
ロットに格納された先頭のデータを確認する。
【０６４２】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、先頭のデータに格納
されている送信回数が１以上であるかどうかを判断する（ステップＳ４２４）。後述する
が送信回数が１以上でなければすなわち、送信回数が０の場合には、送信が終了している
ことを意味し、送信スロットには格納しない。
【０６４３】
　ステップＳ４２４において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、先頭の
データに格納されている送信回数が１以上であると判断した場合（ステップＳ４２４にお
いてＹＥＳ）には、次に、データに格納されているフレンドフラグデータがフレンドであ
るか、あるいはＡＮＹであるかどうかを判断する（ステップＳ４２５）。
【０６４４】
　ステップＳ４２５において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）はデータに
格納されているフレンドフラグデータがフレンドであるか、あるいはＡＮＹであると判断
した場合（ステップＳ４２５においてＹＥＳ）には、送信ＢＯＸの先頭のデータをコピー
する（ステップＳ４２６）。そして、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
メインメモリ３２の送信スロット保存領域９０に作成した送信スロットに当該コピーした
データを格納する（ステップＳ４２７）。
【０６４５】
　一方、ステップＳ４２４において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
先頭のデータに格納されている送信回数が１以上でないと判断した場合（ステップＳ４２
４においてＮＯ）には、送信ＢＯＸに格納された最後のデータまで確認したかどうかを判
断する（ステップＳ４３６）。
【０６４６】
　ステップＳ４３６において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信Ｂ
ＯＸに格納された最後のデータまで確認していないと判断した場合（ステップＳ４３６に
おいてＮＯ）には、送信ＢＯＸの次のデータを確認する（ステップＳ４３７）。そして、
再び、ステップＳ４２４に戻り、同様の処理を繰り返す。すなわち、送信回数が１回以上
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のデータが選択される。
【０６４７】
　また、ステップＳ４２５において、データに格納されているフレンドフラグデータがフ
レンドまたはＡＮＹでないと判断した場合（ステップＳ４２５においてＮＯ）にもステッ
プＳ４３６に進む。
【０６４８】
　そして、ステップＳ４３６において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、送信ＢＯＸに格納された最後のデータまで確認していないと判断した場合（ステップＳ
４３６においてＮＯ）には、送信ＢＯＸの次のデータを確認する（ステップＳ４３７）。
そして、再び、ステップＳ４２４に戻り、同様の処理を繰り返す。すなわち、フレンドフ
ラグデータがフレンドまたはＡＮＹのデータが選択される。
【０６４９】
　ステップＳ４３６において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信Ｂ
ＯＸに格納された最後のデータまで確認したと判断した場合（ステップＳ４３６において
ＹＥＳ）には、条件が一致するデータが無いため、ステップＳ４３４に進む。すなわち、
この場合には、送信スロットにデータはコピーされない。
【０６５０】
　次に、ステップＳ４２８において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
送信スロットに格納したデータのデータグループＩＤを確認する。
【０６５１】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信ＢＯＸに同一の
データグループＩＤのデータが有るかどうかを判断する（ステップＳ４２９）。
【０６５２】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信ＢＯＸに同一のデータグ
ループＩＤのデータが有ると判断した場合（ステップＳ４２９においてＹＥＳ）には、当
該データに格納されている送信回数が１以上であるかどうかを判断する（ステップＳ４３
０）。
【０６５３】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信回数が１以上であると判
断した場合（ステップＳ４３０においてＹＥＳ）には、次に、当該データに格納されてい
るフレンドフラグデータがフレンドであるか、あるいはＡＮＹであるかどうかを判断する
（ステップＳ４３１）。
【０６５４】
　ステップＳ４３１において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は当該デー
タに格納されているフレンドフラグデータがフレンドであるか、あるいはＡＮＹであると
判断した場合（ステップＳ４３１においてＹＥＳ）には、送信ＢＯＸの当該データをコピ
ーする（ステップＳ４３２）。そして、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、送信スロットに同一のデータＩＤグループのコピーしたデータを格納する（ステップＳ
４３３）。
【０６５５】
　当該処理により、送信スロットに送信ＢＯＸの１つのデータ（フレンドフラグはフレン
ド又はＡＮＹ）が格納される。そして、格納したデータのデータグループＩＤを確認して
、同一のデータグループＩＤのデータについてもフレンドフラグがフレンド又はＡＮＹの
場合には、同じスロットに格納される。すなわち、送信スロットに格納された複数のデー
タが１つの交換データとして送信されることになる。本例においては、データグループＩ
Ｄが一致するデータを１まとめにする処理をデータグルーピング処理とも称する。ここま
でで、フレンドフラグがオンである場合の１つの交換データ授受アプリの送信スロットの
作成が完了する。
【０６５６】
　一方、ステップＳ４２９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
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送信ＢＯＸに同一のデータグループＩＤのデータがないと判断した場合（ステップＳ４２
９においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進む。また、ステップＳ４３０において、Ｃ
ＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、データに格納されている送信回数が１以
上でないと判断した場合（ステップＳ４３０においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進
む。また、ステップＳ４３１において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、データに格納されているフレンドフラグデータがフレンドでないあるいはＡＮＹでない
と判断した場合（ステップＳ４３１においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進む。
【０６５７】
　一方、ステップＳ４２２において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
フレンドフラグがオンでないと判断した場合（ステップＳ４２２においてＮＯ）には、次
に、送信ＢＯＸの先頭のデータを確認する（ステップＳ４３８）。具体的には、送信ＢＯ
Ｘスロットに格納された先頭のデータを確認する。
【０６５８】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、先頭のデータに格納
されている送信回数が１以上であるかどうかを判断する（ステップＳ４３９）。後述する
が送信回数が１以上でなければすなわち、送信回数が０の場合には、送信が終了している
ことを意味し、送信スロットには格納しない。
【０６５９】
　ステップＳ４３９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、先頭の
データに格納されている送信回数が１以上であると判断した場合（ステップＳ４３９にお
いてＹＥＳ）には、次に、データに格納されているフレンドフラグデータが非フレンドで
あるか、あるいはＡＮＹであるかどうかを判断する（ステップＳ４４０）。
【０６６０】
　ステップＳ４４０において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）はデータに
格納されているフレンドフラグデータが非フレンドであるか、あるいはＡＮＹであると判
断した場合（ステップＳ４４０においてＹＥＳ）には、送信ＢＯＸの先頭のデータをコピ
ーする（ステップＳ４４１）。そして、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、送信スロットに当該コピーしたデータを格納する（ステップＳ４４２）。
【０６６１】
　一方、ステップＳ４３９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
先頭のデータに格納されている送信回数が１以上でないと判断した場合（ステップＳ４３
９においてＮＯ）には、送信ＢＯＸに格納された最後のデータまで確認したかどうかを判
断する（ステップＳ４４９）。
【０６６２】
　ステップＳ４４９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信Ｂ
ＯＸに格納された最後のデータまで確認していないと判断した場合（ステップＳ４４９に
おいてＮＯ）には、送信ＢＯＸの次のデータを確認する（ステップＳ４５０）。そして、
再び、ステップＳ４３９に戻り、同様の処理を繰り返す。すなわち、送信回数が１回以上
のデータが選択される。
【０６６３】
　また、ステップＳ４４０において、データに格納されているフレンドフラグデータが非
フレンドまたはＡＮＹでないと判断した場合（ステップＳ４４０においてＮＯ）にもステ
ップＳ４４９に進む。
【０６６４】
　そして、ステップＳ４４９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、送信ＢＯＸに格納された最後のデータまで確認していないと判断した場合（ステップＳ
４４９においてＮＯ）には、送信ＢＯＸの次のデータを確認する（ステップＳ４５０）。
そして、再び、ステップＳ４３９に戻り、同様の処理を繰り返す。すなわち、フレンドフ
ラグデータが非フレンドまたはＡＮＹのデータが選択される。
【０６６５】
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　ステップＳ４４９において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信Ｂ
ＯＸに格納された最後のデータまで確認したと判断した場合（ステップＳ４４９において
ＹＥＳ）には、条件が一致するデータが無いため、ステップＳ４３４に進む。すなわち、
この場合には、送信スロットにデータはコピーされない。
【０６６６】
　次に、ステップＳ４４３において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
送信スロットに格納したデータのデータグループＩＤを確認する。
【０６６７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信ＢＯＸに同一の
データグループＩＤのデータが有るかどうかを判断する（ステップＳ４４４）。
【０６６８】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信ＢＯＸに同一のデータグ
ループＩＤのデータが有ると判断した場合（ステップＳ４４４においてＹＥＳ）には、当
該データに格納されている送信回数が１以上であるかどうかを判断する（ステップＳ４４
５）。
【０６６９】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、送信回数が１以上であると判
断した場合（ステップＳ４４５においてＹＥＳ）には、次に、当該データに格納されてい
るフレンドフラグデータが非フレンドであるか、あるいはＡＮＹであるかどうかを判断す
る（ステップＳ４４６）。
【０６７０】
　ステップＳ４４６において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は当該デー
タに格納されているフレンドフラグデータが非フレンドであるか、あるいはＡＮＹである
と判断した場合（ステップＳ４４６においてＹＥＳ）には、送信ＢＯＸの当該データをコ
ピーする（ステップＳ４４７）。そして、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）
は、送信スロットに同一のデータＩＤグループのコピーしたデータを格納する（ステップ
Ｓ４４８）。
【０６７１】
　当該処理により、送信スロットに送信ＢＯＸの１つのデータ（フレンドフラグは非フレ
ンド又はＡＮＹ）が格納される。そして、格納したデータのデータグループＩＤを確認し
て、同一のデータグループＩＤのデータについてもフレンドフラグが非フレンド又はＡＮ
Ｙの場合には、同じスロットに格納される。すなわち、送信スロットに格納された複数の
データが１つの交換データとして送信されることになる。当該処理により、フレンドフラ
グがオンでない場合の１つの交換データ授受アプリの送信スロットの作成が完了する。
【０６７２】
　一方、ステップＳ４４４において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、
送信ＢＯＸに同一のデータグループＩＤのデータがないと判断した場合（ステップＳ４４
４においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進む。また、ステップＳ４４５において、Ｃ
ＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、データに格納されている送信回数が１以
上でないと判断した場合（ステップＳ４４５においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進
む。また、ステップＳ４４６において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は
、データに格納されているフレンドフラグデータが非フレンドでないあるいはＡＮＹでな
いと判断した場合（ステップＳ４４６においてＮＯ）には、ステップＳ４３４に進む。
【０６７３】
　次に、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、交換データ授受アプリが他に
あるかどうかを判断する（ステップＳ４３４）。
【０６７４】
　ステップＳ４３４において、ＣＰＵ３１（送信スロット作成処理部３０６）は、交換デ
ータ授受アプリが他にあると判断した場合には、次の交換データ授受アプリの送信ＢＯＸ
をアクセスする（ステップＳ４３５）。例えば、上記の図４４で説明した方式に従って、
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アプリＢが次の交換データ授受アプリである場合には、アプリＢに対応付けられて設けら
れた送信ＢＯＸＳＢＢがアクセスされる。そして、ステップＳ４２２に戻り、同様の処理
を繰り返す。
【０６７５】
　当該処理を繰り返すことにより、全ての交換データ授受アプリについて、送信ＢＯＸを
アクセスして送信スロットの作成処理が実行される。
【０６７６】
　図４５は、本発明の実施の形態に従う送信スロットの作成の概念図である。
　図４５を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに４つのデータが格納されている場合が示さ
れている。具体的には、ＩＤデータＩＤＤ０と、データグループＩＤＩＤＤ１と、データ
本体ＩＤＤ１０とで構成されるデータが示されている。２つ目のデータと、４つ目のデー
タのデータグループＩＤとは同じ値であり、それ以外のデータは、それぞれ異なるデータ
グループＩＤが設定されている。
【０６７７】
　なお、説明を簡易にするためここでは、フレンドフラグは考慮しないものとする。また
、送信回数も１回以上のデータが格納されているものとする。
【０６７８】
　上記の処理に従い、まず、図４５（Ａ）には、送信ＢＯＸの先頭（左端）のデータが確
認されて、１つ目のデータが送信スロットに格納された場合が示されている。
【０６７９】
　そして、次に、同一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されているかど
うかが判断され、同一のデータグループＩＤのデータは送信ＢＯＸに格納されていないた
め図４５（Ｂ）に示されるように、送信スロットの作成は完了する。
【０６８０】
　一方、図４５（Ｂ）で作成された送信スロットに格納された交換データが送信された後
、ここでは、一例として、図４５（Ｃ）には、送信ＢＯＸに３つのデータが格納されてい
る場合が示されている。
【０６８１】
　上記の処理と同様に、まず、送信ＢＯＸの先頭のデータが確認されて、１つ目のデータ
が送信スロットに格納される。そして、同一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸ
に格納されているかどうかが判断され、同一のデータグループＩＤの３つ目のデータが送
信ＢＯＸに格納されているため、送信ＢＯＸに当該データが格納されて送信スロットの作
成が完了する。
【０６８２】
　ここでは、データグループＩＤに基づくデータグルーピング処理について説明した。次
に、フレンドフラグに基づくデータグルーピング処理について説明する。
【０６８３】
　図４６は、本発明の実施の形態に従う別の送信スロットの作成の概念図である。
　図４６を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに３つのデータが格納されている場合が示さ
れている。具体的には、ＩＤデータＩＤＤ０と、データグループＩＤＩＤＤ１と、フレン
ドフラグデータＩＤＤ４と、データ本体ＩＤＤ１０とで構成されるデータが示されている
。
【０６８４】
　具体的には、ＩＤデータＩＤＤ０と、データグループＩＤＩＤＤ１とは全て共通であり
、フレンドフラグデータＩＤＤ４がそれぞれ異なる３つのデータが示されている。なお、
説明を簡易にするためここでは、送信回数は１回以上のデータが格納されているものとす
る。
【０６８５】
　まず、フレンドフラグがオンである場合（フレンド）について説明する。上記の処理に
従い、まず、送信ＢＯＸの先頭（左端）のデータが確認される。左端のデータのフレンド
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フラグはＡＮＹであるため、まず、最初に送信スロットに格納される。そして、次に、同
一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されているかどうかが判断され、同
一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されていると判断される。そして、
次に、データグループＩＤが同一であるデータについて、さらに、フレンドフラグがフレ
ンド又はＡＮＹに設定されているデータが送信ＢＯＸ格納されているかどうかが判断され
る。２番目のデータのフレンドフラグがフレンドであるため送信スロットにさらに格納さ
れ、送信スロットの作成は完了する。
【０６８６】
　また、フレンドフラグがオンでない場合（非フレンド）について説明する。上記の処理
に従い、まず、送信ＢＯＸの先頭（左端）のデータが確認される。左端のデータのフレン
ドフラグはＡＮＹであるため、まず、最初に送信スロットに格納される。そして、次に、
同一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されているかどうかが判断され、
同一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されていると判断される。そして
、次に、データグループＩＤが同一であるデータについて、さらに、フレンドフラグが非
フレンド又はＡＮＹに設定されているデータが送信ＢＯＸ格納されているかどうかが判断
される。３番目のデータのフレンドフラグが非フレンドであるため送信スロットにさらに
格納され、送信スロットの作成は完了する。
【０６８７】
　したがって、フレンドフラグを用いることにより、データグルーピング処理においてフ
レンド用の交換データおよび非フレンド用の交換データに切り分けて送信スロットを作成
することが可能となる。
【０６８８】
　図４７は、本発明の実施の形態に従う送信スロットの作成の具体例について説明する図
である。
【０６８９】
　図４７（Ａ）を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに３つのデータが格納されている場合
が示されている。
【０６９０】
　具体的には、３つのデータの共通のアプリＩＤは、「１２３４５６７８」である。また
、先頭および３番目のデータのデータグループＩＤは「１２３」、２番目のデータのデー
タグループＩＤは「４５６」である。また、先頭のデータのフレンドフラグデータは「フ
レンド」、２番目、３番目のフレンドフラグデータは「ＡＮＹ」である。また、１番目～
３番目のデータ本体はそれぞれ異なるためデータ本体ＩＤは、それぞれ「１００」、「２
００」、「３００」として割り当てられている場合が示されている。
【０６９１】
　図４７（Ｂ）を参照して、ここでは、相手がフレンドである場合の送信スロットの作成
の流れが示されている。
【０６９２】
　まず、（ｉ）送信ＢＯＸの先頭のデータを確認（チェック）する。（ｉｉ）次に、フレ
ンドフラグを確認（チェック）する。本例においては、フラグオンでフレンドフラグがフ
レンドであるため条件を満たす（ＴＲＵＥ）。したがって、送信スロットに入れる。（ｉ
ｉｉ）次のデータグループＩＤを確認（チェック）する。先頭のデータグループＩＤと、
データグループＩＤが異なる。したがって、送信スロットには入れない。（ｉｖ）次のデ
ータグループＩＤを確認（チェック）する。先頭のデータグループＩＤと、データグルー
プＩＤが同じである。すなわち、条件を満たす（ＴＲＵＥ）。したがって、送信スロット
には入れる。
【０６９３】
　図４７（Ｃ）を参照して、ここでは、相手が非フレンドである場合の送信スロットの作
成の流れが示されている。
【０６９４】
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　まず、（ｉ）送信ＢＯＸの先頭のデータを確認（チェック）する。（ｉｉ）次にフレン
ドフラグを確認（チェック）する。本例においては、フラグオフでフレンドフラグがフレ
ンドであるため条件を満たさない（ＦＡＬＳＥ）。したがって、送信スロットに入れない
。（ｉｉｉ）次のデータのフレンドフラグを確認（チェック）する。本例においては、フ
ラグオフでフレンドフラグがＡＮＹであるため条件を満たす（ＴＲＵＥ）。したがって、
送信スロットに入れる。（ｉｖ）次の、データグループＩＤを確認（チェック）する。２
番目のデータのデータグループＩＤと、データグループＩＤが異なる。したがって、送信
スロットには入れない。
【０６９５】
　図４８は、本発明の実施の形態に従う送信ＢＯＸに格納されたデータと、フレンドとの
関係について説明する図である。
【０６９６】
　図４８（Ａ）を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに４つのデータが格納されている場合
が示されている。
【０６９７】
　具体的には、４つのデータの共通のアプリＩＤは、「１２３４５６７８」である。また
、先頭および２番目のデータのデータグループＩＤは「１」、３番目および４番目のデー
タのデータグループＩＤは「２」である。また、先頭および３番目のデータのフレンドフ
ラグデータは「ＡＮＹ」、２番目および４番目のフレンドフラグデータは「フレンド」で
ある。また、１番目～４番目のデータ本体はそれぞれ異なるためデータ本体ＩＤは、それ
ぞれ「１００」、「２００」、「３００」、「４００」として割り当てられている場合が
示されている。１番目のデータ本体には、アイテムのデータが格納されているものとする
。また、２番目のデータ本体には、「プレゼントをあげます」のコメントデータが格納さ
れているものとする。３番目のデータ本体には、アイテム２のデータが格納されているも
のとする。また、４番目のデータ本体には、「レアなアイテムです」のコメントデータが
格納されているものとする。
【０６９８】
　フレンドフラグがオンである場合（フレンド）には、送信スロットに１番目と２番目の
データが格納される。１番目と２番目のデータが送信スロットから送信された後、２回目
の送信として、３番目と４番目のデータが送信スロットに格納される。したがって、当該
方式により、アイテムの送信に際して、フレンドに対してはコメントを付加したアイテム
の送信が可能となる。
【０６９９】
　一方、フレンドフラグがオフである場合（非フレンド）には、送信スロットに１番目の
データが格納される。１番目のデータが送信スロットから送信された後、２回目の送信と
して、３番目のデータが送信スロットに格納される。したがって、当該方式により、アイ
テムの送信に際して、非フレンドに対してはコメントを付加しないアイテムの送信が可能
となる。すなわち、フレンドか非フレンドかに従ってアイテムを送信する際に、コメント
の付加を変更することが可能となり、データ交換の興趣性が増す。
【０７００】
　図４８（Ｂ）を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに４つのデータが格納されている場合
が示されている。
【０７０１】
　具体的には、４つのデータの共通のアプリＩＤは、「１２３４５６７８」である。また
、４つのデータのデータグループＩＤは、共通の「１」である。また、先頭および２番目
のデータのフレンドフラグデータは「非フレンド」、３番目および４番目のフレンドフラ
グデータは「フレンド」である。また、１番目～４番目のデータ本体はそれぞれ異なるた
めデータ本体ＩＤは、それぞれ「１００」、「２１０」、「３００」、「４００」として
割り当てられている場合が示されている。１番目のデータ本体には、アイテムのデータが
格納されているものとする。また、２番目のデータ本体には、「誰かもらってください」
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のコメントデータが格納されているものとする。３番目のデータ本体には、アイテム２の
データが格納されているものとする。また、４番目のデータ本体には、「レアなアイテム
です」のコメントデータが格納されているものとする。
【０７０２】
　フレンドフラグがオンである場合（フレンド）には、送信スロットに３番目と４番目の
データが格納される。したがって、当該方式により、アイテムの送信に際して、フレンド
に対してはコメントとともにアイテム２の送信が可能となる。
【０７０３】
　一方、フレンドフラグがオフである場合（非フレンド）には、送信スロットに１番目と
２番目のデータが格納される。したがって、当該方式により、アイテムの送信に際して、
非フレンドに対してはコメントとともにアイテム１の送信が可能となる。すなわち、フレ
ンドか非フレンドに従って送信するアイテムの種類を変更することが可能となり、データ
交換の興趣性が増す。
【０７０４】
　図４８（Ｃ）を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに３つのデータが格納されている場合
が示されている。
【０７０５】
　具体的には、３つのデータの共通のアプリＩＤは、「１２３４５６７８」である。また
、３つのデータのデータグループＩＤは、共通の「１」である。また、先頭のデータのフ
レンドフラグデータは「非フレンド」、２番目のフレンドフラグデータは「ＡＮＹ」、３
番目のフレンドフラグデータは「フレンド」である。また、１番目～３番目のデータ本体
はそれぞれ異なるためデータ本体ＩＤは、それぞれ「２１０」、「１００」、「３１０」
として割り当てられている場合が示されている。１番目のデータ本体には、「誰かもらっ
てください」のコメントデータが格納されているものとする。２番目のデータ本体には、
アイテムのデータが格納されているものとする。また、３番目のデータ本体には、「○○
からのプレゼント！」のコメントデータが格納されているものとする。
【０７０６】
　フレンドフラグがオンである場合（フレンド）には、送信スロットに２番目と３番目の
データが格納される。したがって、当該方式により、アイテムの送信に際して、「○○か
らのプレゼント！」のコメントを付加することが可能となる。
【０７０７】
　一方、フレンドフラグがオフである場合（非フレンド）には、送信スロットに１番目と
２番目のデータが格納される。したがって、当該方式により、アイテムの送信に際して、
「誰かもらってください」のコメントを付加することが可能となる。すなわち、フレンド
か非フレンドかに従って送信するアイテムとともに付加するコメントの内容を変更するこ
とが可能となり、適切なコメントを付加してデータ交換の興趣性が増すことになる。
【０７０８】
　＜送信データリスト作成処理＞
　図４９は、本発明の実施の形態に従う送信データリストの作成処理について説明するフ
ロー図である。
【０７０９】
　図４９を参照して、ＣＰＵ３１（送信データリスト作成処理部３０８）は、送信スロッ
トを確認する（ステップＳ４６０）。具体的には、送信スロット保存領域９０に保存され
た、送信スロット作成処理部３０６により作成された交換データ授受アプリ毎の送信スロ
ットを確認する。
【０７１０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送信データリスト作成処理部３０８）は、各送信スロット
のデータを確認する（ステップＳ４６２）。具体的には、送信スロットに格納された各々
のデータのＩＤデータ、送受信条件データ、データサイズ等を確認する。
【０７１１】
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　そして、ＣＰＵ３１（送信データリスト作成処理部３０８）は、送信データリストを作
成する（ステップＳ４６４）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０７１２】
　図５０は、本発明の実施の形態に従う送信データリストについて説明する図である。
　本例では、図４４の比較に基づいて、自機側においてアプリＡ，Ｂ，Ｃが交換データ授
受アプリである場合について説明する。また、ゲーム装置３側において、アプリＡ，Ｂ，
Ｄが交換データ授受アプリである場合について説明する。
【０７１３】
　図５０（Ａ）に示されるように、ここでは、自機側の送信データリストが示されている
。
【０７１４】
　具体的には、アプリＡ，Ｂ，Ｃにそれぞれ対応する送受信条件データと、アプリＡ，Ｂ
，Ｃにそれぞれ対応して設けられた送信スロットに格納されたデータサイズが格納される
。また、ゲーム装置３が交換データを受信可能であるか否かを示すフラグ欄が設けられて
いる。
【０７１５】
　図５０（Ｂ）に示されるように、ここでは、ゲーム装置３側の送信データリストが示さ
れている。
【０７１６】
　具体的には、アプリＡ，Ｂ，Ｄにそれぞれ対応する送受信条件データと、アプリＡ，Ｂ
，Ｄに対応して設けられた送信スロットに格納されたデータサイズが格納される。また、
ゲーム装置３が交換データを受信可能であるか否かを示すフラグ欄が設けられている。
【０７１７】
　自機側で作成された送信データリストは、ゲーム装置３側に送信される。そして、ゲー
ム装置３側において、送信データリストにリストアップされた交換データの受信が可能で
あるかどうかを判断して、その結果をフラグ欄に書込んで返信する。
【０７１８】
　同様に、ゲーム装置３側で作成された送信データリスト（自機側からは受信データリス
トとも称する）が送信される。そして、自機側において、受信データリストにリストアッ
プされた交換データの受信が可能であるかどうかを判断して、その結果をフラグ欄に書込
んで返信する。
【０７１９】
　＜送受信データリスト分析処理＞
　図５１は、本発明の実施の形態に従う送受信データリスト分析処理について説明するフ
ロー図である。
【０７２０】
　図５１を参照して、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、送信デー
タリスト作成処理部３０８で作成した送信データリストを送信する（ステップＳ４６０）
。本例においては、ゲーム装置３に送信データリストを送信する。
【０７２１】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、受信データリ
ストを受信したかどうかを判断する（ステップＳ４６２）。具体的には、通信相手である
ゲーム装置３で作成され、送信された送信データリスト（受信データリスト）を受信した
かどうかを判断する。
【０７２２】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、受信データリ
ストを受信したと判断した場合（ステップＳ４６２においてＹＥＳ）には、受信データリ
ストの受信判定を実行する（ステップＳ４６４）。具体的には、受信データリストにリス
トアップされているゲーム装置３から送信される交換データを受信可能であるかどうかを
判断する。
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【０７２３】
　上述したように、アプリケーション毎に受信ＢＯＸの容量および受信可能なデータ個数
が規定されており、受信ＢＯＸの容量あるいは、受信可能なデータ個数を超えるようなデ
ータの受信はできない。
【０７２４】
　したがって、受信データリストにリストアップされている交換データのサイズと、対応
するアプリケーションの受信ＢＯＸの容量および受信可能なデータ個数を確認することに
より受信可能であるかどうかを判断する。
【０７２５】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、受信データリ
ストの更新処理を実行する（ステップＳ４６６）。
【０７２６】
　具体的には、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、受信可能である
と判断した場合には、ＯＫ判定フラグを当該受信データリストのフラグ欄に付加する処理
を実行する。一方、受信が不可能であると判断した場合には、ＮＧ判定フラグを当該受信
データリストのフラグ欄に付加する処理を実行する。
【０７２７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、更新した受信
データリストを送信する（ステップＳ４６８）。本例においては、ゲーム装置３に受信デ
ータリストを送信（返信）する。
【０７２８】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、更新された送信データ
リストを受信したかどうかを判断する（ステップＳ４７０）。ゲーム装置３側においても
自機側と同様の処理が実行される。すなわち、送信データリストにリストアップされてい
る交換データのサイズと、対応するアプリケーションの受信ＢＯＸの容量および受信可能
なデータ個数を確認することにより受信可能であるかどうかを判断する。そして、自機か
ら送信された送信データリストのフラグ欄にＯＫ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグが付
加されて、更新された送信データリストが返信されることになる。
【０７２９】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０）は、更新された送信データ
リストを受信したと判断した場合（ステップＳ４７０においてＹＥＳ）には、処理を終了
する（リターン）。
【０７３０】
　一方、ステップＳ４６２において、ＣＰＵ３１（送受信データリスト分析処理部３１０
）は、受信データリストを受信しなかったと判断した場合（ステップＳ４６２においてＮ
Ｏ）あるいは、更新された送信データリストを受信しなかったと判断した場合（ステップ
Ｓ４７０においてＮＯ）には、通信が遮断されたと判断して通信接続を切断する（ステッ
プＳ４７２）。そして、処理を終了する（エンド）。
【０７３１】
　図５２は、本実施の形態に従う送受信データリストの送受信の流れについて説明する図
である。
【０７３２】
　図５２を参照して、自機側から、作成された送信データリストが送信される（シーケン
スｓｑ２２０）。また、ゲーム装置３側から、作成された送信データリストが送信される
（シーケンスｓｑ２２２）。
【０７３３】
　そして、自機側において、ゲーム装置３から送信された送信データリスト（受信データ
リスト）を分析して、リストアップされている交換データが受信可能であるかどうかを判
断し、受信データリストを更新する（シーケンスｓｑ２２４）。
【０７３４】
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　本例においては、一例としてアプリＡ，Ｂ，Ｃについては、受信可能であるＯＫ判定フ
ラグがフラグ欄に付加された場合が示されている。
【０７３５】
　そして、更新した受信データリストを返信する（シーケンスｓｑ２２６）。
　また、ゲーム装置３側において、自機側から送信された送信データリストを分析して、
リストアップされている交換データが受信可能であるかどうかを判断し、受信データリス
トを更新する（シーケンスｓｑ２２８）。本例においては、一例として、アプリＡ，Ｂに
ついては、受信可能であるＯＫ判定フラグがフラグ欄に付加され、アプリＣについては、
受信が不可能であるＮＧ判定フラグがフラグ欄に付加された場合が示されている。
【０７３６】
　そして、更新した受信データリストを返信する（シーケンスｓｑ２３０）。
　当該処理により、自機側は、ゲーム装置３側で更新された送信データリストを受信し、
送信データリストのフラグ欄に書き込まれたＯＫ判定フラグあるいはＮＧ判定フラグに従
って実際に交換データを送受信するかどうかを判断することが可能となる。
【０７３７】
　本例においては、送信データリストに従って、アプリＡ，Ｂの送信は可能であるが、ア
プリＣの送信は不可能であると判断される。
【０７３８】
　また、自機側において、ゲーム装置３で作成された受信データリストを受信して、受信
が可能かどうかをフラグ欄に書込んで返信することにより、ゲーム装置３から実際に送信
される交換データを把握することが可能となる。
【０７３９】
　本例においては、受信データリストに従って、アプリＡ，Ｂ，Ｄの交換データがゲーム
装置３から送信され、自機側で受信するものとして把握することが可能である。
【０７４０】
　ゲーム装置３側についても同様である。
　具体的には、ゲーム装置３側においては、送信データリストに従って、アプリＡ，Ｂ，
Ｄの送信は可能であると判断される。
【０７４１】
　また、受信データリストに従って、アプリＡ，Ｂの交換データが自機側から送信され、
受信されるが、アプリＣの交換データは自機側からは送信されないもの（受信が不可能で
ある為）として把握することが可能である。
【０７４２】
　＜送受信実行処理＞
　図５３は、本発明の実施の形態に従う送受信実行処理について説明するフロー図である
。
【０７４３】
　本例における送受信実行処理は、主に、図８の送受信実行処理部３１２で実行されるが
、後述する送信データリスト送信判定処理（ステップＳ１５１）および受信データリスト
受信判定処理（ステップＳ１５５）は、図８のデータリスト判定部３１４で実行される処
理である。また、ステップＳ１５７において通信が終了したかどうかを判断して、ステッ
プＳ１５８において通信を切断する処理は、図８の通信切断処理部３１６で実行される処
理である。
【０７４４】
　図５３を参照して、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、送信処理を開始する（
ステップＳ１５０）。
【０７４５】
　ここで、送信処理に際し、互いに交換データの授受を実行する２つのゲーム装置のうち
一方が親機となり他方が子機となるが、本例においては、接続要求信号を出力した子機側
のゲーム装置から親機側のゲーム装置に交換データを出力するものとする。なお、本例に
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おいては、ゲーム装置１が子機となった場合の処理について説明する。そして、ゲーム装
置３が親機となった場合の処理について説明する。
【０７４６】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、自機が親機か子機かを判断するため
子機としての接続フラグがオンであるかどうかを判断する（ステップＳ１５０＃）。接続
フラグの設定に関しては、後述する。
【０７４７】
　そして、次に、子機としての接続フラグがオンである場合、すなわち、自機が子機であ
ると判断した場合（ステップＳ１５０＃においてＹＥＳ）には、ＣＰＵ３１（データリス
ト判定部３１４）は、送信データリストの送信可能なデータが全て送信されたかどうかを
判定する送信データリスト送信判定処理を実行する（ステップＳ１５１）。
【０７４８】
　図５４は、本発明の実施の形態に従う送信データリスト送信判定処理を説明するフロー
図である。
【０７４９】
　図５４を参照して、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、後述する送信完了フ
ラグがオンされているかどうかを判断する（ステップＳ４９０）。
【０７５０】
　ステップＳ４９０において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、送信完了フ
ラグがオンされていない場合（ステップＳ４９０においてＮＯ）には、送信データリスト
を確認する（ステップＳ４９２）。具体的には、送信データリストの送信可能なデータに
立てられる送信完了フラグを確認する。
【０７５１】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、送信データリストの送信
可能なデータが全て送信されたかどうかを判断する（ステップＳ４９４）。具体的には、
送信データリストの送信可能なデータに全ての送信完了フラグが立てられたかどうかを判
断する。
【０７５２】
　ステップＳ４９４において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、送信データ
リストの送信可能なデータが全て送信されたと判断した場合（ステップＳ４９４において
ＹＥＳ）には、送信完了フラグをオンに設定する（ステップＳ４９６）。そして、処理を
終了する（リターン）。
【０７５３】
　ステップＳ４９０において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、送信完了フ
ラグがオンされている場合（ステップＳ４９０においてＹＥＳ）には、送信データリスト
を確認する必要がなく処理を終了する（ＤＤに進む）。すなわち、ステップＳ１５３に進
む。
【０７５４】
　再び、図５３を参照して、次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、通信相手
（親機）に交換データを送信する（ステップＳ１５２）。具体的には、送信データリスト
の送信可能な交換データを送信する。なお、送信データリストの送信可能なデータについ
て、データサイズの小さい交換データから送信するようにしても良い。
【０７５５】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、送信データリストを更新する（ステ
ップＳ１５２＃）。具体的には、送信データリストにおいて、交換データを送信した場合
に当該交換データを送信した旨を示す送信ＯＫフラグを立てる。
【０７５６】
　一方、子機としての接続フラグがオンでない場合、すなわち、自機が親機であると判断
した場合（ステップＳ１５０＃においてＮＯ）には、「ＡＡ」に進む。「ＡＡ」以降の処
理は、親機側の処理であり後述する。
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【０７５７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、通信相手（親機）から交換
データを一定期間内に受信したかどうかを判断する（ステップＳ１５３）。
【０７５８】
　ステップＳ１５３において、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、通信相手（親
機）から交換データを一定期間内に受信したと判断した場合には（ステップＳ１５２にお
いてＹＥＳ）には、受信データリストを更新する（ステップＳ１５３＃）。具体的には、
受信データリストにおいて、交換データを受信した場合に当該交換データを受信した旨を
示す受信ＯＫフラグを立てる。
【０７５９】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、メインメモリ３２に交換データを格
納する（ステップＳ１５４）。なお、この時点においては、後述するデータ格納処理のた
めにメインメモリに一時的に格納し、アプリケーション毎に設けられた受信ＢＯＸには保
存しない。
【０７６０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信データリストの受信
可能なデータが全て受信されたかどうかを判定する受信データリスト受信判定処理を実行
する（ステップＳ１５５）。
【０７６１】
　図５５は、本発明の実施の形態に従う受信データリスト受信判定処理を説明するフロー
図である。
【０７６２】
　図５５を参照して、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信完了フラグがオ
ンされているかどうかを判断する（ステップＳ４８０）。
【０７６３】
　ステップＳ４８０において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信完了フ
ラグがオンされていない場合（ステップＳ４８０においてＮＯ）には、受信データリスト
を確認する（ステップＳ４８２）。具体的には、受信データリストの受信可能なデータに
立てられる受信完了フラグを確認する。
【０７６４】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信データリストの受信
可能なデータが全て受信されたかどうかを判断する（ステップＳ４８４）。具体的には、
受信データリストの受信可能なデータに全ての受信完了フラグが立てられたかどうかを判
断する。
【０７６５】
　ステップＳ４８４において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信データ
リストの受信可能なデータが全て受信されたと判断した場合（ステップＳ４８４において
ＹＥＳ）には、受信完了フラグをオンに設定する（ステップＳ４８６）。そして、処理を
終了する（リターン）。
【０７６６】
　ステップＳ４８０において、ＣＰＵ３１（データリスト判定部３１４）は、受信完了フ
ラグがオンされている場合（ステップＳ４８０においてＹＥＳ）には、受信データリスト
を確認する必要がなく処理を終了する（リターン）。
【０７６７】
　再び、図５３を参照して、次に、ＣＰＵ３１（通信切断処理部３１６）は、通信が終了
したかどうかを判断する（ステップＳ１５７）。具体的には、送信完了フラグおよび受信
完了フラグがともにオンである場合には、送受信が完了すなわち通信が終了したと判断す
る。また、通信が遮断された場合にも通信が終了したと判断する。
【０７６８】
　ＣＰＵ３１（通信切断処理部３１６）は、通信が終了したと判断した場合（ステップＳ
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１５７においてＹＥＳ）には、通信接続を切断する（ステップＳ１５８）。そして、処理
を終了する（リターン）。
【０７６９】
　一方、ＣＰＵ３１（通信切断処理部３１６）は、通信が終了していないと判断した場合
（ステップＳ１５７においてＮＯ）には、ステップＳ１５１に戻る。
【０７７０】
　次に、親機側の処理について説明する。
　なお、本例においては、ゲーム装置３が親機となった場合の処理について説明する。
【０７７１】
　図５６は、本発明の実施の形態に従う送受信実行処理について親機側の処理を部分的に
説明するフロー図である。
【０７７２】
　親機側の処理についても、子機側の処理とほぼ同様であり、受信および送信のタイミン
グが基本的に異なるのみである。
【０７７３】
　図５６を参照して、子機としての接続フラグがオンでない場合、すなわち、親機として
の接続フラグがオンであり自機が親機であると判断した場合（ステップＳ１５０＃におい
てＮＯ）には、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、通信相手（子機）から交換デ
ータを一定期間内に受信したかどうかを判断する（ステップＳ１７２）。
【０７７４】
　次に、ステップＳ１７２において、通信相手（子機）から一定期間内に交換データを受
信したと判断した場合（ステップＳ１７２においてＹＥＳ）には、受信データリストを更
新する（ステップＳ１７４）。具体的には、受信データリストにおいて、交換データを受
信した場合に当該交換データを受信した旨を示す受信ＯＫフラグを立てる。
【０７７５】
　次に、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、メインメモリ３２に交換データを格
納する（ステップＳ１７８）。なお、この時点においては、後述するデータ格納処理のた
めにメインメモリ３２に一時的に格納し、アプリケーション毎に設けられた受信ＢＯＸに
は保存しない。
【０７７６】
　そして、次に「ＢＢ」に進む。すなわち、図５３のステップＳ１５５に進む。以降の処
理については上述したのと同様である。
【０７７７】
　また、ステップＳ１７２において、ＣＰＵ３１（送受信実行処理部３１２）は、通信相
手（子機）から一定期間内に交換データを受信していないと判断した場合（ステップＳ１
７２においてＮＯ）には、次に、「ＣＣ」に進む。すなわち、図５３のステップＳ１５７
に進む。
【０７７８】
　そして、ステップＳ１５７において、ＣＰＵ３１（通信切断処理部３１６）は、通信が
終了したかどうかを判断し、送信完了フラグおよび受信完了フラグがともにオンでない場
合には、ステップＳ１５１に戻る。そして、当該処理を繰り返す。
【０７７９】
　図５７は、本発明の実施の形態に従う送受信実行処理のデータの流れについて説明する
図である。本例においては、図５２で説明した送信データリストおよび受信データリスト
に基づく送受信実行処理について説明する。
【０７８０】
　図５７を参照して、自機側から、ゲーム装置３側にアプリＡの交換データが送信される
（シーケンスｓｑ２３０）。当該交換データの送信処理に従い自機側の送信データリスト
のアプリＡに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、ゲーム装置３側において、ゲ
ーム装置３側の受信データリストのアプリＡに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
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【０７８１】
　次に、ゲーム装置３側から、自機側にアプリＡの交換データが送信される（シーケンス
ｓｑ２３２）。当該交換データの送信処理に従いゲーム装置３側の送信データリストのア
プリＡに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、自機側において、受信データリス
トのアプリＡに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０７８２】
　次に、自機側から、ゲーム装置３側にアプリＢの交換データが送信される（シーケンス
ｓｑ２３４）。当該交換データの送信処理に従い自機側の送信データリストのアプリＡに
対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、ゲーム装置３側において、ゲーム装置３側
の受信データリストのアプリＢに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０７８３】
　次に、ゲーム装置３側から、自機側にアプリＢの交換データが送信される（シーケンス
ｓｑ２３６）。当該交換データの送信処理に従いゲーム装置３側の送信データリストのア
プリＢに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、自機側において、受信データリス
トのアプリＡに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０７８４】
　そして、自機側においては、送信データリストは送信完了フラグがオンであるためデー
タの送信処理は行われず、受信完了フラグはオンではなくオフであるためデータの受信待
ち状態となる。
【０７８５】
　そして、ゲーム装置３側から、自機側にアプリＤの交換データが送信される（シーケン
スｓｑ２３８）。当該交換データの送信処理に従いゲーム装置３側の送信データリストの
アプリＤに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、自機側において、受信データリ
ストのアプリＤに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。これにより、自機側においては
、受信完了フラグがオンする。
【０７８６】
　したがって、自機側において、送信完了フラグおよび受信完了フラグがオンするため通
信が終了する。同様に、ゲーム装置３側においても、受信完了フラグおよび送信完了フラ
グがオンするため通信が終了する。
【０７８７】
　すなわち、上記処理により通信相手との間での交換データの授受処理が終了することに
なる。
【０７８８】
　なお、本例においては、アプリＡから順番に交互に自機側からゲーム装置３側に交換デ
ータが送信される場合について説明しているが、特にこの順番に限られず、送信データリ
ストの送信可能なデータについて、データサイズの小さい交換データから送信するように
して、データの送受信がなるべく成功するようにしても良い。
【０７８９】
　＜データ格納処理＞
　図５８は、本発明の実施の形態に従うデータ格納処理のフロー図である。
【０７９０】
　図５８を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストを確
認する（ステップＳ５００）。具体的には、自機側の送信データリストについて確認する
。なお、ステップＳ５００～Ｓ５０６の処理において、自機側の送信データリストにリス
トアップされたアプリケーションについて、送受信条件が満たされているか否かが判断さ
れる。なお、自機側の送信データリストには、交換データをゲーム装置３に送信するアプ
リケーションのみがリストアップされるため、交換データをゲーム装置３から受信のみす
るアプリケーションについてはリストアップされない。したがって、当該交換データをゲ
ーム装置３から受信のみするアプリケーションについて、受信条件を満たしているか否か
については、ステップＳ５０８～Ｓ５１４の処理で判断される。
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【０７９１】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストの１つを抽出する
（ステップＳ５０２）。
【０７９２】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ判定処理を
実行する（ステップＳ５０４）。
【０７９３】
　図５９は、本発明の実施の形態に従う送信データリストフラグ判定処理のフロー図であ
る。
【０７９４】
　図５９を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、抽出された１つの送信
データリストの送受信条件データ（センドフラグおよびレシーブフラグ）を確認する（ス
テップＳ５２０）。
【０７９５】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送受信条件データに従って条件が満
たされたかどうかを判定する送信データリストフラグ条件判定処理を実行する（ステップ
Ｓ５２２）。
【０７９６】
　図６０は、本発明の実施の形態に従う送信データリストフラグ条件判定処理のフロー図
である。
【０７９７】
　図６０を参照して、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグが「０，
０」であるかどうかを判断する（ステップＳ５４０）。すなわち、送受信条件データが双
方向通信（交換通信）のみであるかどうかを判断する。
【０７９８】
　ステップＳ５４０において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグ
が「０，０」であると判断した場合（ステップＳ５４０においてＹＥＳ）には、送信デー
タリストの送信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５４２）。
【０７９９】
　ステップＳ５４２において、送信データリストの送信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５４２においてＹＥＳ）には、受信データリストを確認する（ステップＳ
５４４）。具体的には、対応するアプリケーションの受信データリストを確認する。
【０８００】
　次に、受信データリストの受信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５
４６）。
【０８０１】
　ステップＳ５４６において、受信データリストの受信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５４６においてＹＥＳ）には、送受信ＯＫ判定とする（ステップＳ５４８
）。すなわち、送受信条件データが双方向通信（交換通信）のみであり、当該条件が満た
されたことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８０２】
　一方、ステップＳ５４２において、送信データリストの送信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５４２においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５５０）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（交換通信）のみであり、当該条件が満たさ
れなかったことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８０３】
　また、ステップＳ５４６において、受信データリストの受信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５４６においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５５０）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（交換通信）のみであり、当該条件が満たさ
れなかったことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
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【０８０４】
　次に、ステップＳ５４０において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブ
フラグが「０，０」でないと判断された場合（ステップＳ５４０においてＮＯ）には、送
受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグが「１，１」であるかどうかを判
断する（ステップＳ５５２）。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件
でも通信可）であるかどうかを判断する。
【０８０５】
　ステップＳ５５２において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグ
が「１，１」であると判断した場合（ステップＳ５５２においてＹＥＳ）には、送信デー
タリストの送信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５５４）。
【０８０６】
　ステップＳ５５４において、送信データリストの送信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５５４においてＹＥＳ）には、受信データリストを確認する（ステップＳ
５５６）。具体的には、対応するアプリケーションの受信データリストを確認する。
【０８０７】
　次に、受信データリストの受信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５
５８）。
【０８０８】
　ステップＳ５５８において、受信データリストの受信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５５８においてＹＥＳ）には、送受信ＯＫ判定とする（ステップＳ５６０
）。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、送信
および受信の当該条件がともに満たされたことを意味する。そして、処理を終了する（リ
ターン）。
【０８０９】
　一方、ステップＳ５５８において、受信データリストの受信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５５８においてＮＯ）には、送信ＯＫ判定とする（ステップＳ５５
９）。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、送
信条件のみが満たされたことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８１０】
　一方、ステップＳ５５４において、送信データリストの送信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５５４においてＮＯ）には、受信データリストを確認する（ステッ
プＳ５６１）。
【０８１１】
　具体的には、対応するアプリケーションの受信データリストを確認する。
　次に、受信データリストの受信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５
６２）。
【０８１２】
　ステップＳ５６２において、受信データリストの受信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５６２においてＹＥＳ）には、受信ＯＫ判定とする（ステップＳ５６３）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、受信条
件のみが満たされたことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８１３】
　一方、ステップＳ５６２において、受信データリストの受信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５６２においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５６４）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、送信条
件および受信条件のいずれの条件も満たされなかったことを意味する。そして、処理を終
了する（リターン）。
【０８１４】
　一方、ステップＳ５５２において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブ
フラグが「１，１」でないと判断した場合（ステップＳ５５２においてＮＯ）には、送受
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信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグが「１，０」であるかどうかを判断
する（ステップＳ５６５）。すなわち、送受信条件データが送信通信のみであるかどうか
を判断する。
【０８１５】
　ステップＳ５６５において、送受信条件データについて、センドフラグ，レシーブフラ
グが「１，０」であると判断した場合（ステップＳ５６５においてＹＥＳ）には、送信デ
ータリストの送信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５６６）。
【０８１６】
　ステップＳ５６６において、送信データリストの送信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５６６においてＹＥＳ）には、送信ＯＫ判定とする（ステップＳ５６７）
。すなわち、送受信条件データが送信通信のみであり、送信条件のみが満たされたことを
意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８１７】
　一方、ステップＳ５６６において、送信データリストの送信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５６６においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５６８）
。すなわち、送受信条件データが送信通信のみであり、送信条件を満たさなかったことを
意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８１８】
　なお、送受信条件データであるセンドフラグ，レシーブフラグが「０，１」の場合につ
いては、交換データは、当該送受信条件データは受信通信のみを意味するため、送信スロ
ットは形成されない。したがって、送信データリストには当該送受信条件データは存在し
ない。
【０８１９】
　再び、図５９を参照して、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信デー
タリストフラグ条件判定処理の判定結果が送受信ＯＫ判定であるかどうかを判断する（ス
テップＳ５２４）。
【０８２０】
　ステップＳ５２４において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリ
ストフラグ条件判定処理の判定結果が送受信ＯＫ判定であると判断（ステップＳ５２４に
おいてＹＥＳ）には、受信データを対応するアプリケーションの受信ＢＯＸに格納する（
ステップＳ５２６）。
【０８２１】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データ判定処理を実行する（ス
テップＳ５２８）。受信データ判定処理の詳細については後述する。
【０８２２】
　一方、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ条件判定処
理の判定結果が送受信ＯＫ判定でないと判断した場合（ステップＳ５２４においてＮＯ）
には、ステップＳ５３２に進む。
【０８２３】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ条
件判定処理の判定結果が送信ＯＫ判定であるかどうかを判断する（ステップＳ５３２）。
【０８２４】
　ステップＳ５３２において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリ
ストフラグ条件判定処理の判定結果が送信ＯＫ判定であると判断した場合（ステップＳ５
３２においてＹＥＳ）には、対応する送信ＢＯＸの交換データの送信回数を更新する（ス
テップＳ５３０）。具体的には、送信回数を１減算する。例えば、送信回数が２回である
場合には、当該送信回数は１回に更新される。当該送信回数は、送信スロットから交換デ
ータとして送信される回数を意味する。したがって、送信回数が０回となった場合には、
送信スロットから交換データとして送信されない。
【０８２５】
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　そして、次に、送信ＢＯＸのデータの配列を変更する（ステップＳ５３１）。具体的に
は、送信ＢＯＸにある送信スロットに格納して送信した交換データを最後尾に配置する。
なお、送信スロットに送信ＢＯＸから複数のデータが格納された場合においても、送信し
たデータ全てが送信ＢＯＸの最後尾に配置される。したがって、送信ＢＯＸに配置された
データが順番に送信されることになる。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８２６】
　一方、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ条件判定処
理の判定結果が送信ＯＫ判定でないと判断した場合（ステップＳ５３２においてＮＯ）に
は、ステップＳ５３３に進む。
【０８２７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ条
件判定処理の判定結果が受信ＯＫ判定であるかどうかを判断する（ステップＳ５３３）。
ステップＳ５３３において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリス
トフラグ条件判定処理の判定結果が受信ＯＫ判定であると判断した場合（ステップＳ５３
３においてＹＥＳ）には、受信データを対応するアプリケーションの受信ＢＯＸに格納す
る（ステップＳ５３４）。そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受
信データ判定処理を実行する（ステップＳ５３５）。受信データ判定処理の詳細について
は後述する。
【０８２８】
　一方、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストフラグ条件
判定処理の判定結果が受信ＯＫ判定でないと判断した場合（ステップＳ５３３においてＮ
Ｏ）には、ＮＧ判定かどうかを判断する（ステップＳ５３６）。
【０８２９】
　そして、ステップＳ５３６において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、ＮＧ
判定であると判断した場合（ステップＳ５３６においてＹＥＳ）には、受信データが有る
かどうかを判断する（ステップＳ５３７）。
【０８３０】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データがあると判断した場合（
ステップＳ５３７においてＹＥＳ）には、メインメモリから当該受信データを削除する（
ステップＳ５３８）。
【０８３１】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　そして、ステップＳ５３６において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、ＮＧ
判定でないと判断した場合（ステップＳ５３６においてＮＯ）あるいは、ステップＳ５３
７において、受信データが無いと判断した場合（ステップＳ５３７においてＮＯ）には、
処理を終了する（リターン）。
【０８３２】
　再び、図５８を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリス
トの確認が全て終了したかどうかを判断する（ステップＳ５０６）。具体的には、送信デ
ータリストの全てについて確認が終了したかどうかを判断する。
【０８３３】
　ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストの全てについて確認が終
了していないと判断した場合（ステップＳ５０６においてＮＯ）には、ステップＳ５０２
に戻り、次の送信データリストの１つを抽出して、同様の処理を繰り返す。
【０８３４】
　ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送信データリストの全てについて確認が終
了したと判断した場合（ステップＳ５０６においてＹＥＳ）には、送信データリストにリ
ストアップされていないアプリケーションに対応する受信データリストを確認する（ステ
ップＳ５０８）。上述したように、自機側の送信データリストには、交換データをゲーム
装置３に送信するアプリケーションのみがリストアップされる。したがって、上記処理に
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おいては、自機側の送信データリストにリストアップされたアプリケーションの交換デー
タの送受信条件のみが判断されるため、交換データをゲーム装置３から受信のみするアプ
リケーションについてはリストアップされない。したがって、自機側の送信データリスト
にリストアップされない、ゲーム装置３から受信のみするアプリケーションについて判断
する。
【０８３５】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、当該受信データリストの１つを抽出
する（ステップＳ５１０）。
【０８３６】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データリストフラグ判定処理を
実行する（ステップＳ５１２）。
【０８３７】
　図６１は、本発明の実施の形態に従う受信データリストフラグ判定処理について説明す
るフロー図である。
【０８３８】
　図６１を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、送受信条件データを確
認する（ステップＳ５７０）。
【０８３９】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データリストフラグ条件判定処
理を実行する（ステップＳ５７２）。
【０８４０】
　図６２は、本発明の実施の形態に従う受信データリストフラグ条件判定処理のフロー図
である。
【０８４１】
　上述したように、交換データをゲーム装置３から受信のみするアプリについて判断する
必要があるため、ゲーム装置３から送信される送信データリストにおいて判断する必要の
ある送受信条件データは、「１，０」と、「１，１」の２つである。
【０８４２】
　図６２を参照して、送受信条件データについてまず、センドフラグ，レシーブフラグが
「１，０」であるかどうかを判断する（ステップＳ５８０）。すなわち、ゲーム装置３に
おける送受信条件データが送信通信のみであるかどうかを判断する。
【０８４３】
　ステップＳ５８０において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグ
が「１，０」であると判断した場合（ステップＳ５８０においてＹＥＳ）には、受信デー
タリストの受信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５８２）。
【０８４４】
　ステップＳ５８２において、受信データリストの受信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５８２においてＹＥＳ）には、受信ＯＫ判定とする（ステップＳ５８４）
。すなわち、ゲーム装置３における送受信条件データが送信通信のみであり、当該条件が
満たされたことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８４５】
　一方、ステップＳ５８２において、受信データリストの受信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５８２においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５８５）
。すなわち、ゲーム装置３における送受信条件データが送信通信のみであり、当該条件が
満たされなかったことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８４６】
　次に、ステップＳ５８０において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブ
フラグが「１，０」でないと判断された場合（ステップＳ５８０においてＮＯ）には、送
受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグが「１，１」であるかどうかを判
断する（ステップＳ５８６）。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件
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でも通信可）であるかどうかを判断する。
【０８４７】
　ステップＳ５８６において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブフラグ
が「１，１」であると判断した場合（ステップＳ５８６においてＹＥＳ）には、受信デー
タリストの受信フラグがＯＫであるかどうかを判断する（ステップＳ５８７）。
【０８４８】
　ステップＳ５８７において、受信データリストの受信フラグがＯＫであると判断した場
合（ステップＳ５８７においてＹＥＳ）には、受信ＯＫ判定とする（ステップＳ５８８）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、受信条
件が満たされたことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８４９】
　一方、ステップＳ５８７において、受信データリストの受信フラグがＯＫでないと判断
した場合（ステップＳ５８７においてＮＯ）には、ＮＧ判定とする（ステップＳ５８９）
。すなわち、送受信条件データが双方向通信（いずれの条件でも通信可）であり、当該条
件が満たされなかったことを意味する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８５０】
　一方、ステップＳ５８６において、送受信条件データについてセンドフラグ，レシーブ
フラグが「１，１」でないと判断した場合（ステップＳ５８６においてＮＯ）には、処理
を終了する（リターン）。
【０８５１】
　再び、図６１を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信ＯＫ判定で
あるかどうかを判断する（ステップＳ５７４）。
【０８５２】
　ステップＳ５７４において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信ＯＫ判定
である場合（ステップＳ５７４においてＹＥＳ）には、受信データを対応するアプリケー
ションの受信ＢＯＸに格納する（ステップＳ５７６）。
【０８５３】
　そして、受信データ判定処理を実行する（ステップＳ５７８）。受信データ判定処理の
詳細については後述する。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８５４】
　一方、ステップＳ５７４において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信Ｏ
Ｋ判定でないすなわちＮＧ判定であると判断した場合（ステップＳ５７４においてＮＯ）
には、処理を終了する（リターン）。
【０８５５】
　再び、図５８を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データリス
トの確認が全て終了したかどうかを判断する（ステップＳ５１４）。
【０８５６】
　ステップＳ５１４において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データリ
ストの確認が全て終了していないと判断した場合（ステップＳ５１４においてＮＯ）には
、ステップＳ５１０に戻り、次の受信データリストの１つを抽出して、同様の処理を繰り
返す。
【０８５７】
　そして、ステップＳ５１４において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信
データリストの確認が全て終了したと判断した場合（ステップＳ５１４においてＹＥＳ）
には、送信スロットを削除する（ステップＳ５１６）。そして、処理を終了する（リター
ン）。
【０８５８】
　図６３は、本発明の実施の形態に従う送受信実行処理のデータの流れについて説明する
別の図である。本例においては、図５２で説明した送信データリストおよび受信データリ
ストに基づく送受信実行処理について説明する。
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【０８５９】
　図６３を参照して、自機側から、ゲーム装置３側にアプリＡの交換データが送信される
（シーケンスｓｑ２４０）。当該交換データの送信処理に従い自機側の送信データリスト
のアプリＡに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、ゲーム装置３側において、ゲ
ーム装置３側の受信データリストのアプリＡに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０８６０】
　次に、ゲーム装置３側から、自機側にアプリＡの交換データが送信される（シーケンス
ｓｑ２４２）。当該交換データの送信処理に従いゲーム装置３側の送信データリストのア
プリＡに対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、自機側において、受信データリス
トのアプリＡに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０８６１】
　次に、自機側から、ゲーム装置３側にアプリＢの交換データが送信される（シーケンス
ｓｑ２４４）。当該交換データの送信処理に従い自機側の送信データリストのアプリＢに
対応して送信ＯＫフラグが立てられる。また、ゲーム装置３側において、ゲーム装置３側
の受信データリストのアプリＢに対応して受信ＯＫフラグが立てられる。
【０８６２】
　この後、通信不良により例えば通信が遮断されたものとする。
　そして、ゲーム装置３側から、自機側にアプリＢの交換データを送信しようとするが、
通信が遮断されて送信できなかったものとする（シーケンスｓｑ２４６）。当該交換デー
タの送信処理に従いゲーム装置３側の送信データリストのアプリＢに対応して送信ＮＧフ
ラグが立てられる。
【０８６３】
　また、自機側において、受信データリストのアプリＢに対応して受信ＮＧフラグが立て
られる。
【０８６４】
　以降、アプリＤの交換データも送信できないため送信ＮＧフラグが立てられる。また、
自機側において、受信データリストのアプリＤに対応して受信ＮＧフラグが立てられる。
【０８６５】
　すなわち、アプリＡについては通信相手との間での交換データの授受処理が実行され、
アプリＢについては中断したものとする。アプリＣ，Ｄについても処理は実行されなかっ
たものとする。
【０８６６】
　図６４は、本発明の実施の形態に従うデータ格納処理における受信データの受信ＢＯＸ
への格納について説明する概念図である。
【０８６７】
　本例においては、図６３で説明した送受信実行処理の場合について説明する。
　図６４を参照して、自機側のアプリＡについては、送受信条件データは「１，１」であ
り、双方向通信（いずれの条件でも通信可）が設定されている。そして、送信データリス
トおよび受信データリストについては、送信ＯＫフラグおよび受信ＯＫフラグが立てられ
ているため送受信ＯＫ判定となる。したがって、送受信ＯＫ判定であるため受信データが
アプリＡに対応付けられて設けられた受信ＢＯＸに格納される。
【０８６８】
　一方、自機側のアプリＢについては、送受信条件データは「０，０」であり、双方向通
信（交換通信）のみに設定されている。そして、送信データリストおよび受信データリス
トについては、送信ＯＫフラグおよび受信ＮＧフラグが立てられているためＮＧ判定とな
る。したがって、ＮＧ判定であるため交換不成立として処理を終了する。なお、自機側の
アプリＢについては受信できていないためメインメモリから受信データは削除されない。
【０８６９】
　なお、アプリＣ，Ｄについても同様の方式に従ってＮＧ判定となり、通信不成立として
処理を終了する。



(94) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

【０８７０】
　ゲーム装置３側のアプリＡについては、送受信条件データは「１，１」であり、双方向
通信（いずれの条件でも通信可）が設定されている。そして、送信データリストおよび受
信データリストについては、送信ＯＫフラグおよび受信ＯＫフラグが立てられているため
送受信ＯＫ判定となる。したがって、送受信ＯＫ判定であるため受信データがアプリＡに
対応付けられて設けられた受信ＢＯＸに格納される。
【０８７１】
　一方、ゲーム装置３側のアプリＢについては、送受信条件データは「０，０」であり、
双方向通信（交換通信）のみに設定されている。そして、送信データリストおよび受信デ
ータリストについては、送信ＮＧフラグおよび受信ＯＫフラグが立てられているためＮＧ
判定となる。したがって、ＮＧ判定であり、交換不成立として処理を終了する。なお、ゲ
ーム装置３のアプリＢについてはメインメモリに受信データが格納されている。したがっ
て、メインメモリから受信データが削除されて、アプリＢに対応付けられて設けられた受
信ＢＯＸには格納されない。
【０８７２】
　なお、アプリＣ，Ｄについても同様の方式に従ってＮＧ判定となり、通信不成立として
処理を終了する。
【０８７３】
　したがって、自機側およびゲーム装置３側においても、アプリＡについては、送受信条
件データを満たすため送受信が成功として処理される。したがって、通信が途中で遮断さ
れた場合であっても、送受信条件データを確認して、通信が成功したと判断される場合に
は、当該処理は有効とすることが可能であるため適切にデータの授受を実行することが可
能となる。
【０８７４】
　一方、アプリＢについては、自機側およびゲーム装置３側において、送受信条件データ
を満たさないため通信エラーとして処理される。すなわち、通信が途中で遮断されて受信
データのみ受信される、あるいは送信データのみが送信されるような場合であっても通信
エラーを適切に判断して、当該処理は無効とすることが可能であるため適切にデータの授
受を実行することが可能となる。
【０８７５】
　アプリＣ，Ｄについても同様である。
　図６５は、本発明の実施の形態に従うデータ格納処理における交換データの送信回数の
更新および配列の変更について説明する概念図である。
【０８７６】
　図６５を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに４つのデータが格納されている場合が示さ
れている。なお、説明を簡易にするためここでは、送信ＢＯＸに格納されている交換デー
タのデータ構造として、ＩＤデータＩＤＤ０、データグループＩＤＩＤＤ１、送信回数Ｉ
ＤＤ７と、データ本体ＩＤＤ１０とが示されている。なお、本例においては、２回のデー
タ送信の送信スロットおよび送信ＢＯＸのデータの流れについて説明する。図６５（Ａ）
および（Ｂ）は、１回目のデータ送信である。図６５（Ｃ）および（Ｄ）は、２回目のデ
ータ送信である。
【０８７７】
　上述した処理に従い、まず、図６５（Ａ）に示されるように、送信ＢＯＸの先頭（左端
）のデータが確認されて、１つ目のデータが送信スロットに格納された場合が示されてい
る。なお、１つ目のデータの送信回数は２回に設定されている。なお、データの送信回数
は、図９の通信条件設定処理（ステップＳ７）で設定されたものである。
【０８７８】
　そして、上述した処理に従い、同一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納
されているかどうかが判断され、同一のデータグループＩＤのデータは送信ＢＯＸに格納
されていないため送信スロットの作成は完了する。
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【０８７９】
　そして、図６５（Ｂ）に示されるように、送信スロットに格納された交換データが送信
された後、データ格納処理により、送信ＢＯＸの先頭のデータが送信ＢＯＸの最後尾に配
置される場合が示されている。そして、送信回数は２回から１回に更新される。
【０８８０】
　図６５（Ｃ）は、２回目のデータ送信の際に、送信ＢＯＸの先頭（左端）のデータが確
認されて、１つ目のデータが送信スロットに格納され、そして、上述した処理に従い、同
一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されているかどうかが判断され、同
一のデータグループＩＤのデータが送信ＢＯＸに格納されているため、３つ目のデータが
さらに送信スロットに格納されて、送信スロットの作成は完了する。なお、１つ目および
３つ目のデータの送信回数は１回に設定されている。
【０８８１】
　そして、図６３（Ｄ）に示されるように、送信スロットに格納された交換データが送信
された後、データ格納処理により、送信ＢＯＸの先頭の１つ目のデータおよび３つ目のデ
ータが送信ＢＯＸの最後尾に配置される場合が示されている。そして、送信回数は１回か
ら０回に更新される。
【０８８２】
　したがって、送信ＢＯＸに配置されたデータが順番に送信されることになり、同じ交換
データが送信されることを抑制して、交換データの送受信の興趣性が増す。
【０８８３】
　（データ伝播処理）
　次に、本発明の実施の形態に従うデータの伝播の方式について説明する。
【０８８４】
　図６６は、本発明の実施の形態に従う受信データ判定処理のフロー図である。
　図６６を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、受信データを受信ＢＯ
Ｘに格納した後、当該格納した受信データの伝播回数を確認する（ステップＳ５９０）。
【０８８５】
　次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、伝播条件を満たしているか、本例に
おいては、伝播回数が０より大きいかどうかを判断する（ステップＳ５９２）。
【０８８６】
　ステップＳ５９２において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、伝播条件を満
たしている場合、すなわち、本例においては、伝播回数が０より大きいと判断した場合（
ステップＳ５９２においてＹＥＳ）には、伝播回数を更新する（ステップＳ５９３）。具
体的には、伝播回数を１減算する。例えば、伝播回数が１回である場合には、当該伝播回
数は０回に更新される。当該伝播回数は、受信データが伝播される回数を意味する。した
がって、伝播回数が０回となった場合には、当該伝播回数の受信データを受信したゲーム
装置は、他のゲーム装置の当該受信データを伝播（送信）しない。
【０８８７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、伝播条件を満たしていると
判断した場合には、伝播回数を更新した受信データをコピーして、送信ＢＯＸに格納する
（ステップＳ５９４）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０８８８】
　一方、ステップＳ５９２において、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、伝播条
件を満たしていないと判断した場合、すなわち、伝播回数が０より大きくないと判断した
場合（ステップＳ５９２においてＮＯ）には、ステップＳ５９３，５９４の処理をスキッ
プして処理を終了する（リターン）。
【０８８９】
　すなわち、伝播条件を満たしている（伝播回数が０より大きい値が設定された）受信デ
ータを受信した場合には、当該受信データがコピーされて送信ＢＯＸに格納されることに
なる。すなわち、送信ＢＯＸに格納されて送信スロットに格納されることになるため、ユ
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ーザが意識することなく当該受信データが自動的に別のゲーム装置にさらに送信されるこ
とになる。
【０８９０】
　なお、本例においては、一例として、受信データを受信ＢＯＸに格納した後、当該格納
した受信データの伝播回数を確認して、伝播条件を満たしているか否かに基づいて送信Ｂ
ＯＸに格納する場合について説明するが、受信ＢＯＸに格納する前に当該受信データの判
定処理を実行するようにしても良い。具体的には、ステップＳ５７８の受信データ判定処
理をステップＳ５７４とステップＳ５７６との間において実行するようにしても良い。
【０８９１】
　図６７は、本発明の実施の形態に従う伝播条件を満たしている受信データの流れについ
て説明する図である。
【０８９２】
　図６７を参照して、メインメモリに一時的に格納された受信データは、対応するアプリ
ケーションＡに対して設けられた受信ＢＯＸに格納される。そして、上記の図６６の処理
に従い受信データの伝播回数が確認される。本例においては、受信データの伝播回数は０
より大きいものとする。したがって、当該受信データがコピーされて、対応するアプリケ
ーションに設けられた送信ＢＯＸに格納される。本例においては、アプリＡの受信データ
が受信ＢＯＸと、送信ＢＯＸに格納される場合が示されている。
【０８９３】
　図６８は、本発明の実施の形態に従う伝播回数が０より大きい交換データが送信ＢＯＸ
に格納されている場合の処理について説明する概念図である。
【０８９４】
　図６８を参照して、ここでは、送信ＢＯＸに１つのデータが格納されている場合が示さ
れている。なお、説明を簡易にするためここでは、送信ＢＯＸに格納されている交換デー
タのデータ構造として、ＩＤデータＩＤＤ０、データグループＩＤＩＤＤ１、送信回数Ｉ
ＤＤ７と、伝播回数ＩＤＤ８と、データ本体ＩＤＤ１０とが示されている。なお、本例に
おいては、図６８（Ａ）および（Ｂ）は、自機における処理である。図６８（Ｃ）および
（Ｄ）は、ゲーム装置３等の他機における処理である。
【０８９５】
　上述した処理に従い、まず、図６８（Ａ）に示されるように、送信ＢＯＸの先頭（左端
）のデータが確認されて、１つ目のデータが送信スロットに格納された場合が示されてい
る。なお、１つ目のデータの送信回数は１回、伝播回数は２回に設定されている。なお、
データの送信回数および伝播回数は、図９の通信条件設定処理（ステップＳ７）で設定さ
れたものである。また、当該通信条件設定処理において、伝播回数が０より大きい場合に
は、送信回数は１より大きい数には設定できないものとする。
【０８９６】
　そして、図６８（Ｂ）に示されるように、送信スロットに格納された交換データが送信
された後、データ格納処理により、送信ＢＯＸの先頭のデータが送信ＢＯＸの最後尾に配
置される場合が示されている。そして、送信回数は１回から０回に更新される。したがっ
て、当該データは送信回数が０回であるため、送信ＢＯＸから送信スロットにコピーされ
て格納されることはない。
【０８９７】
　図６８（Ｃ）は、例えば、ゲーム装置３等の他機において、自機から送信された受信デ
ータを受信して、受信ＢＯＸに格納した場合が示されている。
【０８９８】
　そして、受信ＢＯＸにおいて、伝播回数が確認され、伝播回数が２回であるため伝播回
数を１回に更新して、送信ＢＯＸにコピーして格納した場合が示されている。
【０８９９】
　図６８（Ｄ）は、ゲーム装置３等の他機において、送信ＢＯＸに格納された伝播回数が
１回のデータが再び、送信スロットに格納された場合が示されている。



(97) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

【０９００】
　そして、図６８（Ｅ）に示されるように、ゲーム装置３等の他機において、送信スロッ
トに格納された交換データが送信された後、データ格納処理により、送信ＢＯＸの先頭の
データが送信ＢＯＸの最後尾に配置される場合が示されている。そして、送信回数は１回
から０回に更新される。したがって、当該データは送信回数が０回であるため、送信ＢＯ
Ｘから送信スロットにコピーされて格納されることはない。当該処理が交換データが伝播
される毎に各ゲーム装置で行われることになる。
【０９０１】
　図６９は、本発明の実施の形態に従う交換データの伝播の概念図について説明する図で
ある。
【０９０２】
　図６９を参照して、本例においては、自機１と、ゲーム装置２～４とがそれぞれ設けら
れている場合が示されている。
【０９０３】
　本例においては、交換データが伝播されるため伝播データとして説明する。例えば、当
該伝播データの伝播回数は自機１で設定されたものとする。なお、送信回数は１回に設定
されているものとする。
【０９０４】
　自機１から伝播回数が２に設定された伝播データは、ゲーム装置３に送信される。そし
て、ゲーム装置３から伝播回数が１に設定された伝播データがゲーム装置２に送信される
。そして、ゲーム装置２から伝播回数が０に設定された伝播データがゲーム装置４に送信
される。
【０９０５】
　したがって、自機１からゲーム装置３に送信された伝播データ（伝播回数２回）は、ゲ
ーム装置３から他のゲーム装置を介して２回伝播されることになる。
【０９０６】
　したがって、交換データが伝播される回数を設定することができ、交換データの送受信
の興趣性が増す。
【０９０７】
　さらに、伝播回数を設定することにより、無制限に交換データが伝播されることを抑制
することが可能となり、交換データを送信する送信者の意図を反映したデータ通信が可能
となる。さらに、伝播回数を設定することにより無制限に交換データが伝播されることを
抑制して、通信トラフィック量を減らすことが可能となる。
【０９０８】
　＜ＭＡＣアドレス保存処理＞
　図７０は、本実施の形態に従うＭＡＣアドレス保存処理のフロー図である。
【０９０９】
　図７０を参照して、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、受信データ保存
領域８２の各受信ＢＯＸの少なくとも１つに変更があったかどうかを判断する（ステップ
Ｓ６００）。
【０９１０】
　ステップＳ６００において、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、受信デ
ータ保存領域８２の各受信ＢＯＸの少なくとも１つに変更がなかったと判断した場合（ス
テップＳ６００においてＮＯ）には、次に、交換データ保存領域８０の各送信ＢＯＸの少
なくとも１つに変更があったかどうかを判断する（ステップＳ６０２）。
【０９１１】
　そして、ステップＳ６００において、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は
、受信データ保存領域８２の各受信ＢＯＸの少なくとも１つに変更があったと判断した場
合（ステップＳ６００においてＹＥＳ）あるいは、交換データ保存領域８０の各送信ＢＯ
Ｘの少なくとも１つに変更があったと判断した場合（ステップＳ６０２においてＹＥＳ）
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には、保存用データメモリ３４に設けられているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に、
通信相手を識別するＭＡＣアドレスを保存する（ステップＳ６０４）。当該ＭＡＣアドレ
スリスト保存領域８８に保存されたＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリストの一部に含め
られ上述した通信設定処理で用いられることになる。
【０９１２】
　一方、ステップＳ６０２において、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、
受信ＢＯＸおよび送信ＢＯＸのいずれにも変更が無かったと判断した場合（ステップＳ６
００においてＮＯ）には、通信相手を識別するＭＡＣアドレスを保存することなく、処理
を終了する（リターン）。したがって、この場合には、交換データを適切に取得すること
ができなかったためＭＡＣアドレスリスト保存領域７０にＭＡＣアドレスを保存されない
。したがって、再度、携帯端末間通信に従って上述した処理を実行して、交換データのデ
ータ授受処理を再開することが可能である。
【０９１３】
　なお、本例においては、少なくとも１つの受信ＢＯＸあるいは送信ＢＯＸに変更が有っ
た場合には、すなわち、通信相手との間での少なくとも１つの交換データの授受処理（通
信処理）を実行した場合には、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）が保存用デ
ータメモリ３４に設けられているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に、通信相手を識別
するＭＡＣアドレスを保存（登録）する場合について説明するが、上述したように通信が
途中で遮断されて通信エラーとなる場合もあるため、通信エラーとならずに通信処理が完
全（適切）に終了した場合（送信完了フラグオンおよび受信完了フラグオンの場合等）に
、ＭＡＣアドレスを登録するようにするようにしても良い。
【０９１４】
　そして、通信設定処理により、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０にＭＡＣアドレスリ
ストが保存されるため、上述したＭＡＣアドレスフィルタリング処理により、同じゲーム
装置との間で何度も通信することを防止することができ、効率的かつ効果的なデータ通信
を実行することが可能である。
【０９１５】
　なお、本例においては、本体側の保存用データメモリ３４に設けられているＭＡＣアド
レスリスト保存領域８８に保存されたＭＡＣアドレスリストと、無線通信モジュール３８
のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納されているＭＡＣアドレスリストは同じであ
り、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０のみを用いて上記で説明した方式を実現しても良
い。
【０９１６】
　一方で、本体側の保存用データメモリ３４にＭＡＣアドレスリスト保存領域８８を設け
て、当該ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８にＭＡＣアドレスを保存することにより、無
線通信モジュール３８にアクセスしてＭＡＣアドレスリスト保存領域７０のデータを編集
するよりも、ＭＡＣアドレスのデータの追加あるいは削除等の編集を容易かつ高速に実行
することが可能である。
【０９１７】
　また、本例においては、受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸに交換データが保存され
た場合に、すなわち、通信相手との間での交換データの授受処理（通信処理）を実行した
場合に、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、保存用データメモリ３４に設
けられているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に、一例として、通信相手を識別するＭ
ＡＣアドレスを保存する場合について説明したが、特にこの順序に限られず、例えば、図
４０のステップＳ１４２におけるスリープ状態が解除された後、データ授受処理を開始す
る前に通信相手を識別するＭＡＣアドレスを保存するようにすることも可能である。
【０９１８】
　すなわち、当該構成においては、無線通信モジュール３８から本体部に通知があった場
合、例えばスリープ状態である場合にはスリープ状態が解除された場合に、当該スリープ
状態を解除した他のゲーム装置のＭＡＣアドレスが装置識別情報登録処理部２１１により
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ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に保存されることになる。上述した処理により、一度
、本体部に通知があった、すなわちスリープ状態である場合にスリープ状態を解除した通
信相手との通信を行わずに効率的なデータ通信を実行することが可能である。
【０９１９】
　なお、当該構成においては、本体部に通知があった、すなわちスリープ状態である場合
にスリープ状態を解除したことを条件（登録条件）として、ＣＰＵ３１（装置識別情報登
録処理部２１１）が保存用データメモリ３４に設けられているＭＡＣアドレスリスト保存
領域８８に、通信相手を識別するＭＡＣアドレスを保存（登録）する場合について説明し
たが、当該本体部に通知があった、すなわちスリープ状態である場合にスリープ状態を解
除したことのみをＭＡＣアドレスを登録する登録条件とする場合に限られず、当該スリー
プ状態を解除した上でさらに他の条件の判定処理を実行した上で、当該他の条件の判定処
理を満たす場合に、ＭＡＣアドレスを登録するようにするようにしても良い。
【０９２０】
　＜データ通知処理＞
　図７１は、本発明の実施の形態に従うデータ通知処理について説明するフロー図である
。当該データ通知処理は、一例として上述したシステムプログラム保存領域８６に格納さ
れている本体機能プログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現されるものである。
【０９２１】
　図７１を参照して、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２）は、受信データ保存領域８
２の受信ＢＯＸに交換データが格納されたかどうかを判断する（ステップＳ６１０）。
【０９２２】
　そして、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２）は、受信データ保存領域８２の受信Ｂ
ＯＸに交換データが格納されたと判断した場合（ステップＳ６１０においてＹＥＳ）には
、効果音を出力する（ステップＳ６１２）。具体的には、ＣＰＵ３１（データ通知処理部
２１２）は、図２で説明したスピーカ４５から予め用意されている効果音を出力するよう
に指示する。そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２）は、交換データの内
容を表示する（ステップＳ６１４）。具体的には、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２
）は、交換データが有った旨の表示をＬＣＤ１２に出力するように指示する。そして、処
理を終了する（エンド）。なお、交換データがあった旨の表示は、交換データが格納され
た受信ＢＯＸ毎に表示させても良いし、一覧として、交換データが格納された全ての受信
ＢＯＸに対応付けて一度に表示させるようにしても良い。
【０９２３】
　当該効果音のスピーカ４５からの出力およびＬＣＤ１２への表示によりユーザは、交換
データが格納されたことを認知することが可能である。
【０９２４】
　なお、本例においては、一例としてスピーカ４５からの効果音およびＬＣＤ１２への表
示による聴覚および視覚による交換データが授受されたことをユーザに通知する場合につ
いて説明したが、いずれか一方でも良い。また、例えば、バイブレーション機能を実行し
てゲーム装置を振動させて触覚により交換データが授受されたことをユーザに通知するよ
うにしても良い。
【０９２５】
　そして、当該交換データの格納に伴いユーザは、当該交換データを利用可能なアプリケ
ーションを起動するものとする。そして、当該アプリケーションの起動により交換データ
保存領域に格納された交換データが消去されるものとする。
【０９２６】
　＜交換データ追加および消去処理＞
　図７２は、本発明の実施の形態に従う交換データ追加および消去処理のフロー図である
。すなわち、図９のステップＳ２２における処理について説明する。
【０９２７】
　なお、交換データ追加および消去処理は、一例としてメモリカード２６のＲＯＭ２７に
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格納されているアプリケーションプログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現され
る。
【０９２８】
　図７２を参照して、まず、ＣＰＵ３１（交換データ追加および消去処理部２１４）は、
受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸを確認する（ステップＳ６２０）。
【０９２９】
　そして、ＣＰＵ３１（交換データ追加および消去処理部２１４）は、データをロードし
た実行中のアプリケーションのアプリケーションＩＤに対応する交換データが受信データ
保存領域８２の対応する受信ＢＯＸに有るかどうかを判断する（ステップＳ６２２）。
【０９３０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（交換データ追加および消去処理部２１４）は、受信データ
保存領域８２の受信ＢＯＸに当該アプリケーションＩＤに対応する交換データが有ると判
断した場合には、交換データを取得する（ステップＳ６２４）。
【０９３１】
　当該処理により取得した交換データを用いたアプリケーションを実行することが可能と
なる。
【０９３２】
　このとき、取得した交換データをセーブデータとして、自己のセーブ領域（バックアッ
プＲＡＭ）に転送保存しても良い。また、それに伴い受信データ保存領域８２の受信ＢＯ
Ｘに有る交換データを削除することも可能である。
【０９３３】
　なお、本例においては、交換データが受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸに有るかど
うかを判断して、受信データ保存領域８２に有る場合には、交換データを取得するとして
説明したが、このとき、ユーザに交換データを取得した旨（より好ましくは、取得した交
換データの内容）を提示するようにしても良い。さらには、当該交換データを利用するか
どうか、ユーザに選択させるようにすることも可能である。
【０９３４】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（交換データ追加および消去処理部２１４）は、交換データ
保存領域８０の送信ＢＯＸに格納されたアプリケーションＩＤに対応する交換データを削
除する（ステップＳ６２６）。具体的には、送信ＢＯＸの中の最後尾にある送信回数が０
のデータを削除するようにすれば良い。
【０９３５】
　このとき、自己のセーブ領域（バックアップＲＡＭ）にあるセーブデータとして格納さ
れている交換データを削除することも可能である。
【０９３６】
　当該処理により交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納されたアプリケーションＩ
Ｄに対応する交換データが削除されることにより交換データの交換処理が完了することに
なる。
【０９３７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（交換データ追加および消去処理部２１４）は、交換データ
保存領域８０に格納された交換データを削除したためバックアップＲＡＭ２８に格納され
ていた交換フラグデータを消去する（ステップＳ６２８）。
【０９３８】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　そして、図９で説明したようにステップＳ５に進むことになる。
【０９３９】
　なお、本例においては、アプリケーションを起動した際に、交換フラグデータの有無に
基づいて受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸを確認して交換データが有る場合には、当
該受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸに記憶された交換データを取得して、交換データ
保存領域８０の送信ＢＯＸに記憶された交換データを削除する方式について説明したが、
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当該アプリケーションを起動しない場合においても交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸ
に記憶された交換データを削除するようにしても良い。たとえば、ＣＰＵ３１が受信デー
タ保存領域８２の受信ＢＯＸに他のゲーム装置からの交換データを格納することに応答し
て、交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに記憶された交換データを削除するように指示
することにより実現可能である。
【０９４０】
　また、本例においては、交換データ保存領域８０の送信ＢＯＸに格納されたアプリケー
ションＩＤに対応する交換データを消去する場合について説明したが、消去せずにそのま
ま維持するようにすることも可能である。その場合には、交換データの交換処理ではなく
複製データの授受となる。例えば、一例として上記したように送受信条件データがアプリ
ケーションＩＤに含められている場合に、送受信条件データとして受信通信のみが条件と
して含められている場合に、送信ＢＯＸから消去せずにそのまま維持するように処理する
ようにしても良い。また、別の場合として、例えば、一例として上記したように送受信条
件データがアプリケーションＩＤに含められている場合に、送受信条件データとして双方
向通信（いずれの通信でも通信可）が条件として含められている場合に、送信回数が１回
以上に設定されているような場合にも、送信ＢＯＸから消去せずにそのまま維持するよう
に処理しても良い。
【０９４１】
　なお、送信ＢＯＸの中の最後尾にある送信回数が０のデータを削除する点について説明
したが、１つに限られず、送信ＢＯＸの中にある送信回数が０のデータを全て削除するよ
うにしても良い。
【０９４２】
　送信回数が０である場合には、送信ＢＯＸから送信スロットにコピーして格納されるこ
とはないため当該処理により送信ＢＯＸを整理することが可能となる。
【０９４３】
　なお、通信条件設定処理部２０２で設定された伝播回数に従って、ゲーム装置が伝播デ
ータを伝播する場合には、送信ＢＯＸに格納されている送信回数が０の伝播データについ
ては自動的には削除しないようにしても良い。伝播データの場合には、ゲーム装置のユー
ザの意思に係わらず、データを伝播するため、送信ＢＯＸに残しておくことにより、ユー
ザが何を伝播したかを把握するようにしても良い。あるいは、伝播データの場合には、受
信ＢＯＸの伝播データをコピーして、送信ＢＯＸに格納する際に、伝播データの表示に必
要なデータのみ記憶させておくようにしても良い。当該場合に、送信回数が０となった伝
播データを削除し、記憶しておいた伝播データの表示に必要なデータに基づいて、後述す
るＢＯＸ表示画面で伝播データに関する情報を表示させるようにしても良い。
【０９４４】
　＜通信条件設定処理＞
　図７３は、本発明の実施の形態に従う通信条件設定処理のフロー図である。すなわち、
図９のステップＳ７における処理について説明する。
【０９４５】
　なお、通信条件設定処理は、一例としてメモリカード２６のＲＯＭ２７に格納されてい
るアプリケーションプログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現される。
【０９４６】
　図７３を参照して、まず、ＣＰＵ３１（通信条件設定処理部２０２）は、設定画面を表
示する（ステップＳ６３０）。
【０９４７】
　図７４は、本発明の実施の形態に従う通信条件設定画面を説明する図である。
　図７４を参照して、ＬＣＤ１２に表示された通信条件設定画面１０００には、「交換デ
ータの送信回数を設定して下さい」の表示とともに、送信回数を表示する表示欄１００２
と、送信回数ＵＰ／ＤＯＷＮボタン１００４とが設けられている場合が示されている。ま
た、「交換データの伝播回数を設定して下さい」の表示とともに、伝播回数を表示する表
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示欄１００６と、伝播回数ＵＰ／ＤＯＷＮボタン１００８とが設けられている場合が示さ
れている。また、「ＯＫ」ボタン１０１０が設けられている。送信回数ＵＰ／ＤＯＷＮボ
タン１００４を操作することにより送信回数がインクリメントあるいはデクリメントされ
て回数を設定することが可能となる。また、伝播回数ＵＰ／ＤＯＷＮボタン１００８を操
作することにより伝播回数がインクリメントあるいはデクリメントされて回数を設定する
ことが可能となる。そして、「ＯＫ」ボタン１０１０を押下することにより表示された内
容を確定することが可能となる。本例においては、一例として送信回数１回、伝播回数１
回が設定されている場合が示されている。なお、送信回数が１回、伝播回数が１回の交換
データの場合には、上述したように相手に送信された交換データが受信ＢＯＸに格納され
、そして、送信ＢＯＸにも格納されて、さらに他のゲーム装置に送信される。
【０９４８】
　なお、伝播回数が１より大きい場合には、送信回数は１より大きい値に設定できないよ
うに設定される。仮に送信回数が２回以上である場合には、伝播回数との組み合わせによ
り、交換データの伝播が送信者の意図を越えた範囲にまで拡大する可能性があるからであ
る。
【０９４９】
　再び、図７３を参照して、ＣＰＵ３１（通信条件設定処理部２０２）は、設定画面にお
いて設定指示の入力があったかどうかを判断する（ステップＳ６３２）。具体的には、「
ＯＫ」ボタンの押下があったかどうかが判断される。
【０９５０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（通信条件設定処理部２０２）は、ステップＳ６３２におい
て、設定指示の入力が有ったと判断した場合（ステップＳ６３２においてＹＥＳ）には、
指示された内容に従い交換データの送信回数および伝播回数が設定される（ステップＳ６
３４）。そして、処理を終了する（リターン）。すなわち、図９で説明したステップＳ８
に進むことになる。
【０９５１】
　なお、本例においては、図９のステップＳ６からの交換データの指定入力が有った場合
に、図７３で説明した通信条件設定処理が実行される場合について説明した。すなわち、
ユーザが任意に通信条件設定画面１０００で伝播回数および送信回数を設定可能である場
合について説明したが、伝播回数および送信回数をアプリケーションの実行処理により自
動的に設定するようにしても良い。具体的には、交換データ登録イベントが発生した場合
において、交換データの種類に従って、ユーザが送信回数および伝播回数を任意に設定で
きるようにしたり、あるいは、アプリケーションが自動的に設定したりすれば良い。
【０９５２】
　＜ＢＯＸアクセス処理＞
　図７５は、本発明の実施の形態に従うＢＯＸアクセス処理のフロー図である。すなわち
、図９のステップＳ２６における処理について説明する。
【０９５３】
　なお、ＢＯＸアクセス処理は、一例としてメモリカード２６のＲＯＭ２７に格納されて
いるアプリケーションプログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現される。
【０９５４】
　図７５を参照して、ＢＯＸ確認の指定入力が有った場合には、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアク
セス処理部２１５）は、交換データ保存領域８０および受信データ保存領域８２の送信Ｂ
ＯＸおよび受信ＢＯＸの探索処理を実行する（ステップＳ６４０）。
【０９５５】
　図７６は、本発明の実施の形態に従うＢＯＸ探索処理を説明するフロー図である。
　図７６を参照して、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、まず、アプリケー
ションアクセス権限を確認する（ステップＳ６５０）。具体的には、アプリケーションの
実行により指示された保存用データメモリ３４に格納されたＢＯＸの確認の指定入力（コ
マンド）の中に特定のアプリケーションを識別するデータではなく、特殊コマンドが含ま
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れているかどうかを確認する。例えば、アプリケーションプログラムがシステムプログラ
ム保存領域８６に格納された情報を管理する管理プログラムであるような場合には、特殊
コマンドが含まれるものとする。
【０９５６】
　そして、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、特殊コマンドが有るかどうか
を判断する（ステップＳ６５２）。
【０９５７】
　ステップＳ６５２において、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、特殊コマ
ンドが有ると判断した場合（ステップＳ６５２においてＹＥＳ）には、全ＢＯＸを探索す
る（ステップＳ６６２）。
【０９５８】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、探索した全ＢＯＸを抽
出する（ステップＳ６６４）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０９５９】
　一方、ステップＳ６５２において、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、特
殊コマンドがないと判断した場合（ステップＳ６５２においてＮＯ）には、アプリケーシ
ョンＩＤに対応するＢＯＸを探索する（ステップＳ６５４）。
【０９６０】
　そして、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、対応するアプリケーションＩ
Ｄの送信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸを抽出する（ステップＳ６５８）。そして、処理を終了
する（リターン）。
【０９６１】
　再び、図７５を参照して、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、抽出した送
信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸを表示する処理を実行する（ステップＳ６４４）。具体的には
、ＬＣＤ１２に抽出したＢＯＸを表示する。そして、次に、ステップＳ６４６において、
ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、ＢＯＸ表示終了の指定入力が有るかどう
かを判断する（ステップＳ６４６）。　ステップＳ６４６において、ＣＰＵ３１（ＢＯＸ
アクセス処理部２１５）は、ＢＯＸ表示終了の指定入力が有ると判断した場合（ステップ
Ｓ６４６においてＹＥＳ）には、処理を終了する（リターン）。一方、ステップＳ６４６
において、ＣＰＵ３１（ＢＯＸアクセス処理部２１５）は、ＢＯＸ表示終了の指定入力が
ないと判断した場合（ステップＳ６４６においてＮＯ）には、ステップＳ６４４に戻る。
【０９６２】
　図７７は、本発明の実施の形態に従うＢＯＸ表示画面を説明する図である。
　図７７（Ａ）を参照して、本例のＢＯＸ表示画面１１００においては、対応するアプリ
ケーションＩＤに対応する送信ＢＯＸ１１０２および受信ＢＯＸ１１０４が表示されてい
る場合が示されている。また、「終了」ボタン１１０６が設けられており、当該「終了」
ボタン１１０６を押下することにより当該ＢＯＸの表示処理を終了させることが可能とな
る。
【０９６３】
　図７７（Ｂ）を参照して、本例のＢＯＸ表示画面１１１０においては、抽出された全Ｂ
ＯＸが表示されている場合が示されている。ここで、各アプリケーション毎に表示領域１
１１２が設けられ、当該表示領域内に送信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸが表示されている場合
が示されている。また、「終了」ボタン１１１４が設けられており、当該「終了」ボタン
１１１４を押下することにより当該ＢＯＸの表示処理を終了させることが可能となる。
【０９６４】
　したがって、当該処理により、ユーザは、対応するアプリケーションＩＤに対応する送
信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸに格納されたデータを確認することが可能となる。
【０９６５】
　なお、特殊なコマンドは、アプリケーションプログラムがシステムプログラム保存領域
８６に格納された情報を管理する管理プログラムである場合に限られず、他のアプリケー
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ションプログラムを実行した場合に、ＢＯＸの確認の指定入力（コマンド）の中に含めら
れるようにすることも可能である。
【０９６６】
　なお、一般的には、コマンドの中に特定のアプリケーションを識別するデータを含めて
、当該特定のアプリケーションに対応する送信ＢＯＸおよび受信ＢＯＸのみ探索して情報
を取得する処理が行われるが、当該特殊コマンドを用いることにより、全ての送信ＢＯＸ
および受信ＢＯＸを探索して情報を取得する処理が実行可能であるため当該特殊コマンド
を用いた高度なゲーム装置１に対するアクセスが可能となる。例えば、当該特殊コマンド
を用いて、固定端末機器から保存用データメモリ３４に格納されている送信ＢＯＸおよび
受信ＢＯＸに直接アクセスするようにしても良い。
【０９６７】
　＜通信相手のサーチ処理＞
　次に、図７８～図８１を参照して、前述のステップＳ５２（図１８）の通信相手サーチ
処理について説明する。
【０９６８】
　この処理では、ゲーム装置１は、親機または子機として他のゲーム装置との間で通信可
能な相手を探索する交換相手探索処理を実行する。
【０９６９】
　ゲーム装置１は、通信可能範囲１０に存在する他のゲーム装置をサーチすべく、上述し
た送信無線フレームとして接続要求信号を宛先を特定せずに繰り返し送信する（本実施例
においては、接続要求信号を定期的に繰り返し送信する方式について説明するが、いわゆ
るプローブリクエストによる方式等を採用することも可能である）。
【０９７０】
　本例においては、子機側のゲーム装置から送信無線フレームとして接続要求信号を送信
するものとする。そして、親機側のゲーム装置は、子機側から送信された送信無線フレー
ムである接続要求信号（すなわち受信無線フレーム）を受信するまで待機し、受信した場
合には、これに応答して、子機側のゲーム装置に対して親機側から送信無線フレームであ
る接続応答信号を送信する。
【０９７１】
　この接続要求信号および接続応答信号の送受信により、親機および子機としてのゲーム
装置間においてデータ通信が可能となる。なお、本例においては、子機側のゲーム装置か
ら接続要求信号を送信し、親機側のゲーム装置は、接続応答信号を送信する場合について
説明するが、親機と子機との関係を入れ替えるようにしても良い。
【０９７２】
　このような通信相手サーチ処理では、各ゲーム装置１は、親機として動作して子機から
のサーチを受ける処理と、子機として動作して親機をサーチする処理とを交互に繰り返す
。
【０９７３】
　図７８は、本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理の１周期の期間について説明
する図である。
【０９７４】
　具体的には、所定の期間（図７８のＴｃｙｃｌｅ）を１周期として、各周期の一部を子
機として動作する期間（図７８のＴｓｐ）とし、残りを親機として動作する期間（Ｔｓｃ
）とする。ここで、子機として動作中のゲーム装置と親機として動作中のゲーム装置との
間で接続可能であり、子機として動作中のゲーム装置と子機として動作中のゲーム装置、
および、親機として動作中のゲーム装置と親機として動作中のゲーム装置は、接続不可能
である。
【０９７５】
　ゆえに、子機として動作する期間と親機として動作する期間を固定的にした場合、偶然
にそれらの期間が一致している２つのゲーム装置においてデータ通信が不可能になる。
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【０９７６】
　このようなことを防ぐため、１周期における子機として動作する期間と親機として動作
する期間の配分または配置をランダムに変えるようにしてある。
【０９７７】
　配分をランダムに変える方式が図７８（Ａ）に示すような「通信相手サーチ処理（１）
」であり、配置をランダムに変える方式が図７８（Ｂ）に示すような「通信相手サーチ処
理（２）」である。
【０９７８】
　図７８（Ａ）を参照して、通信相手サーチ処理（１）は、上述したように、Ｔｓｐおよ
びＴｓｃの配分がランダムに決定される。この処理（１サイクル）の期間を固定値のＴｃ
ｙｃｌｅ（たとえば、４秒）とし、Ｔｓｃの長さは０からＴｃｙｃｌｅの間のランダム値
に決定され、Ｔｓｐの長さはＴｃｙｃｌｅの残りの期間（Ｔｃｙｃｌｅ－Ｔｓｃ）に決ま
る。また、ＴｓｃおよびＴｓｐが、この順番でＴｃｙｃｌｅに設定される。Ｔｓｃの長さ
は毎回ランダムに決定されるため、Ｔｓｐの長さもランダムに決定される。これにより、
通信可能範囲１０に存在する他のゲーム装置との間でデータ通信を実行することができな
い状態を回避するようにしてある。ただし、Ｔｓｐが短くなり過ぎると、他のゲーム装置
を正確にサーチすることができず、他のゲーム装置との間でデータ通信を実行することが
できない場合があるため、Ｔｓｐについての必要最小限の期間を決定しておき、これを確
保できない場合には、再度Ｔｓｃを決定し直すようにしてもよい。
【０９７９】
　なお、この実施例では、Ｔｓｃ、Ｔｓｐの順でＴｃｙｃｌｅを設定するようにしてある
が、逆の順番で設定するようにしてもよい。
【０９８０】
　図７８（Ｂ）を参照して、通信相手サーチ処理（２）は、上述したように、ＴｓｐやＴ
ｓｃの配置がランダムに決定される。言い換えると、Ｔｓｐの長さを固定値として、Ｔｃ
ｙｃｌｅ内におけるＴｓｐの開始位置をランダムに設定する。具体的に説明すると、図７
８（Ｂ）に示すように、通信相手サーチ処理（２）では、Ｔｃｙｃｌｅ（この実施例では
、固定値であり、４秒に設定される。）には、固定値で決定されるＴｓｐおよびこのＴｓ
ｐを間に挟むようにランダムに決定されるＴｓｃ１およびＴｓｃ２が設けられる。つまり
、Ｔｃｙｃｌｅには、Ｔｓｃ１、ＴｓｐおよびＴｓｃ２がこの順で設けられる。また、Ｔ
ｓｃ１の長さは０から（Ｔｃｙｃｌｅ－Ｔｓｐ）の間でランダムに決定され、Ｔｓｃ２の
長さは、Ｔｃｙｃｌｅからランダムに決定されたＴｓｃ１およびＴｓｐを減算して決定さ
れる。
【０９８１】
　なお、本実施例では、Ｔｓｃ、Ｔｓｐの順でＴｃｙｃｌｅが設定されるのでＴｓｐの開
始位置をランダムにしたが、Ｔｓｐ、Ｔｓｃの順でＴｃｙｃｌｅが設定される場合には、
Ｔｓｃの開始時期をランダムに決定すればよい。
【０９８２】
　通信相手サーチ処理（１）または（２）においては、Ｔｓｐの期間において、ゲーム装
置１は、接続要求信号を宛先を特定せずに送信した後、他のゲーム装置３から送信される
接続応答信号の受信を試みるという処理を繰り返す。また、Ｔｓｃの期間において、ゲー
ム装置１は、他のゲーム装置から送信される接続要求信号の受信を試みて、受信に成功し
た場合には、接続応答信号を送信するという処理を繰り返す。
【０９８３】
　また、ゲーム装置１は、消費電力の浪費を防止するために、子機として働く期間におい
ては、所定期間（この実施例では、６４ｍｓ）毎に接続要求信号を送信するようにしてあ
る。つまり、間欠的にデータ送信が実行されるのである。
【０９８４】
　以下、通信相手サーチ処理（１）および通信相手サーチ処理（２）について、フロー図
を用いて、それぞれ、具体的に説明することにする。
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【０９８５】
　図７９は、本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理（１）を示すフロー図である
。
【０９８６】
　図７９を参照して、通信相手サーチ処理（１）を開始すると、ステップＳ２１０で、Ｔ
ｓｃを０からＴｃｙｃｌｅの範囲内でランダムに決定する。図示は省略するが、Ｔｃｙｃ
ｌｅは固定値であるため、Ｔｓｃが決定されると、Ｔｓｐも決定される。
【０９８７】
　続くステップＳ２１２～Ｓ２１６，Ｓ２２８，Ｓ２３０が上述のＴｓｃにおいて実行さ
れる処理であり、親機として動作して子機をサーチする処理がされる。ステップＳ２１８
～Ｓ２２６，Ｓ２３２が上述のＴｓｐにおいて実行される処理であり、子機として動作し
て親機をサーチする処理がされる。
【０９８８】
　ステップＳ２１２では、子機のサーチを開始する。図示は省略するが、このときタイマ
回路をスタートする。次にステップＳ２１４で、子機から送信された送信無線フレームで
ある接続要求信号（すなわち受信無線フレーム）を受信したかどうかを判断する。
【０９８９】
　子機から送信された送信無線フレームである接続要求信号（すなわち受信無線フレーム
）を受信した場合（ステップＳ２１４においてＹＥＳ）には、ステップＳ２２８で、子機
に対して送信無線フレームである接続応答信号を送信し、その後、ステップＳ２３０にお
いて、親機としての接続フラグをオンして、通信相手サーチ処理（１）をリターンする。
つまり、親機として、他のゲーム装置との間で通信接続が可能であることが判明する。
【０９９０】
　なお、図７９においては省略したが、通信相手サーチ処理（１）が開始されたとき、子
機としての接続フラグ（後述する親機としての接続フラグも同じ。）はオフ（リセット）
される。
【０９９１】
　一方、子機からの接続要求信号を全く受信しない場合（ステップＳ２１４においてＮＯ
）には、ステップＳ２１６で、子機サーチ時間すなわち親機として他のゲーム装置からの
接続が試みられる期間がＴｓｃ秒経過したかどうかを判断する。
【０９９２】
　ステップＳ２１６において、子機サーチ時間がＴｓｃ秒経過していなければ（ステップ
Ｓ２１６においてＮＯ）、そのままステップＳ２１４に戻る。
【０９９３】
　一方、子機サーチ時間がＴｓｃ秒経過すれば（ステップＳ２１６においてＹＥＳ）、ス
テップＳ２１８で、親機のサーチを開始し、つまりタイマ回路をリセットおよびスタート
し、ステップＳ２２０で、送信無線フレームである接続要求信号を宛先を特定せずに送信
する。
【０９９４】
　続くステップＳ２２２では、親機から送信された送信無線フレームである接続応答信号
（すなわち受信無線フレーム）を受信したかどうかを判断する。親機から送信された送信
無線フレームである接続応答信号（すなわち受信無線フレーム）を受信すれば（ステップ
Ｓ２２２においてＹＥＳ）であれば、、ステップＳ２３２で、子機としての接続フラグを
オンして、通信相手サーチ処理（１）をリターンする。つまり、子機として他のゲーム装
置との間で通信接続が可能であることが判明する。
【０９９５】
　一方、親機から送信された送信無線フレームである接続応答信号（すなわち受信無線フ
レーム）を受信しなければ（ステップＳ２２２においてＮＯ）、ステップＳ２２４で、６
４ｍｓ待機し、続くステップＳ２２６で、親機サーチ時間すなわち子機として他のゲーム
装置との接続を試みる期間がＴｓｐ秒経過したかどうかを判断する。



(107) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

【０９９６】
　親機サーチ時間がＴｓｐ秒経過していなければ（ステップＳ２２６においてＮＯ）、そ
のままステップＳ２２０に戻る。
【０９９７】
　一方、親機サーチ時間がＴｓｐ秒経過すれば（ステップＳ２２６においてＹＥＳ）、Ｔ
ｃｙｃｌｅの期間が経過したと判断して、通信相手サーチ処理（１）をリターンする。
【０９９８】
　ステップＳ２２６で６４ｍｓ待機することにより、ステップＳ２２０において、送信無
線フレームである接続要求信号を宛先を特定せずに送信を繰り返す処理が間欠的に行われ
ることになり、消費電力を抑えることができる。
【０９９９】
　図８０および図８１は、本発明の実施の形態に従う通信相手サーチ処理（２）を示すフ
ロー図である。
【１０００】
　図８０を参照して、通信相手サーチ処理（２）を開始すると、ステップＳ２４０で、Ｔ
ｓｃ１を０から（Ｔｃｙｃｌｅ－Ｔｓｐ）の範囲内でランダムに決定する。上述したよう
に、通信相手サーチ処理（２）では、ＴｃｙｃｌｅおよびＴｓｐは固定値であるため、Ｔ
ｓｃ１が決定されると、Ｔｓｃ２も決定される。
【１００１】
　続くステップＳ２４２～Ｓ２４６，Ｓ２５８，Ｓ２６０が上述のＴｓｃ１において実行
される処理であり、親機として動作して子機をサーチする処理がされる。ステップＳ２４
８～Ｓ２５６，Ｓ２６２が上述のＴｓｐにおいて実行される処理であり、子機として動作
して親機をサーチする処理がされる。さらに、ステップＳ２７０～Ｓ２７４，Ｓ２７６，
Ｓ２７８が上述のＴｓｃ２において実行される処理であり、親機として動作して子機をサ
ーチする処理がされる。
【１００２】
　ステップＳ２４２では、子機のサーチを開始する。図示は省略するが、このときタイマ
回路をスタートする。次にステップＳ２４４で、子機から送信された送信無線フレームで
ある接続要求信号（すなわち受信無線フレーム）を受信したかどうかを判断する。
【１００３】
　子機から送信された送信無線フレームである接続要求信号（すなわち受信無線フレーム
）を受信すれば（ステップＳ２４４においてＹＥＳ）、ステップＳ２５８で、子機に対し
て親機から送信無線フレームである接続応答信号を送信し、その後、ステップＳ２６０に
おいて、親機としての接続フラグをオンして、通信相手サーチ処理（２）をリターンする
。つまり、親機として他のゲーム装置との間で通信接続が可能であることが判明する。
【１００４】
　なお、図８１においては省略したが、通信相手サーチ処理（２）が開始されたとき、子
機としての接続フラグおよび親機としての接続フラグがオフされるのは、通信相手サーチ
処理（１）の場合と同じである。
【１００５】
　一方、子機から送信された送信無線フレームである接続要求信号（すなわち受信無線フ
レーム）を全く受信しない場合（ステップＳ２４４においてＮＯ）には、ステップＳ２４
６で、子機サーチ時間すなわち親機として他のゲーム装置から接続を試みられる期間がＴ
ｓｃ１秒経過したかどうかを判断する。
【１００６】
　子機サーチ時間がＴｓｃ１秒経過していなければ（ステップＳ２４６においてＮＯ）、
そのままステップＳ２４４に戻る。
【１００７】
　一方、子機サーチ時間がＴｓｃ１秒経過すれば（ステップＳ２４６においてＹＥＳ）、
ステップＳｓ４８で、親機のサーチを開始し、つまりタイマ回路をリセットおよびスター
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トし、ステップＳ１９７で、送信無線フレームである接続要求信号を宛先を特定せずに送
信する。
【１００８】
　続くステップＳ２５０では、親機から送信された送信無線フレームである接続応答信号
（すなわち受信無線フレーム）を受信したかどうかを判断する。親機から送信された送信
無線フレームである接続応答信号（すなわち受信無線フレーム）を受信すれば（ステップ
Ｓ２５２においてＹＥＳ）、ステップＳ２６２で、子機としての接続フラグをオンして、
通信相手サーチ処理（２）をリターンする。つまり、子機として他のゲーム装置との間で
通信接続が可能であることが判明する。
【１００９】
　一方、親機から送信された送信無線フレームである接続応答信号（すなわち受信無線フ
レーム）を受信しなければ（ステップＳ２５２においてＮＯ）、ステップＳ２５４で、６
４ｍｓ待機し、続くステップＳ２５６で、親機サーチ時間すなわち子機として他のゲーム
装置との接続を試みる期間がＴｓｐ秒経過したかどうかを判断する。
【１０１０】
　親機サーチ時間がＴｓｐ秒経過していなければ（ステップＳ２５６においてＮＯ）、そ
のままステップＳ２５０に戻る。
【１０１１】
　一方、親機サーチ時間がＴｓｐ秒経過すれば（ステップＳ２５６においてＹＥＳ）、図
８１に示すステップ２７０で、子機のサーチを開始する。このとき、タイマ回路をリセッ
トおよびスタートする。
【１０１２】
　次のステップＳ２７２では、子機から送信された送信無線フレームである接続要求信号
（すなわち受信無線フレーム）を受信したかどうかを判断する。
【１０１３】
　子機から送信された送信無線フレームである接続要求信号（すなわち受信無線フレーム
）を受信すれば（ステップＳ２７２においてＹＥＳ）、ステップＳ２７６で、子機に対し
て接続応答信号を送信し、その後、ステップＳ２７８において、親機としての接続フラグ
をオンして、通信相手サーチ処理（２）をリターンする。
【１０１４】
　一方、子機からの接続要求信号を全く受信しない場合（ステップＳ２７２においてＮＯ
）には、ステップＳ２７４で、子機サーチ時間がＴｓｃ２秒経過したかどうかを判断する
。
【１０１５】
　子機サーチ時間がＴｓｃ２秒経過していなければ（ステップＳ２７４においてＮＯ）、
そのままステップＳ２７２に戻る。
【１０１６】
　一方、子機サーチ時間がＴｓｃ２秒経過すれば（ステップＳ２７４においてＹＥＳ）、
Ｔｃｙｃｌｅの期間が経過したと判断して、通信相手サーチ処理（２）をリターンする。
【１０１７】
　図８２は、本発明の実施の形態に従う交換データの授受のデータの遣り取りについて説
明する図である。
【１０１８】
　図８２を参照して、本体側のＣＰＵ３１においてアプリケーションプログラムの実行に
よる交換データが設定される（シーケンスｓｑ２）。そして、本体側のＣＰＵ３１は、無
線通信モジュール３８に対して通信設定のためのデータを出力する（シーケンスｓｑ４）
。具体的には、交換データのアプリケーションＩＤおよびＭＡＣアドレスリストに関する
データを出力する。そして、当該交換データのアプリケーションＩＤは、フィルタリング
用データ保存領域６８に格納され、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８のＭＡＣアドレス
リストは、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に格納される。本例においては、アプリケ
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ーションＩＤを各判定方式に対応するリストとして纏めてフィルタリング用データ保存領
域６８に保存する。なお、上述したようにＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃のＭＡＣ
アドレスリストについてもＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に保存される。
【１０１９】
　そして、本体側のＣＰＵ３１は、通信開始指示を無線通信モジュール３８に出力する（
シーケンスｓｑ６）。
【１０２０】
　これに伴い通信開始指示に従い無線通信モジュール３８による無線通信が開始される（
シーケンスｓｑ８）。そして、本実施例においては、無線通信モジュール３８において交
換データを交換する通信相手を探索する交換相手探索処理である携帯端末間通信が開始さ
れる。
【１０２１】
　一方、ゲーム装置３においても、本体側のＣＰＵにおいてアプリケーションプログラム
の実行による交換データが設定される（シーケンスｓｑ１４）。そして、本体側のＣＰＵ
は、無線通信モジュール３８Ｐに対して通信設定のためのデータを出力する（シーケンス
ｓｑ１６）。具体的には、交換データのアプリケーションＩＤおよびＭＡＣアドレスリス
トに関するデータを出力する。そして、当該交換データのアプリケーションＩＤのは、フ
ィルタリング用データ保存領域６８Ｐに格納され、ＭＡＣアドレスリストは、ＭＡＣアド
レスリスト保存領域７０Ｐに格納される。本例においては、アプリケーションＩＤを各判
定方式に対応するリストとして纏めてフィルタリング用データ保存領域６８に保存する。
【１０２２】
　そして、本体側のＣＰＵ３１は、通信開始指示を無線通信モジュール３８Ｐに出力する
（シーケンスｓｑ１８）。
【１０２３】
　これに伴い通信開始指示に従い無線通信モジュール３８Ｐによる無線通信が開始される
（シーケンスｓｑ２０）。そして、上述したのと同様に、携帯端末間通信が開始される。
【１０２４】
　再び、ゲーム装置１に関して、次に、上述したように携帯端末間通信において、子機サ
ーチが実行される（シーケンスｓｑ２１）。そして、次に、親機サーチが実行される（シ
ーケンスｓｑ２２）。
【１０２５】
　そして、親機サーチにおいて、ゲーム装置１の無線通信モジュール３８からゲーム装置
３の無線通信モジュール３８Ｐに対して接続要求信号が送信されると（シーケンスｓｑ２
６）、ゲーム装置３の無線通信モジュール３８Ｐは、ゲーム装置１から送信された送信無
線フレーム（すなわち受信無線フレーム）を受け付けて、ゲーム装置１の無線通信モジュ
ール３８に対してゲーム装置３の送信無線フレームである接続応答信号を送信する（シー
ケンスｓｑ２８）。
【１０２６】
　そして、無線通信モジュール３８は、無線通信モジュール３８Ｐから送信された送信無
線フレームである接続応答信号（すなわち受信無線フレーム）の入力を受け付ける。
【１０２７】
　当該処理により、上述したように自機であるゲーム装置１については子機としての接続
フラグがオンする。また、ゲーム装置３については親機としての接続フラグがオンする。
【１０２８】
　ゲーム装置１においては、子機としての接続フラグがオンとなることに伴い通信相手で
ある親機と通信接続が可能であるすなわち通信相手を発見したと判断する（シーケンスｓ
ｑ３０）。また、ゲーム装置３においても親機としての接続フラグがオンとなることに伴
い通信相手である子機と通信接続が可能であるすなわち通信相手を発見したと判断する（
シーケンスｓｑ４２）。
【１０２９】
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　そして、ゲーム装置１においては、通信相手を発見した後、次に、ＭＡＣアドレスを比
較する（シーケンスｓｑ３２）。すなわち、通信相手であるゲーム装置３から受信した受
信無線フレームに含まれているＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０に
保存されたＭＡＣアドレスリストと比較して一致するかどうかが判断される。
【１０３０】
　そして、不一致であると判断された場合、すなわち、未だ通信していない相手である場
合には、次にデータ内容を確認する（シーケンスｓｑ３４）。すなわち、受信無線フレー
ムが携帯端末間処理として処理可能な無線フレームであるかどうかを判定する。
【１０３１】
　そして、携帯端末間処理として処理可能な受信無線フレームを受信したと判定された場
合には、アプリケーションＩＤ判定処理を実行する（シーケンスｓｑ３６）。
【１０３２】
　そして、アプリケーションＩＤ判定処理により一致フラグがオンした場合には、無線通
信モジュール３８は、本体側のＣＰＵに対して一致したアプリケーションＩＤに対応する
交換データについて、交換が可能なゲーム装置３が発見された旨を通知する（シーケンス
ｓｑ３８）。
【１０３３】
　これにより本体側のＣＰＵは、無線通信モジュール３８からの通知によって通信接続が
可能な交換相手が発見されたことを認識し、データ授受処理を開始する（シーケンスｓｑ
４０）。
【１０３４】
　一方、同様の処理に従ってゲーム装置３側においても、通信相手を発見した（シーケン
スｓｑ４２）後、ＭＡＣアドレスを比較し（シーケンスｓｑ４４）、不一致である場合、
すなわち、未だ通信していない相手である場合にはデータ内容を確認し（シーケンスｓｑ
４６）、そして、携帯端末間処理として処理可能な受信無線フレームを受信したと判定し
た場合にはアプリケーションＩＤ判定処理を実行し（シーケンスｓｑ４８）、そして、一
致フラグがオンした場合には本体側のＣＰＵに交換が可能なゲーム装置１が発見された旨
を通知する（シーケンスｓｑ５０）。
【１０３５】
　これにより、ゲーム装置３においてもデータ授受処理が開始される（シーケンスｓｑ５
２）。
【１０３６】
　そして、次に、ゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１は、データ授受処理が開始された後
、ゲーム装置３との間で通信接続を確立する（シーケンスｓｑ５４）。
【１０３７】
　同様に、ゲーム装置３の本体側のＣＰＵにおいてもデータ授受処理が開始された後、ゲ
ーム装置１との間で通信接続を確立する（シーケンスｓｑ５６）。
【１０３８】
　そして、ゲーム装置１は、交換データを送信する（シーケンスｓｑ５８）。当該交換デ
ータは、スロットに格納されている交換データをコピーしたコピーデータである。
【１０３９】
　そして、ゲーム装置３においてゲーム装置１から送信された交換データを受信して、当
該交換データを格納する（シーケンスｓｑ６０）。
【１０４０】
　そして、ゲーム装置３において、交換データを送信する（シーケンスｓｑ６２）。当該
交換データは、スロットに格納されている交換データをコピーしたコピーデータである。
【１０４１】
　そして、ゲーム装置１においては、ゲーム装置３から送信された交換データを受信して
、当該交換データを格納する（シーケンスｓｑ６４）。
【１０４２】
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　そして、通信を切断する（シーケンスｓｑ６６）。
　そして、データ格納処理を実行する（シーケンスｓｑ６７）。
　そして、ＭＡＣアドレスを登録する（シーケンスｓｑ６７）。
【１０４３】
　そして、データ通知処理を実行する（シーケンスｓｑ６８）。
　同様に、ゲーム装置３においても、交換データを格納した後、通信を切断する（シーケ
ンスｓｑ７０）。そして、データ格納処理を実行する（シーケンスｓｑ７１）。そして、
ＭＡＣアドレスを登録し（シーケンスｓｑ７２）、データ通知処理を実行する（シーケン
スｓｑ７２）。
【１０４４】
　そして、上述したように交換データの通知を受けて、ユーザが当該交換データを利用す
るアプリケーションを実行することにより上記で説明したスロットに格納されている交換
データの消去処理が実行されて交換データの交換処理が完了する。
【１０４５】
　なお、上記シーケンスにおいて、シーケンスｓｑ４，ｓｑ６，ｓｑ１６，ｓｑ１８，ｓ
ｑ４０，ｓｑ５２～ｓｑ７２は、それぞれのゲーム装置において、一例として、上述した
ように本体側の機能でありシステムプログラム保存領域８６に格納された本体機能プログ
ラムにより実現されるものである。一方、シーケンスｓｑ８，ｓｑ２０～ｓｑ３８，ｓｑ
４２～ｓｑ５０は、一例として、上述したように、それぞれのゲーム装置において、無線
通信モジュール３８におけるメモリ制御部６４に格納されているＲＯＭ７２から読出され
たプログラムにより実現されるものである。
【１０４６】
　この無線通信により、所定のアプリケーションで利用される交換データを、当該アプリ
ケーションを実行していない時でも、通信接続が確立するゲーム装置との間で自動で交換
することができるので、知人との間で交換データの交渉をする機会が増す。また、無線通
信により、本体側のＣＰＵ３１で実行されるアプリケーションの有無に関わらず、所定の
アプリケーションで利用される交換データを、当該アプリケーションを実行していない時
でも、通信接続が確立するゲーム装置との間で自動で交換することができるので、当該ア
プリケーションを格納しているメモリカード２６を装着している必要は無く、利便性が高
く、また、何が交換されるかが分からないため興趣性が増す。また、交換する相手が知人
に限定されないため、人が集まる場所に出かければ、交換データを交換することができる
可能性が高くなり、交換の楽しさを増大させることができる。つまり、交換データを利用
するアプリケーションの興趣性を向上させることができる。また、まず、無線通信モジュ
ール間のみでの通信処理を実行して交換可能であると判断した場合に、初めて本体側のＣ
ＰＵに通知して交換データの授受処理を実行するためＣＰＵの処理負荷を軽減することが
可能であるとともに消費電量を低減することが可能である。
【１０４７】
　そして、当該交換データの授受処理が実行された後、再び、無線通信モジュール３８に
おける交換相手探索処理が開始される。
【１０４８】
　具体的には、交換データの授受処理により交換データ保存領域８０の内容が変更される
ことになる。したがって、図１４で説明したフローに従って、ＣＰＵ３１（通信設定処理
部２０４）は、通信設定処理（ステップＳ２８）を実行する。通信設定処理の詳細につい
ては図１５で説明したので繰り返さない。そして、次に、ＣＰＵ３１（通信指示処理部２
０６）は、通信開始指示を無線通信モジュール３８に出力する（ステップＳ２９）。
【１０４９】
　これにより再び、図１７のステップＳ４４で説明したように無線通信モジュール３８に
おいて携帯端末間通信が開始される（ステップＳ４４）。携帯端末間通信の詳細について
は図１８で説明したとおりである。
【１０５０】
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　図２３で説明したように携帯端末間通信においては、ＭＡＣアドレスが一致する他のゲ
ーム装置（本例においてはゲーム装置３）との再度の通信処理を行わないＭＡＣアドレス
フィルタリング処理が実行される。
【１０５１】
　すなわち、ＭＡＣアドレスリストに登録されている一度通信を行った通信相手であるゲ
ーム装置（本例においてはゲーム装置３）との間では実質的な通信は実行されない。
【１０５２】
　したがって、本発明の実施の形態に従うゲーム装置においては、通信範囲のゲーム装置
を自動的に繰り返して探知し、見つかったゲーム装置を通信候補に設定する。この場合、
同じゲーム装置を何度も探知して見つけてしまう可能性があるが、上述のようなＭＡＣア
ドレスフィルタリング処理により、同じゲーム装置との間で何度も通信することを防止す
ることができ、効率的かつ効果的なデータ通信を実行することが可能である。
【１０５３】
　＜変形例＞
　なお、上記携帯端末間通信においては、送信無線フレームの設定にあたり、ＭＡＣアド
レスとともに通信判断条件であるベンダ特定ＩＥデータを送信無線フレームに含めて送信
する方式について説明したが、セキュリティを高めるために、まず、ＭＡＣアドレスのみ
を含めた送信無線フレームを送信し、そして、後に、別の送信無線フレームにベンダ特定
ＩＥデータを含めて送受信する方式とすることも可能である。
【１０５４】
　具体的には、先の送信無線フレームに含まれているＭＡＣアドレスを用いて、上述した
ＭＡＣアドレスフィルタリング処理を実行することが可能である。
【１０５５】
　そして、その場合には、図７で説明した無線通信モジュール３８の機能として設けられ
る交換データ通信判断部２２５の構成としては、装置識別情報比較部２２６のみの構成と
する。
【１０５６】
　当該構成において、装置識別情報比較部２２６におけるＭＡＣアドレスフィルタリング
処理においてＭＡＣアドレスが不一致であると判断される場合に本体側に通知するように
しても良い。
【１０５７】
　そして、上述した通信接続確立後に別の送信無線フレームを送受信して、一例として、
本体機能プログラムの実行により本体部の機能として上記で説明した交換データ通信判断
部２２５の他の機能である通信データ判定部２２８およびアプリケーションＩＤ判定部２
３０の処理を実行するようにしても良い。
【１０５８】
　また、本例においても、上述したように、ステップＳ１４２におけるスリープ状態が解
除された後、データ授受処理を開始する前に装置識別情報登録処理部２１１により通信相
手を識別するＭＡＣアドレスを保存するようにすることも可能である。
【１０５９】
　すなわち、当該構成においては、装置識別情報比較部２２６を含む交換データ通信判断
部２２５を通過した場合に、当該交換データ通信判断部２２５における判断処理を通過し
た他のゲーム装置のＭＡＣアドレスが装置識別情報登録処理部２１１によりＭＡＣアドレ
スリスト保存領域８８に保存されることになる。上述した処理により、一度、当該判断処
理を通過した通信相手との通信を行わずに効率的なデータ通信を実行することが可能であ
る。
【１０６０】
　なお、当該構成においては、交換データ通信判断部２２５における判断処理を通過した
ことを条件（登録条件）として、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）が保存用
データメモリ３４に設けられているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に、通信相手を識
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別するＭＡＣアドレスを保存（登録）する場合について説明したが、当該交換データ通信
判断部２２５における判断処理を通過した場合のみをＭＡＣアドレスを登録する登録条件
とする場合に限られず、当該判断処理を通過した上でさらに他の条件の判定処理を実行し
た上で、当該他の条件の判定処理を満たす場合に、ＭＡＣアドレスを登録するようにする
ようにしても良い。
【１０６１】
　なお、当該構成において、本体部の機能として、通信データ判定部２２８およびアプリ
ケーションＩＤ判定部２３０の処理を実行する場合について説明しているが、その場合に
、通信データ判定部２２８において受信無線フレームを受信しないと判断した場合、すな
わち互いに通信接続が不可能である装置からデータを受信あるいは通信対象とならないデ
ータを受信したと判定される場合には、再度データ通信を実行する必要はないと考えられ
る。
【１０６２】
　したがって、その場合にも当該データを送信した装置のＭＡＣアドレスを装置識別情報
登録処理部２１１によりＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に保存するようにしても良い
。
【１０６３】
　これにより、通信対象とならない装置のＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領
域８８に保存することにより、一度通信を行った通信相手との通信を行わずに効率的なデ
ータ通信を実行することが可能となる。
【１０６４】
　また、同様に、アプリケーションＩＤ判定部２３０の判定処理において、アプリケーシ
ョンＩＤの一致フラグがオンでない、すなわち、他のゲーム装置は交換データの交換相手
とはならないと判定される場合においても、再度データ通信を実行する必要はないと考え
られる。
【１０６５】
　したがって、その場合にも他のゲーム装置のＭＡＣアドレスを装置識別情報登録処理部
２１１によりＭＡＣアドレスリスト保存領域８８に保存するようにしても良い。
【１０６６】
　これにより、交換データの交換相手とはならない他のゲーム装置のＭＡＣアドレスをＭ
ＡＣアドレスリスト保存領域８８に保存することにより、一度通信を行った通信相手との
通信を行わずに効率的なデータ通信を実行することが可能となる。
【１０６７】
　＜携帯固定端末間通信＞
　次に、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１において固定端末機器の配信データを受
信するデータ通信について説明する。
【１０６８】
　図８３は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１と固定端末機器５との通信処理の概
略について説明する図である。
【１０６９】
　図８３を参照して、固定端末機器５は、無線アクセスポイント装置１００と、信号発生
装置１０２とを含む。無線アクセスポイント装置１００は、ネットワーク１１０を介して
配信サーバ１１５と接続される。信号発生装置１０２は、無線アクセスポイント装置１０
０と接続するために必要な接続情報を含む後述する配信無線フレームを宛先を特定せずに
送信する。
【１０７０】
　無線アクセスポイント装置１００は、ゲーム装置１からの配信データの要求に対してネ
ットワーク１１０を介して配信サーバ１１５から取得（ダウンロード）した配信データを
ゲーム装置１に対して送信する。
【１０７１】
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　＜固定端末機器５からの配信データの受信を実行する機能ブロックの説明＞
　図８４は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１における配信データを受信する機能
ブロックについて説明する図である。
【１０７２】
　図８４を参照して、ゲーム装置１は、無線通信モジュール３８と、無線通信モジュール
３８以外の本体部３９とで構成される。
【１０７３】
　本体部３９は、無線通信設定部２０５と、装置識別情報登録処理部２１１と、データ通
信制御部２０９と、受信データ保存領域８２と、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃と
を含む。
【１０７４】
　無線通信モジュール３８は、無線フレーム受信部２２３＃と、配信データ通信判断部２
２５＃と、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃と、受信無線フレーム保存領域６９とを
含む。
【１０７５】
　無線通信設定部２０５は、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に格納されているＭＡ
ＣアドレスリストをＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に格納する。また、無線通信設
定部２０５は、無線通信モジュール３８における無線通信を実行するための指示を無線フ
レーム受信部２２３＃に出力する。
【１０７６】
　無線通信モジュール３８の無線フレーム受信部２２３＃は、無線通信を実行する指示を
受けて配信相手を探索する配信相手探索処理を実行する。本例においては、無線フレーム
受信部２２３＃は、配信相手として一例として固定端末機器５から送信された配信無線フ
レームを受信無線フレームとして受信するものとする。そして、無線フレーム受信部２２
３＃は、当該受信した受信無線フレームを受信無線フレーム保存領域６９に格納する。
【１０７７】
　配信データ通信判断部２２５＃は、受信した配信無線フレーム（受信無線フレーム）に
基づいて通信相手が配信データを配信する配信相手であるかどうかを判断し、配信相手で
あると判断された場合には、その旨を本体部３９に通知する。
【１０７８】
　具体的には、配信無線フレーム（受信無線フレーム）に含まれている装置識別情報であ
るＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に保存されているＭＡＣアドレ
スリストに登録されているかどうかを判断する。また、当該配信無線フレーム（受信無線
フレーム）について、配信データの取得処理が可能な無線フレームであるかどうかを判定
する。
【１０７９】
　そして、配信データ通信判断部２２５＃は、配信無線フレームに含まれているＭＡＣア
ドレスがＭＡＣアドレスリストに登録されておらず、また、また、当該配信無線フレーム
が配信データの取得処理が可能な無線フレームであると判断した場合には、配信データの
受信が可能である旨の通知を本体部３９のデータ通信制御部２０９に出力する。なお、こ
こでは、２つの条件が満たされた場合に配信データの受信が可能である旨の通知を本体部
３９のデータ通信制御部２０９に出力する場合について説明しているが、少なくとも１つ
の条件が満たされた場合に当該通知を出力するようにしても良い。
【１０８０】
　データ通信制御部２０９は、配信データ通信判断部２２５＃から出力された配信データ
の受信が可能である旨の通知を受けて、固定端末機器５に対して配信データの送信を要求
し、固定端末機器５から送信された配信データを受信する配信データ取得処理を実行する
。そして、受信した配信データを受信データ保存領域８２に格納する。
【１０８１】
　装置識別情報登録処理部２１１は、データ通信制御部２０９により受信した配信データ
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が受信データ保存領域８２に格納された場合には、配信相手である固定端末機器５の装置
識別情報であるＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に格納する。
【１０８２】
　そして、無線通信設定部２０５は、再び、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に格納
されているＭＡＣアドレスリストをＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に格納し、無線
通信モジュール３８における無線通信を実行するための指示を無線フレーム受信部２２３
＃に出力する。すなわち、上記で説明したのと同様の処理を繰り返す。
【１０８３】
　無線通信モジュール３８の無線フレーム受信部２２３＃は、再び、無線通信を実行する
指示を受けて配信相手を探索する配信相手探索処理を実行する。そして、例えば、再び、
本例において、固定端末機器５から送信された配信無線フレームすなわち受信無線フレー
ムを受信するものとする。
【１０８４】
　配信データ通信判断部２２５＃は、上述したように、配信無線フレームに含まれている
装置識別情報であるＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に保存されて
いるＭＡＣアドレスリストに登録されているかどうかを判断する。
【１０８５】
　その際、配信データ通信判断部２２５＃は、上述したように以前に配信データの取得処
理が実行されている場合には、ＭＡＣアドレスリストに固定端末機器５の装置識別情報で
あるＭＡＣアドレスが格納されているためＭＡＣアドレスに登録されていると判断し、そ
の後のデータ通信である配信データ取得処理は実行しない。すなわち、一度通信を行った
通信相手との通信を行わずに効率的なデータ通信を実行することが可能である。
【１０８６】
　なお、本体部３９と、無線通信モジュール３８とは独立して動作することが可能である
。すなわち、本体部３９がスリープ状態に遷移している場合においても、無線通信モジュ
ール３８は、配信相手を探索する配信相手探索処理を実行することが可能である。そして
、配信データを受信することが可能な配信相手が見つかった場合にのみ、本体部３９に通
知されて、通信相手との接続が確立されて、配信データの取得処理が実行される。したが
って、例えば、本体部３９がスリープ状態等の省電力状態に遷移している場合に、無線通
信モジュール３８における配信相手探索処理により通信相手が見つかった場合であっても
交換が可能でなければ本体部３９に通知されて通信接続が確立されることはないため、ゲ
ーム装置１全体における省電力を図ることが可能である。
【１０８７】
　図８５は、本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間処理を実行する無線通信モジュー
ル３８の機能ブロックの詳細について説明する図である。
【１０８８】
　図８５を参照して、本例においては、一例として、ＣＰＵ６０がＲＯＭ７２に保存され
た携帯固定端末間処理を実行するためのアプリケーションを実行することにより所定の機
能を実現する場合について説明するが、必ずしもＣＰＵ６０により実現される場合に限ら
れず、少なくとも一部の機能を専用のＩＣ（Integrated Circuit）を用いて実現するよう
にしても良い。
【１０８９】
　無線通信モジュール３８は、無線フレーム受信部２２３＃と、配信データ通信判断部２
２５＃とを含む。
【１０９０】
　無線フレーム受信部２２３＃は、通信相手探索部２２４を含む。配信データ通信判断部
２２５＃は、装置識別情報比較部２２６と、通信データ判定部２２８とを含む。なお、各
機能は、必要に応じてマルチタスク制御により実現されるものとする。
【１０９１】
　図７の機能ブロックと比較すると送信無線フレームを送信しないために無線フレーム設
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定部２２２が設けられていない構成である。
【１０９２】
　通信相手探索部２２４は、通信可能範囲１０に含まれる通信相手を探索する配信相手探
索処理を実行する。本例においては、一例として配信相手として固定端末機器５との間で
通信する場合について説明する。そして、通信相手探索部２２４は、固定端末機器５から
の配信無線フレームを受信するまで待機し、受信した場合に当該配信無線フレームを受信
無線フレームとして受信無線フレーム保存領域６９に格納する。
【１０９３】
　配信データ通信判断部２２５＃は、通信相手探索部２２４で通信相手を発見した場合、
すなわち、通信相手から配信無線フレームを受信した場合、当該配信無線フレームに基づ
いて通信相手が配信データを取得することが可能な配信相手であるかどうかを判断し、配
信相手であると判断された場合には、その旨を通知する。
【１０９４】
　具体的には、装置識別情報比較部２２６は、通信相手探索部２２４において通信相手が
発見された場合に、通信相手である固定端末機器５から受信した配信無線フレームに含ま
れている装置識別情報であるＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に
保存されたＭＡＣアドレスリストと比較して一致するものがあるかどうかを判断する。
【１０９５】
　通信データ判定部２２８は、通信相手が発見された場合に、装置識別情報比較部２２６
の比較結果に従って配信無線フレームに含まれているＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリ
スト保存領域７０＃に保存されているＭＡＣアドレスリストと一致しないと判断された場
合に、配信無線フレームのデータ内容を確認して、配信無線フレームが携帯固定端末間処
理として処理可能な無線フレームであるかどうかを判定する。
【１０９６】
　そして、通信データ判定部２２８は、配信無線フレームが携帯固定端末間処理として処
理可能な無線フレームであると判断した場合には、本体側にその旨を通知する。
【１０９７】
　以降の処理は、ゲーム装置１の本体部３９の機能として実行されることになる。
　なお、ゲーム装置１の本体部３９の機能ブロックの詳細については、上述したように図
６で説明した構成と基本的に同様であるので図６を用いて説明する。
【１０９８】
　具体的には、スリープ設定／解除処理部２１６は、無線通信モジュール３８からの通知
（図８５の通信データ判定部２２８からの通知）を受ける。
【１０９９】
　そして、スリープ設定／解除処理部２１６は、無線通信モジュール３８から通知があっ
た場合には、その通知をデータ通信実行処理部２０８に出力する。
【１１００】
　データ通信実行処理部２０８は、無線通信モジュール３８からの通知に従って固定端末
機器５からの配信データの取得処理を実行する。具体的には、配信データの要求を固定端
末機器５に送信する。そして、固定端末機器５から送信された配信データを受信する。
【１１０１】
　そして、固定端末機器５から受信した配信データを保存用データメモリ３４の受信デー
タ保存領域８２に保存する。
【１１０２】
　装置識別情報登録処理部２１１は、データ通信実行処理部２０８により受信した配信デ
ータを受信データ保存領域８２に格納した場合には、配信相手である固定端末機器５の装
置識別情報であるＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に格納する。
【１１０３】
　データ通知処理部２１２は、配信データを取得した旨をユーザに通知する。
　＜無線通信モジュール３８による携帯固定端末間通信＞



(117) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

　図８６は、本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間通信について説明する図である。
当該処理は、無線通信モジュール３８において、配信データを提供する通信相手を探索す
る配信相手探索処理であり、一例として、ＣＰＵ６０が、ＲＯＭ７２に格納されている携
帯固定端末間処理を実行するためのアプリケーションを実行することにより実現される。
【１１０４】
　図８６を参照して、まず、ＣＰＵ６０（通信相手探索部２２４）は、所定期間が経過し
たかどうかを判断する（ステップＳ２８０）。そして、ステップＳ２８０において、ＣＰ
Ｕ６０は、所定期間が経過していないと判断した場合（ステップＳ２８０においてＮＯ）
には、通信相手（固定端末機器）を探索する通信相手サーチ処理を実行する（ステップＳ
２８２）。通信相手サーチ処理については後述する。
【１１０５】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（通信相手探索部２２４）は、通信相手サーチ処理により通
信相手が発見されたかどうかを判断する（ステップＳ２８４）。
【１１０６】
　ステップＳ２８４において通信相手が発見されない場合（ステップＳ２８４においてＮ
Ｏ）には、ステップＳ２８０に戻る。
【１１０７】
　ステップＳ２８４において、通信相手が発見された場合（ステップＳ２８４においてＹ
ＥＳ）には、ＣＰＵ６０（装置識別情報比較部２２６）は、ＭＡＣアドレスを比較する（
ステップＳ２８６）。具体的には、配信無線フレームに含まれるＭＡＣアドレスと、上述
したＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に格納されているＭＡＣアドレスとを比較する
。上述したようにＭＡＣアドレスは、通信対象を識別する識別情報であり、各固定端末機
器には固有のＭＡＣアドレスが割り当てられている。そして、ＭＡＣアドレスリスト保存
領域７０＃には、各固定端末機器に割り当てられたＭＡＣアドレスが保存されている。
【１１０８】
　そして、次に、ＣＰＵ６０（装置識別情報比較部２２６）は、配信無線フレームに含ま
れる固定端末機器のＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレスリストに格納されているＭＡＣア
ドレスと一致するかどうかを判断する（ステップＳ２８８）。
【１１０９】
　そして、ステップＳ２８８において、ＭＡＣアドレスが一致したと判断した場合（ステ
ップＳ２８８においてＹＥＳ）には、再びステップＳ２８０に戻る。すなわち、以降の処
理を実行することなく当該ＭＡＣアドレスに対応する固定端末機器５との通信を終了する
。すなわち、上述したＭＡＣアドレスフィルタリング処理が実行される。したがって、通
信可能範囲１０に含まれる他のゲーム装置からの通信対象となるデータを受信する毎に識
別情報であるＭＡＣアドレスと一致するかどうかの判断が繰り返される。
【１１１０】
　ＭＡＣアドレスの比較の概念図については、図２２，２３で説明したのと同様であるの
でその詳細については繰り返さない。
【１１１１】
　ステップＳ２８８においてＭＡＣアドレスが一致しないと判断した場合（ステップＳ２
８８においてＮＯ）には、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、受信したデータの
内容を確認する（ステップＳ２９０）。
【１１１２】
　図８７は、本発明の実施の形態に従う携帯固定端末間通信においてゲーム装置において
ビーコンとして受信される配信無線フレームの構成について説明する図である。
【１１１３】
　図８７を参照して、固定端末機器５の信号発生装置１０２から送信される配信無線フレ
ームの構成の概略は、図１９で説明した送信無線フレームと同様の構成であり、図２０で
説明したベンダ特定ＩＥデータの構成が異なる。
【１１１４】
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　具体的には、ビーコンとして受信される配信無線フレームに含まれるベンダ特定ＩＥデ
ータは、タグ情報ＤＤ２１、タグ長情報ＤＤ２２、ベンダ情報ＤＤ２３、通信データ識別
情報ＤＤ２４、アプリケーションＩＤＤＤ２５とを含む。
【１１１５】
　タグ情報ＤＤ２１は、複数のＩＥデータをそれぞれ識別する識別データである。タグ長
情報ＤＤ２２は、当該ベンダ特定ＩＥデータのデータ長を示すデータが含まれている。
【１１１６】
　ベンダ情報ＤＤ２３は、当該データを提供する企業等を識別するためのデータである。
　通信データ識別情報ＤＤ２４は、通信データの種別を示すデータであり、携帯固定端末
間通信の場合には、携帯固定端末間通信の通信データを示す情報が格納される。
【１１１７】
　そして、以降にアプリケーションＩＤＤＤ２５が設けられる。
　当該配信無線フレームは、後述するが固定端末機器５から不特定の相手（ゲーム装置）
に対して送信されたものであり、不特定の相手（ゲーム装置）が受信するものである。親
機側の固定端末機器５は、宛先を特定せずに子機側の通信相手に対して当該送信を繰り返
し実行する。
【１１１８】
　再び、図８６を参照して、次に、ＣＰＵ６０は、受信したデータに含まれる配信無線フ
レームを受信したかどうかを判断する（ステップＳ２８８）。
【１１１９】
　具体的には、図８７で説明した当該データを提供する企業等を識別するためのベンダ情
報がゲーム装置１が予め有しているベンダ情報と一致するかどうかを判断する。ベンダ情
報が一致する場合とは、送信されたデータの発信源が通信接続が可能な装置であることを
意味し、異なる場合には、送信されたデータの発信源が通信接続が不可能である装置であ
ることを意味する。
【１１２０】
　また、通信データ識別情報がゲーム装置１が予め有している通信データ識別情報と一致
するかどうかを判断する。通信データ識別情報が一致する場合とは、携帯固定端末間通信
における通信データ、すなわち携帯固定端末間処理として処理可能な無線フレームである
ことを意味する。ゲーム装置１側の比較の対象であるベンダ情報は予めＲＯＭ７２に登録
されているものとする。また、ゲーム装置１側の比較の対象である通信データ識別情報に
ついても予めＲＯＭ７２に登録されているものとする。
【１１２１】
　一方、携帯固定端末間通信における通信データ識別情報と、携帯端末間通信における通
信データ識別情報とは異なるため、仮にゲーム装置３から出力されたデータを受信した場
合であっても通信データ識別情報が異なるため当該データを受信せず固定端末機器５との
み通信することが可能である。
【１１２２】
　ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、携帯端末間通信か携帯固定端末間通信かに
よって比較対象とする通信データ識別情報を切り替えて、受信したデータに含まれている
通信データ識別情報と一致するか否か判断する。
【１１２３】
　すなわち、ステップＳ２８８において、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、配
信無線フレームを受信していないと判断した場合（ステップＳ２８８においてＮＯ）には
、再びステップＳ２８０に戻る。
【１１２４】
　したがって、互いに通信接続が不可能である装置からデータを受信あるいは通信対象と
ならないデータを受信した場合には、以降の処理を実行することなく通信を終了する。な
お、本例においてはベンダ情報および通信データ識別情報がともに一致するかどうかを判
断する場合について説明したが、通信データ識別情報のみが一致するかどうかを判断する
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ようにしても良い。
【１１２５】
　次に、ステップＳ２９２において、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、配信無
線フレームを受信したと判断した場合（ステップＳ２９２においてＹＥＳ）には、次に、
配信データを有する固定端末機器５が発見された旨を本体側に通知する（ステップＳ２９
４）。そして処理を終了する（エンド）。
【１１２６】
　以降、通信相手である固定端末機器５と接続を確立して、配信データを取得する配信デ
ータ取得処理については、無線通信モジュール３８を用いた本体側のＣＰＵ３１のアプリ
ケーションとして実行されることになる。
【１１２７】
　したがって、本体側に、配信データを有する固定端末機器５が発見された旨を通知する
ことにより無線通信モジュール３８のＣＰＵ６０のみが独立して実行する無線通信すなわ
ち、無線通信モジュール３８において配信データを取得する通信相手を探索する配信相手
探索処理は終了する。
【１１２８】
　一方、ステップＳ２９２において、ＣＰＵ６０（通信データ判定部２２８）は、配信無
線フレームを受信しないと判断した場合（ステップＳ２９２においてＮＯ）には、ステッ
プＳ２８０に戻る。
【１１２９】
　当該処理により、本例においては、無線通信モジュール３８における配信相手探索処理
により配信データを取得可能な通信相手が見つかった場合にのみ、本体側のＣＰＵ３１に
通知されて、通信相手との接続が確立されて、配信データの取得処理が実行される。した
がって、例えば、本体側のＣＰＵ３１がスリープ状態等の省電力状態である場合に、無線
通信モジュール３８における配信相手探索処理により通信相手が見つかった場合であって
も配信データの取得ができないと判断されれば本体側のＣＰＵ３１に通知されて通信接続
が確立されることはないため、ゲーム装置１全体における省電力を図ることが可能である
。
【１１３０】
　図８８は、本発明の実施の形態に従う配信データを取得するデータ取得処理のフロー図
である。当該データ取得処理は、一例として上述したシステムプログラム保存領域８６に
格納されている本体機能プログラムをＣＰＵ３１が実行することにより実現されるもので
ある。当該データ取得処理は、例えば、本体の起動時に開始して、バックグラウンドで継
続的に実行される。
【１１３１】
　図８８を参照して、まず、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、無線通
信モジュール３８からの通知があるかどうかを判断する（ステップＳ３００）。
【１１３２】
　ステップＳ３００において、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、無線
通信モジュール３８からの通知があったと判断した場合（ステップＳ３００においてＹＥ
Ｓ）には、本体側の機能がスリープ状態であるかどうかを判断する（ステップＳ３０１）
。
【１１３３】
　そして、ＣＰＵ３１（スリープ設定／解除処理部２１６）は、本体側の機能がスリープ
状態であると判断した場合（ステップＳ３０１においてＹＥＳ）には、スリープ状態を解
除する（ステップＳ３０２）。
【１１３４】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、データ取得処理を開始
する（ステップＳ３０３）。一方、本体側の機能がスリープ状態で無いと判断した場合（
ステップＳ３０１においてＮＯ）には、ステップＳ３０３に進む。
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【１１３５】
　そして、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、無線通信モジュール３８から
の配信データを有する固定端末機器が発見された旨の通知に含まれている通信相手のＭＡ
Ｃアドレス等の接続情報に基づいて通信相手との間で通信接続を確立する（ステップＳ３
０４）。本例においては、固定端末機器５の無線アクセスポイント装置１００との間で通
信接続を確立する。なお、本例においては、固定端末機器が発見された旨の通知後、通信
相手との接続を確立する場合、すなわち、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）が
実行する場合について説明するが、ゲーム装置が発見された旨の通知前、例えば、無線通
信モジュール３８において図８６のステップＳ２９２とステップＳ２９４との間で通信相
手との接続を確立する処理を実行するようにしても良い。
【１１３６】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、配信データの要求を送
信する（ステップＳ３０５）。
【１１３７】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、配信データを受信した
かどうかを判断する（ステップＳ３０６）。
【１１３８】
　そして、ステップＳ３０６において、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、
配信データを受信したと判断した場合（ステップＳ３０６においてＹＥＳ）には、メイン
メモリ３２に配信データを格納する（ステップＳ３０８）。
【１１３９】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、通信相手（固定端末機
器５）との通信を切断する（ステップＳ３１０）。すなわち、上記処理により通信相手で
ある固定端末機器との間での配信データのデータ取得処理が終了することになる。
【１１４０】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、データ格納処理を実行する
。
【１１４１】
　図８９は、本発明の実施の形態に従う配信データのデータ格納処理について説明するフ
ロー図である。
【１１４２】
　図８９を参照して、ＣＰＵ３１（データ格納処理部２１０）は、データ通信実行処理部
２０８で受信した配信データを受信データ保存領域８２のアプリケーションＩＤに対応付
けられて設けられた受信ＢＯＸに格納する（ステップＳ７００）。
【１１４３】
　そして、次に、ＣＰＵ３１（データ格納処理部）は、受信データ判定処理を実行する（
ステップＳ７０２）。受信データ判定処理については、図６６で説明したのと同様である
。すなわち、受信データ保存領域８２の受信ＢＯＸに格納された配信データと対応付けら
れて設定されている伝播回数を確認して、条件を満たしているかどうかを判定し、満たさ
れている場合には、配信データを他のゲーム装置に伝播するために、配信データをコピー
して交換データ（伝播データ）として交換データ保存領域８０のアプリケーションＩＤに
対応付けられて設けられた送信ＢＯＸに格納する。
【１１４４】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　再び、図８８を参照して、次に、ＣＰＵ３１（装置識別情報登録処理部２１１）は、Ｍ
ＡＣアドレス保存処理を実行する（ステップＳ３１４）。ＭＡＣアドレス保存処理につい
ては、図７０で説明したのとほぼ同様であるが、受信ＢＯＸに変更があった場合には、保
存用データメモリ３４に設けられているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に、通信相
手を識別するＭＡＣアドレスを保存する。当該ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃に保
存されたＭＡＣアドレスがＭＡＣアドレスリストの一部に含められ上述した通信設定処理
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で用いられることになる。
【１１４５】
　そして、通信設定処理により、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃にＭＡＣアドレス
リストが保存されるため、上述したＭＡＣアドレスフィルタリング処理により、同じ固定
端末機器との間で何度も通信することを防止することができ、効率的かつ効果的なデータ
通信を実行することが可能である。
【１１４６】
　なお、本例においては、本体側の保存用データメモリ３４に設けられているＭＡＣアド
レスリスト保存領域８８＃に保存されたＭＡＣアドレスリストと、無線通信モジュール３
８のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に格納されているＭＡＣアドレスリストは同じ
であり、ＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃のみを用いて上記で説明した方式を実現し
ても良い。
【１１４７】
　一方で、本体側の保存用データメモリ３４にＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃を設
けて、当該ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃にＭＡＣアドレスを保存することにより
、無線通信モジュール３８にアクセスしてＭＡＣアドレスリスト保存領域７０のデータを
編集するよりも、ＭＡＣアドレスのデータの追加あるいは削除等の編集を容易かつ高速に
実行することが可能である。
【１１４８】
　そして、ＣＰＵ３１（データ通知処理部２１２）は、取得データ通知処理を実行する（
ステップＳ３１６）。そして、処理を終了する（エンド）。なお、取得データ通知処理に
ついては、図７１で説明したのと同様に配信データを取得した場合には、効果音あるいは
内容を表示することによりユーザに通知する。
【１１４９】
　一方、ステップＳ３０６において、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、配
信相手である固定端末機器から配信データを一定期間内に受信していないと判断した場合
（ステップＳ３０６においてＮＯ）には、ステップＳ３１８に進む。ステップＳ３１８に
おいて、ＣＰＵ３１（データ通信実行処理部２０８）は、配信相手である固定端末機器と
の通信を切断する。そして、ステップＳ３１２に進む。したがって、この場合には、配信
データを適切に取得することができなかったためＭＡＣアドレスリスト保存領域７０＃に
ＭＡＣアドレスを保存することなく通信を切断する。したがって、再度、携帯固定端末間
通信に従って上述した処理を実行して、配信データのデータ取得処理を再開することが可
能である。
【１１５０】
　図９０は、本発明の実施の形態に従う固定端末サーチ処理のフロー図である。
　この処理では、ゲーム装置１は、子機として親機である固定端末機器５との間で無線通
信を実行し、ゲーム装置１は、親機である固定端末機器５からのビーコンの受信があるま
で待機する。この通信相手サーチ処理では、ゲーム装置１は、常に子機として動作して親
機をサーチする処理を実行する。なお、本例においては、固定端末機器５からのみビーコ
ンが送信され、ゲーム装置１は当該信号の受信を待つ方式について説明しているが、固定
端末機器５は、備え付けの機器であるため、携帯型の移動可能なゲーム装置から信号を出
力するよりも固定端末機器５からのみビーコンを送信した方が効率よくデータ通信を実行
することができるからである。
【１１５１】
　図９０を参照して、固定端末サーチ処理を開始すると、図示は省略するが、このときタ
イマ回路をスタートする。
【１１５２】
　そして、ステップＳ３２０で、親機である固定端末機器５のビーコンを受信したかどう
かを判断する。
【１１５３】
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　固定端末機器５からのビーコンを受信した場合（ステップＳ３２０においてＹＥＳ）に
は、ステップＳ３２４において接続フラグをオンして、固定端末サーチ処理をリターンす
る。つまり、子機として、親機である固定端末機器５との間で通信接続が可能であること
が判明する。
【１１５４】
　なお、図９０においては省略したが、固定端末サーチ処理が開始されたとき、接続フラ
グはオフ（リセット）される。
【１１５５】
　一方、親機からの接続要求信号を全く受信しない場合（ステップＳ３２０においてＮＯ
）には、ステップＳ３２２で、子機として固定端末機器５に接続を試みる期間がＴｓｄ秒
経過したかどうかを判断する。
【１１５６】
　ステップＳ３２２において、親機サーチ時間がＴｓｄ秒経過していなければ（ステップ
Ｓ３２２においてＮＯ）、そのままステップＳ３２０に戻る。
【１１５７】
　一方、親機サーチ時間がＴｓｄ秒経過すれば（ステップＳ３２２においてＹＥＳ）固定
端末サーチ処理をリターンする。
【１１５８】
　図９１は、本発明の実施の形態に従う配信データ取得のデータの遣り取りについて説明
する図である。
【１１５９】
　図９１を参照して、シーケンスｓｑ２～ｓｑ８までは、図８２で説明したのと同様であ
り、本体側のＣＰＵ３１においてアプリケーションプログラムの実行による交換データが
設定される（シーケンスｓｑ２）。そして、本体側のＣＰＵ３１は、無線通信モジュール
３８に対して通信初期設定のためのデータを出力する（シーケンスｓｑ４）。そして、本
体側のＣＰＵ３１は、通信開始指示を無線通信モジュール３８に出力する（シーケンスｓ
ｑ６）。
【１１６０】
　これに伴い通信開始指示に応答して無線通信モジュール３８による無線通信が開始され
る（シーケンスｓｑ８）。
【１１６１】
　そして、まず、無線通信モジュール３８において交換データを交換する通信相手を探索
する携帯端末間通信が開始され（シーケンスｓｑ１００）、所定期間内に通信相手を発見
することができなかったものとする。
【１１６２】
　そして、さらに、携帯端末間通信が開始される（シーケンスｓｑ１０２）この場合にお
いても所定期間内に通信相手を発見することができなかったものとする。
【１１６３】
　そして、次に、携帯固定端末間通信が開始される（シーケンスｓｑ１０３）。
　固定端末機器５は、上述したように、信号発生装置１０２からビーコンを繰り返し発信
（送信）する。
【１１６４】
　そして、ゲーム装置１の無線通信モジュール３８は、固定端末機器５から送信されたビ
ーコンの入力を受け付ける（シーケンスｓｑ１０４）。
【１１６５】
　これにより、上述したように自機であるゲーム装置１について接続フラグがオンする。
　ゲーム装置１の無線通信モジュール３８においては、接続フラグがオンとなることに伴
い通信相手である固定端末機器と通信接続が可能であるすなわち通信相手を発見したと判
断する（シーケンスｓｑ１０８）。
【１１６６】
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　そして、ゲーム装置１の無線通信モジュール３８においては、データ内容を確認する（
シーケンスｓｑ１１０）。
【１１６７】
　そして、配信無線フレームを受信したと判断した場合には、無線通信モジュール３８は
、本体側のＣＰＵに対して配信データの提供を受けることが可能な固定端末機器５が発見
された旨を通知する（シーケンスｓｑ１１２）。
【１１６８】
　これにより、本体側のＣＰＵは、無線通信モジュール３８からの通知によって、配信デ
ータを配信する固定端末機器５と通信接続が可能であることを認識し、データ取得処理を
開始する（ｓｑ１１４）。
【１１６９】
　そして、次に、ゲーム装置１の本体側のＣＰＵ３１は、データ取得処理が開始された後
、配信データ要求を送信する（シーケンスｓｑ１１６）。
【１１７０】
　固定端末機器５の無線アクセスポイント装置１００は、ゲーム装置１からの配信データ
要求を受け付けて、当該配信データ要求をネットワーク１１０を介して配信サーバ１１５
に送信する（シーケンスｓｑ１１７）。
【１１７１】
　そして、配信サーバ１１５は、無線アクセスポイント装置１００からの配信データ要求
に従って、配信データを送信する（シーケンスｓｑ１１８）。
【１１７２】
　無線アクセスポイント装置１００は、ネットワーク１１０を介する配信サーバ１１５か
らの配信データを受け付けた後、当該配信データをゲーム装置１に対して送信する（シー
ケンスｓｑ１１９）。
【１１７３】
　そして、ゲーム装置１は、固定端末機器５の無線アクセスポイント装置１００から送信
された配信データを受け付けて、受信した配信データをメモリに格納する（シーケンスｓ
ｑ１２０）。
【１１７４】
　そして、通信を切断する（シーケンスｓｑ１２２）。
　そして、データ格納処理を実行する（シーケンスｓｑ１２３）。
【１１７５】
　そして、ＭＡＣアドレスを登録する（シーケンスｓｑ１２４）。
　そして、取得データを通知する（シーケンスｓｑ１２６）。
【１１７６】
　なお、上記シーケンスにおいて、シーケンスｓｑ４，ｓｑ６，ｓｑ１１４～１２６は、
一例として、上述したように本体側の機能でありシステムプログラム保存領域８６に格納
された本体機能プログラムにより実現されるものである。一方、シーケンスｓｑ８，ｓｑ
１００～ｓｑ１１０は、一例として、上述したように、無線通信モジュール３８における
メモリ制御部６４に格納されているＲＯＭ７２から読出されたプログラムにより実現され
るものである。
【１１７７】
　この実施例によれば、無線通信により、通信接続が確立する固定端末機器５との間で配
信データを自動で取得することができる。
【１１７８】
　例えば、配信データが店頭で使用することが可能なクーポンを表示するようなものであ
る場合、ゲーム装置１を携帯しているだけで固定端末機器５と無線通信した場合に当該ク
ーポンを表示する配信データを取得することが可能であり、配信データの取得の楽しさを
増大させることができる。
【１１７９】
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　また、たとえば、取得したクーポンを表示する配信データを交換データとして上述した
交換データ保存領域８０のスロットに格納させるようにしても良い。たとえば、当該配信
データに上述した交換データとして交換データ保存領域に格納させるアプリケーションを
含ませるようにすれば良い。当該処理により、携帯端末間通信において交換データとして
他の人に当該配信データを提供することが可能となる。
【１１８０】
　すなわち、固定端末機器５からのみしか取得できない配信データについても携帯端末間
通信を利用して他のユーザに提供することが可能となり、配信データの興趣性をさらに増
大させることが可能である。
【１１８１】
　そして、当該配信データの取得処理が実行された後、再び、無線通信モジュール３８に
おける配信相手探索処理が開始される。
【１１８２】
　例えば、上述したように所定期間経過毎に、自動的に通信設定処理を開始することも可
能である。通信設定処理の詳細については図１５で説明したので繰り返さない。そして、
次に、ＣＰＵ３１（通信指示処理部２０６）は、通信開始指示を無線通信モジュール３８
に出力する（ステップＳ２９）。
【１１８３】
　これにより再び、図１７のステップＳ４４で説明したように無線通信モジュール３８に
おいて携帯端末間通信が実行される（ステップＳ４４）。次に、再び、携帯端末間通信が
実行される（ステップＳ４６）。
【１１８４】
　携帯端末間通信において、所定期間内に通信相手を発見することができなかった場合に
は、再び、携帯固定端末間通信が実行される。
【１１８５】
　携帯固定端末間通信の詳細については図８６で説明したとおりである。
　図８６で説明したように携帯固定端末間通信においても、ＭＡＣアドレスが一致する他
の固定端末機器との再度の通信処理を行わないＭＡＣアドレスフィルタリング処理が実行
される。
【１１８６】
　すなわち、ＭＡＣアドレスリストに登録されている一度通信を行った通信相手である固
定端末機器（本例においては固定端末機器５）との間では実質的な通信は実行されない。
【１１８７】
　したがって、本発明の実施の形態に従うゲーム装置においては、通信範囲の固定端末機
器を自動的に繰り返して探知し、見つかった固定端末機器を通信候補に設定する。この場
合、同じ固定端末機器を何度も探知して見つけてしまう可能性があるが、上述のようなＭ
ＡＣアドレスフィルタリング処理により、同じ固定端末機器との間で何度も通信すること
を防止することができ、効率的かつ効果的なデータ通信を実行することが可能である。
【１１８８】
　なお、図８５における構成においては、図７で説明したようなアプリケーションＩＤ判
定部２３０が設けられていない構成について説明したが、携帯固定端末間通信においても
、受信した配信無線フレームに格納されているアプリケーションＩＤが配信データの受信
に関する所定条件を満たすか否かを判定するアプリケーションＩＤ判定部を設けるように
することも可能である。具体的には、携帯端末間通信で説明した方式と同様に送信無線フ
レーム保存領域６７に保存されているアプリケーションＩＤとの判定処理を実行するよう
にしても良い。例えば、上記したように送信無線フレーム保存領域６７に保存されている
アプリケーションＩＤについて、上述した送受信条件データ（センドフラグデータおよび
レシーブフラグデータ）が含まれている場合に、データの受信だけをしたい場合が設定さ
れているような場合に、当該アプリケーションＩＤと、配信無線フレームに含まれている
アプリケーションＩＤとを比較して一致するかどうかの判定処理を実行するようにしても
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良い。
【１１８９】
　なお、図８３に示す固定端末機器５においては、無線アクセスポイント装置１００と、
信号発生装置１０２とをそれぞれ別々のものとして設けた場合について説明したが両者を
まとめて１つの装置とすることも可能である。すなわち、無線アクセスポイント装置１０
０が信号発生装置１０２の機能を含み接続要求信号を出力するようにしても良い。
【１１９０】
　一方で、図８３に示される構成の如く、信号発生装置１０２を接続要求信号のみを送信
する専用の装置として設けることにより、無線アクセスポイント装置１００の処理負荷を
軽減することにより、例えば、複数のゲーム装置との間での配信データのデータ通信を効
率的に実行させるようにしても良い。
【１１９１】
　また、信号発生装置１０２として、固定端末機器５と通信するゲーム装置を接続要求信
号のみを送信する専用の信号発生装置として用いるようにしても良い。ベンダ情報等、通
信相手であるゲーム装置と同様の情報を有しているため簡易に信号発生装置を実現するこ
とが可能である。
【１１９２】
　図９２は、本発明の実施の形態に従うゲーム装置１と固定端末機器５＃との通信処理の
概略について説明する図である。
【１１９３】
　図９２を参照して、固定端末機器５＃は、図８３で説明した固定端末機器５と比較して
、通信モジュール１０４、ＣＰＵ１０６、ＨＤＤ１０８をさらに含む点で異なる。その他
の構成については、図８３で説明したのと同様でるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【１１９４】
　通信モジュール１０４は、ネットワーク１１０と接続されるものとする。ＣＰＵ１０６
は、通信モジュール１０４、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１０８、信号発生装置１０２と
それぞれ接続され、これらを制御するものとする。本例においては、一例としてＣＰＵ１
０６がＨＤＤ１０８に格納されている配信データを通信モジュール１０４と接続されてい
るネットワーク１１０を介して他の装置に出力可能であるものとする。
【１１９５】
　当該構成とすることにより、上記と同様の処理を実行することにより、無線アクセスポ
イント装置１００は、配信サーバ１１５から配信データを取得することができるとともに
、ネットワーク１１０を介して接続されている通信モジュール１０４と接続して、例えば
、ＨＤＤ１０８に格納されている配信データを取得して、無線アクセスポイント装置１０
０からゲーム装置に送信することも可能である。
【１１９６】
　例えば、固定端末機器５＃が複数の店舗等にそれぞれ設けられた場合に、各店舗毎に、
ＨＤＤ１０８に格納されている配信データをカスタマイズすることにより、カスタマイズ
された配信データをゲーム装置に送信することが可能であり、ゲーム装置における配信デ
ータの取得の楽しさを増大させることができる。
【１１９７】
　＜ＭＡＣアドレスの更新＞
　図９３は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスの更新について説明する図である
。
【１１９８】
　図９３に示されるように、ＭＡＣアドレスリスト保存領域には、所定のデータ容量が設
けられており、当該所定のデータ容量が一杯となり、保存する領域が無い場合には、保存
された古いＭＡＣアドレスを消去して新しいＭＡＣアドレスを保存する。なお、本例にお
いては、ＭＡＣアドレスが登録した日付けがタイムスタンプとして登録されている場合が
示されているが、特に当該方式に限られず、タイムスタンプが無い場合であっても登録し
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た順に配列しておくことにより古いものを消去して新しいものを登録するようにすること
が可能である。
【１１９９】
　次に、携帯端末間通信の送信無線フレームの設定に関して、セキュリティを向上させる
方式について説明する。
【１２００】
　上述したように装置を識別する情報としてＭＡＣアドレスが用いられるが、第三者が当
該ＭＡＣアドレスを偽装して当該装置になりすます可能性も考えられる。
【１２０１】
　したがって、本例においては、セキュリティを向上させるためにＭＡＣアドレスを更新
する。
【１２０２】
　具体的には、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、図１９で説明したベンダーコー
ドに設定されるローカルアドレスの内容を更新する。
【１２０３】
　図９４は、本発明の実施の形態に従うローカルアドレスの更新のフロー図である。
　図９４を参照して、まず、本体側のＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、所定期間
が経過したかを判断する（ステップＳ３３０）。一例として所定期間としては６時間程度
とする。
【１２０４】
　そして、ステップＳ３３０において、ＣＰＵ３１（通信設定処理部２０４）は、所定期
間が経過したと判断された場合（ステップＳ３３０においてＹＥＳ）には、ローカルアド
レスの更新設定を指示する（ステップＳ３３２）。
【１２０５】
　そして、無線通信モジュール側のＣＰＵ６０は、ローカルアドレスの更新設定指示に従
って、ローカルアドレスを更新登録する（ステップＳ３３４）。すなわち、送信無線フレ
ームで設定するためのローカルアドレスの値を更新してＲＡＭ６６に登録する。
【１２０６】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　当該処理により、各装置におけるローカルアドレスが所定期間経過後に更新されること
になる。
【１２０７】
　したがって、ＭＡＣアドレスの内容が所定期間経過後に更新されるため一意にＭＡＣア
ドレスが規定されることはない。それゆえ、ＭＡＣアドレスに従って装置を一意に特定す
ることはできない仕組みとすることによりセキュリティを向上させることが可能となる。
【１２０８】
　＜ＭＡＣアドレスリストの消去＞
　上記においては、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８のデータは、ユーザからの所定の
操作指示に従ってＣＰＵ３１（装置識別情報消去処理部２１８）の指示により消去する、
あるいは、所定のデータ容量が一杯となり、保存する領域が無い場合には、保存された古
いＭＡＣアドレスを消去して新しいＭＡＣアドレスを保存するようにして保存領域を確保
する等の処理について説明したが、上記ＭＡＣアドレスの更新と連動させてＭＡＣアドレ
スリストを消去するようにさせることも可能である。
【１２０９】
　上述したように、各装置におけるローカルアドレスが所定期間経過後に更新される場合
、他のゲーム装置のＭＡＣアドレスが更新される結果以前に上述した交換データの授受処
理を実行した相手と再度、当該処理を実行する可能性がある。
【１２１０】
　図９５は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスの更新処理について説明する図で
ある。
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【１２１１】
　図９５を参照して、ここでは、自機１と、ゲーム装置３について説明する。
　時系列で所定期間毎に自機１のＭＡＣアドレスがＡＤ０、ＡＤ０ａ、ＡＤ０ｂと更新さ
れる場合が示されている。
【１２１２】
　また、ゲーム装置３のＭＡＣアドレスがＡＤ１、ＡＤ１ａと更新される場合が示されて
いる。
【１２１３】
　したがって、同一の装置（ゲーム装置３）について、ＭＡＣアドレスが更新される毎に
データ通信する可能性があり、ＭＡＣアドレスリスト保存領域に確保するべきデータ容量
が大きくなる可能性がある。
【１２１４】
　一方で、図９５に示されるようにＭＡＣアドレスの更新のタイミングは、各装置におい
てそれぞれ異なる。
【１２１５】
　自機１のＭＡＣアドレスがＡＤ０の場合に、ゲーム装置３と上述した交換データの授受
処理を実行したものとすると、ゲーム装置３のＭＡＣアドレスＡＤ１が登録されることに
なる。
【１２１６】
　自機１のＭＡＣアドレスがＡＤ０からＡＤ０ａに更新される際（更新１回目）、ゲーム
装置３のＭＡＣアドレスが更新されているとは限らないため、ＭＡＣアドレスがＡＤ０の
際に登録したゲーム装置３のＭＡＣアドレスＡＤ１を消去せずにそのまま残しておくこと
により、無駄なデータ通信を回避することが可能である。
【１２１７】
　そして、さらに所定期間後、自機１のＭＡＣアドレスがＡＤ０ａからＡＤ０ｂに更新さ
れる際（更新２回目）について考える。この場合には、ゲーム装置３のＭＡＣアドレスに
ついても所定期間が経過しているためＡＤ１からＡＤ１ａに更新されている。
【１２１８】
　したがって、前回残しておいたゲーム装置３のＭＡＣアドレスＡＤ１を残しておく必要
はない。
【１２１９】
　それゆえ、本例においては、現在使用しているＭＡＣアドレスに対応するＭＡＣアドレ
スリストを保持するとともに、１つ前のＭＡＣアドレスに対応するＭＡＣアドレスリスト
を保持し、それよりも前すなわち２つ前のＭＡＣアドレスに対応するＭＡＣアドレスリス
トについては消去する。
【１２２０】
　図９６は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスリスト保存領域８８の構成につい
て説明する図である。
【１２２１】
　本例においては、ＭＡＣアドレスリスト保存領域の構成として、２つの領域を設けるこ
ととする。ここでは、現在について、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８ａとし、所定期
間後について、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８ｂとした場合について説明する。
【１２２２】
　図９６（Ａ）を参照して、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８ａは、２つのサブリスト
Ｒ１，Ｒ２を含む。なお、当該場合において、ＭＡＣアドレスＡＤ０ａを使用したデータ
通信を実行しているものとする。
【１２２３】
　具体的には現在使用しているＭＡＣアドレス（ＡＤ０ａ）を使用した交換データの授受
処理を実行することにより、他のゲーム装置のＭＡＣアドレスを保存する領域（サブリス
トＲ１）と、現在使用しているＭＡＣアドレスよりも前に使用していたＭＡＣアドレス（
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ＡＤ０）を使用した交換データの授受処理を実行することにより他のゲーム装置のＭＡＣ
アドレスを保存する領域（サブリストＲ２）とを設ける。
【１２２４】
　図９７は、本発明の実施の形態に従うＭＡＣアドレスリストの消去を説明するフロー図
である。
【１２２５】
　図９７を参照して、まず、本体側のＣＰＵ３１（装置識別情報消去処理部２１８）は、
所定期間が経過したかを判断する（ステップＳ３４０）。一例として所定期間としては６
時間程度とする。
【１２２６】
　そして、ステップＳ３４０において、ＣＰＵ３１（装置識別情報消去処理部２１８）は
、所定期間が経過したと判断された場合（ステップＳ３４０においてＹＥＳ）には、ＭＡ
Ｃアドレスリスト保存領域８８を確認する（ステップＳ３４２）。
【１２２７】
　そして、次に、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８ａに設けられているサブリストＲ１
とサブリストＲ２のいずれが古いかを判断する（ステップＳ３４４）。
【１２２８】
　そして、サブリストＲ１が古いと判断された場合には、サブリストＲ１の内容を削除す
る（ステップＳ３４６）。
【１２２９】
　一方、サブリストＲ２が古いと判断された場合には、サブリストＲ２の内容を削除する
（ステップＳ３４８）。
【１２３０】
　そして、削除した領域を新しいＭＡＣアドレス用の領域に設定する（ステップＳ３５０
）。
【１２３１】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　図９６（Ｂ）を参照して、ここでは、所定期間後に、ＭＡＣアドレスＡＤ０ａがＭＡＣ
アドレスＡＤ０ｂに更新された場合が示されている。
【１２３２】
　当該場合において、ＭＡＣアドレスリスト保存領域８８ｂは、２つのサブリストＲ１，
Ｒ２のうち、古いサブリストＲ２（ＭＡＣアドレスＡＤ０）の内容を削除して、新しいＭ
ＡＣアドレス（ＭＡＣアドレスＡＤ０ｂ）用の領域に設定した場合が示されている。
【１２３３】
　当該処理により、ＭＡＣアドレスの更新毎に２つの領域の一方のデータ内容が削除され
るためＭＡＣアドレスリスト保存領域全体のデータ量を抑えることが可能となる。
【１２３４】
　また、ＭＡＣアドレスを更新する際に、現在使用しているＭＡＣアドレスに対応するサ
ブリストを保持することが可能であるため保持されたＭＡＣアドレスに基づいてＭＡＣア
ドレスフィルタリングを実行することができ、ＭＡＣアドレスを更新した場合にも効率的
なデータ通信を継続することが可能である。
【１２３５】
　なお、当該場合においても、ＣＰＵ３１（装置識別情報消去処理部２１８）は、携帯端
末間通信のＭＡＣアドレスが保存されているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８とともに
、携帯固定端末間通信のＭＡＣアドレスが保存されているＭＡＣアドレスリスト保存領域
８８＃のデータ内容を削除することも可能であるが、固定端末機器のＭＡＣアドレスは更
新されないため携帯固定端末間通信と同様のタイミングでデータ内容を消去しなくても良
い。
【１２３６】
　したがって、ＣＰＵ３１（装置識別情報消去処理部２１８）は、携帯端末間通信のＭＡ



(129) JP 5593566 B2 2014.9.24

10

20

30

Ｃアドレスが保存されているＭＡＣアドレスリスト保存領域８８のデータ内容を消去する
タイミングと異なるタイミングで、携帯固定端末間通信のＭＡＣアドレスが保存されてい
るＭＡＣアドレスリスト保存領域８８＃のデータ内容を消去するようにしても良い。
【１２３７】
　なお、ここでは、本体部のＭＡＣアドレスリスト保存領域８８，８８＃について説明し
たが、無線通信モジュール３８側のＭＡＣアドレスリスト保存領域７０，７０＃について
も同様に適用可能である。
【１２３８】
　＜その他の形態＞
　上述の実施の形態においては、本発明に係る情報処理装置の代表例として、ゲーム装置
１について例示したが、これに限定されることはない。すなわち、本発明に係るプログラ
ムとして、パーソナルコンピュータで実行可能なアプリケーションを提供してもよい。こ
のとき、本発明に係るプログラムは、パーソナルコンピュータ上で実行される各種アプリ
ケーションの一部の機能として組み込まれてもよい。
【１２３９】
　なお、この実施例では、携帯型のゲーム装置を用いた情報処理システムについてのみ説
明したが、当該携帯型のゲーム装置に変えて、携帯電話機やＰＤＡ等の携帯端末でも同様
に適用可能である。
【１２４０】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【１２４１】
　１，２，３　携帯型ゲーム装置、５，５＃　固定端末機器、１０　通信可能範囲、１２
　ＬＣＤ、１４　操作ボタン、２３　カメラ、２６　メモリカード、２７　ＲＯＭ、２８
　バックアップＲＡＭ、３１，６０，１０６　ＣＰＵ、３２　メインメモリ、３３　メモ
リ制御回路、３４　保存用データメモリ、３５　プリセットデータ用メモリ、３８　無線
通信モジュール、４０　ＲＴＣ、４１　電源回路、４２　Ｉ／Ｆ回路、４３　マイク、４
４　アンプ、４５　スピーカ、６１　アンテナ、６２　ＲＦ－ＩＣ、６４　メモリ制御部
、６６　ＲＡＭ、６８　送信無線フレーム保存領域、６８　フィルタリング用データ保存
領域、６９　受信無線フレーム保存領域、７０，７０＃，８８，８８＃　ＭＡＣアドレス
リスト保存領域、７２　ＲＯＭ、８０　交換データ保存領域、８２　受信データ保存領域
、８４　内蔵アプリ保存領域、８６　システムプログラム保存領域、８９　フレンドコー
ドリスト保存領域、１００　無線アクセスポイント装置、１０２　信号発生装置、１０４
　通信モジュール、１０８　ＨＤＤ、１１０　ネットワーク、１１５　配信サーバ。
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